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 令和元年度鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議議事録 

 

１．開会 

 

２．配付資料の確認及び日程調整 

 

３．校長挨拶 

 

林校長 : 校長の林でございます。まず、新しい委員の方がご就任くださいまして、ありが

とうございます。この会議は運営諮問会議ということで、大変重要な会議と位置付けており

ます。何卒、今年の 1年の総括、それから次年度以降の鈴鹿高専のために、貴重なご意見を

賜れば幸いです。よろしくお願いいたします。 

 

４. 出席者紹介 

 

５. 議事 

 

（１） 鈴鹿工業高等専門学校の概要について 

 

林校長 : 着席して議事を進行させていただきます。議事がスムーズに進みますよう、皆様

方のご協力をよろしくお願いいたします。流れとしましては、まず私のほうから本校の概要

について説明し、次に末次副校長から自己点検評価報告書について説明いたします。その上

で、各委員の皆様方からのご意見、ご質問をいただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

それでは本校の概要について説明いたします。沿革ですが、昭和 37年に国立高専が公立

も私立も含めて発足いたしました。国立高専は現在 51校ありまして、そのうちの第 1期校

ということで、12 校がこの昭和 37 年に発足しております。国立高専の間では 37 年組とい

うような表現をして、一目置いているといったところでございます。 

 組織の改編状況につきまして、発足時は機械工学、電気工学、工業化学と 3つでしたが、

現在では 5つ、機械工学、電気電子工学、電子情報工学、生物応用化学、材料工学となって

おります。また、専攻科につきましては、平成 29年 4月より総合イノベーション工学専攻

ということで、2つの専攻をひとつにして、1年次ごとの定員が 24名で構成されています。 

 本校の使命ですが、技術者養成に関する地域の中核教育機関としてということで、地域に

まず貢献をする、そういった高専であるということが高専の基本の考え方です。続いて、国

際的に活躍する人をつくるということで、近年、高専のグローバル化が謳われており、高専

自体のシステムを東南アジア中心に展開しようという計画で積極的に動いております。将
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来グローバルに活躍する人づくりを目指しております。新しい価値の創造によりまして、社

会の発展に貢献しますというのが本校の使命です。また、3つの教育の理念としまして、知

育・徳育・体育をベースにし、未知の問題に果敢に挑み、新たな価値を創造する力を育てる

ということで、日々教育を推進しております。 

 続きまして、本校の近年の教育・研究活動等に関する取組みですが、9つの観点からまと

めております。まず 1 点目は、入試と志願者の状況です。入試は推薦選抜と学力選抜があ

り、それぞれ定員の約 50％を入学者として受入れております。平成 31年度の志願者倍率は

3.0 倍ということで、全国の高専の平均倍率は 2倍を切っていますので、本校は全国でもト

ップクラスです。 

2 点目の在学生につきましては、各学科の定員が 40 名で、5 学科ありますので、1 学年

200 名です。学科の全在学生は 1,070名、その内ほぼ 4分の 1が女子学生です。専攻科の 1

年次ごとの定員は 24 名で、全在学生は現在 52名です。留学生は 3年次から編入で、各学年

1名から 3名で、現状では 8名が在学しております。 

3点目の出身地域としましては、三重県外からは少数で全体の 4％です。寮生は約 330名

おります。 

 4 点目の進路につきましては、平成 30 年度は就職者数が約 6 割です。就職希望者の就職

率は、当然のことながら 100％を維持しております。 

5 点目、教員・教育支援者ということで、教員は 74 名おります。その内、博士を持たれ

ている教員が 65 名おり、企業経験者、高専 OB など、多様な経歴の教員を採用しておりま

す。そして女性教員が 16名、外国人教員が 2名おります。 

6点目の特色ある教育研究活動ということで、先ほど申し上げたグローバル化と直結する

話ですが、学生は将来、職場で英語でコミュニケーションをとることが常態化するはずです

ので、それに対して英語の少人数教育を実施しております。また、国際インターンシップ

等々に参加してもらい、グローバル化を推進しています。その他各種のプログラムについて

は、高専機構が公募し、各高専が応募して選抜を受けるわけですが、例えばイニシアティブ

4.0 といったプログラムに数多く採択されております。そして先端マテリアル教育の推進と

いうことで、地域の拠点校の上に中核拠点校として名乗りを上げようと、現在高専機構本部

に申請中であります。 

 7点目の学生の活動につきましては、高専祭、体育祭、高専の体育大会で活躍していまし

て、文武両道ということで学生の活動は非常に活発です。ロボットコンテストは NHKがサポ

ートしていますのでかなり有名ですが、今年度は東海北陸地区の 4 チームのうちの 1 チー

ムとして全国大会に進出しています。また、プログラムコンテストやエコカーデザイン等々、

多くのコンテストに積極的に参加しています。 

 8点目の国際交流ですが、アメリカのオハイオ州立大学、ドイツのハノーファー大学、ブ

ランデンブルク工科大学等々に学生を派遣しています。北米ではカナダのジョージアンカ

レッジで専攻科の語学研修を行っています。 
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9点目の地域連携等については、本校の鈴鹿高専テクノプラザを中心に、多くの企業と連

携しながら技術開発等に力を入れています。その他、出前授業等、小中学校の生徒に対して

色々な体験教室を開催しています。 

 次に、在学生の状況で、先ほども申しましたが、全学科生で 1,070名在学しており女子学

生がほぼ 4分の 1という割合は、全国的に見てもかなり高い割合になっております。本来 1

学年 200名が在学し、5学年で 1,000名ですが、どうしても留学生を受け入れたり、各学科

1 クラスの定員 40 名に対し 41 名か 42 名となっていますので、全学科生で 1,070 名となり

ます。一方、専攻科の学生ですが、1 年次ごとの定員が 24 名で、現状としては 2 年次まで

の全専攻科生は 52名であり、女子学生の割合は 10％です。 

教員数については、74 名中女性が 16 名ということで 21.6％です。この値は全国の国立

高専の中ではトップです。職員数は 42名、技術職員が 16名です。 

 入寮状態ですが、寮生が 331名で、その内留学生が 8名おり、マレーシア、モンゴル、イ

ンドネシアから来ています。通学生が 739名で、計 1,070名です。 

地域と学生の受け入れということで、志願者数と入学者数に分けてグラフ化しておりま

す。入学者を見ると、鈴鹿市内の中学校からの進学で全体の約 3割で、残りの約 7割が鈴鹿

以外の県内の中学からの進学者です。また、10 名程度ではありますが県外からの進学者も

います。 

 卒業後の進路につきまして、平成 30年度の卒業生は、学科生 184名中、大学に編入する

学生と専攻科に進む学生が合わせて約 4 割です。就職が 6 割ということで、大手企業に就

職しています。一方、専攻科生 32名については、12名が大学院に進学しています。専攻科

生は準学士の学位を授与されますので、大学院修士課程に進学します。残り 20名は就職な

ので、ここでも 6割が就職ということで、学科も専攻科も就職が 6割で、残りが進学となっ

ています。 

 学科の進学率、就職率、求人倍率につきまして、繰り返しになりますが平成 30年度が進

学率 41％、就職率 59％、4割・6割となっておりまして、求人倍率が 11倍です。求人倍率

が例年より急激に下がっているように見えますが、これは集計方法を変えたということで、

重複をなくして実質の求人倍率をここで表しています。専攻科は、進学率が 38％、就職率

62％、求人倍率が 34 倍です。これも同じく集計方法が平成 30 年度から変わっておりまし

て、実質の重複のない倍率です。 

 学生の就職状況ですが、平成 30 年度の学科では県外が 74名、県内が 35名ということで、

割合でいうと約 3割が県内就職、7割が県外就職です。専攻科は学科よりも県内残余率が低

くて、約 4分の 1が県内に就職です。冒頭に申し上げた高専の特徴として、地域の産業に人

材を供給するということがありますが、どうしても学生の大企業志向ということもあって、

このような結果になっています。 

 国際交流につきまして、交流協定校は先程申し上げた通りです。アメリカのオハイオ州立

大学工学部への派遣は、延べ 15 名です。カナダのジョージアンカレッジにも、工学的実習
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プログラムに 8 名送り込んでおります。中国の常州信息職業技術学院には延べ 9 名、ドイ

ツのハノーファー大学には延べ 14名派遣しており、モンゴルの工業科学大学には、現在の

ところ派遣の実績はありません。学生がいかにグローバルに活発的であるかということが、

この数字からも窺えると思います。そして、留学生の交流では、3カ国から 8名の国費留学

生がおり、マレーシア 4名、モンゴル 2名、インドネシア 2名が現在在学しています。次年

度から自費留学生も受け入れることとなっております。 

 社会連携・地域貢献等につきまして、令和 2年 2月末の統計の内訳が、共同研究が 15件

で 1,500 万円、受託研究 2件で 416万円、寄附金が 42件で 3,265万円、補助事業等が 1件

で 16 万円、科研費が継続と新規で 24 件ということで、教員もかなり積極的に外部資金獲

得に努力をしている結果です。そして、先程も申し上げた鈴鹿高専テクノプラザでは、企業

会員が 132社、個人会員が 17名、特別会員が 13社ということで、全高専の中でも上位層の

会員数です。その他、市内の小中学生対象にセミナーや出前授業しており、そこに教員およ

び学生が参加しています。 

 他高専や大学との連携ということで、三重県内にある国立高専として鳥羽商船高専があ

りまして、包括連携を結んで 2009年度から色々な面で連携しながら活動しております。教

務関連では、入試の PR活動を連携して行おうということで、実際、鳥羽商船高専で鈴鹿高

専を志願する学生を、鈴鹿高専で鳥羽商船高専を志願する学生を受験させております。学生

生活関連では、高専祭での協力、それから学生会、クラブ活動の交流支援などを両高専で開

催する機会が幾度かあります。寮務関係としましては、寮生や寮役員が交流しています。研

究関連については、共同研究は今のところさほど両高専では進んでいないと思います。そし

て施設・設備の共同利用ということで、本年度は実績がありませんでしたが、今後しっかり

とやっていきたいと思っています。事務関連ですが、教職員の人事交流があります。これは

2年間を基本として、教職員をお互いに派遣し合い、他校の教育方針などを学ぶ機会として

おります。また物品の共同購入ということで、例えば什器類は共同で購入しており、事務業

務についての情報交換も頻繁に行っております。 

 全国の 51 高専は 5つのブロックに分かれております。本校が存在する東海地区は第 3ブ

ロックとなります。岐阜、豊田、鳥羽、鈴鹿であり、北陸地区では富山、石川、福井、近畿

地区では舞鶴、明石、奈良、和歌山ということで 11高専となっております。活動内容は多

岐にわたっており、教育、国際交流、研究、人事・管理運営ということで、11高専が共通す

る話題を持ち寄って話し合い、情報交換をしています。大学との連携で協定締結校としては、

豊橋技術科学大学、大阪大学工学部・大学院工学研究科、鈴鹿医療科学大学、東京医科歯科

大学であり、高等教育コンソーシアムみえとしての協定も締結しております。あとは先ほど

ご紹介した海外の提携大学があります。 

 以上で説明を終わります。ありがとうございました。それでは続きまして、末次副校長か

ら、自己点検評価報告書について説明をいたします。よろしくお願いします。 
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（２） 第 4 期中期目標/中期計画/令和元年度 年度計画に対する自己点検評価報告書につ

いて 
 

末次副校長 : 自己点検評価報告書につきまして説明いたします。皆様のお手元にある資料

を見ていただきますと、基準 1として、教育の内部質保証システムと書いてある欄がありま

すが、それは自己点検するにあたり、自校の独自の基準を設けて点検するのが望ましいとい

う指針を受けまして、本校が平成 30年度に作成した評価基準です。その基準が 9つありま

して、それについて点検した結果を示しており、詳細な内容を記したものがお手元にござい

ます製本された資料となります。その製本されたものには、第 4期の中期目標・中期計画に

関する年度計画が記載されておりまして、それに沿って何を取組んできたかがとりまとめ

られています。 

第 3項の 3.1、教育に関する目標を説明いたします。そこには、例えば社会連携や国際交

流に関係することも入っていますので、大体概要が分かっていただけるかと思います。この

教育に関する項目は 1～6に分かれております。評価指標として「S」や「A」が記載されて

いるものは、高評価であったことを意味しています。「B」評価としたものも一部あり、女性

教職員や女子学生との交流会について、女性教員との面談や懇談は実施したのですが、女子

学生だけを集めて交流会を実施したのが年度末になってしまったので「B」評価としていま

す。 

入学者の確保ということで、本校としてできることは全て実施したのですが、特に広報活

動を幅広く実施いたしました。1 学年 40 人が定員ですが、併願を認めている関係で志願者

数としては多く、中学校と協力し、アンケートに基づいて適正な人数をほぼ毎年受け入れて

います。そういう意味では入学者の受け入れシステムとしてはある程度完成しているので

はないかと思っています。 

 アドミッションポリシーの明確化による教学システムにつきましては、高等教育間の教

学システムマネジメントの関係もありまして、それに添った学生、あるいはエンジニアとし

て積極的に挑戦する意欲がある人に入学して欲しいとの方針をたてております。 

 入試広報活動については、県内のほとんどの中学校を教員で手分けしまして、PR 活動を

行いました。志願者数は大体 600 名ぐらいで推移しています。特に推薦の女子学生が非常に

増えている状況にあります。平成 31 年度入試では、600 名が受験し、推薦の志願者が 200

名でそのうち 100 名が入り、500 名が学力で受験し、合格者は 232名です。 

 教育課程の編成等ということで、専攻科の高度化やロボット人材育成事業の推進、それか

ら海外に関係する項目を特に説明したいと思います。専攻科の高度化については平成 28年

度中に終えており、これに続くような形で各科の再編を視野に入れたタスクフォースの委

員会を立ち上げて議論してきたところです。海外のインターンシップなどを含めたグロー

バルエンジニアプログラムの学生も、今年度 2名卒業しました。そして、ロボット人材育成

事業は現時点でも取組みを継続しているところですが、これに続いて、Society5.0 未来技
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術者育成事業の拠点構想として高専機構が取組みを始めようとしており、その拠点にぜひ

とも応募して次のステップに向かっていこうとしています。 

 そして、毎年学生が海外研修プログラムに参加しています。オハイオ州立大学に学科生が

13名、ジョージアンカレッジに専攻科生が 6名、他にはトビタテ!留学 JAPAN等、色々な事

業で教員も含めて学生も頑張っています。また、国際インターンシップということで、専攻

科生 2 名がベトナムの三重金属株式会社でお世話になりました。その経験を共有するとい

うことで、その年に海外に行った学生をみんな集めて報告会も開催しています。 

優れた教員の確保ということで、本校には女性教員が 16名もおります。機構の調査によ

りますと全国で 1番だそうで、来年も女性教員を採用することが決定しております。 

 平成 30年度から、産学官協働研究室を本校が立ち上げておりまして、学校の中に企業側

の研究室を設置しております。2年間を基本として研究費を 600万ほど頂くのですが、本校

で研究いただく企業の方に客員教授等の称号付与を行い、卒業研究のみならず、講義として

生きた教育をしていただいておりまして、この点が非常に有効な取組みであろうと考えて

います。 

 教育の質の向上及び改善ということで、自己点検評価報告書の中で「B」評価をした項目

があるのですが、これが先ほど申し上げた教学マネジメントに関係したところで、今から教

える教育ではなくて、学生がどれだけアウトカムが出来たかというような取組みですので、

本校としては現状から「A」評価は付けられないところです。これは高専機構全体として Web

シラバスやモデルコアカリキュラム、それからこれに続くコンピューターベースのアセス

メントを経て、また次につなげていくという非常に大きな取組みを現在動かしていますの

で、そちらと連動して進めていかなければいけないと思っています。 

 また、大学との連携教育プログラムが動きだしまして、豊橋技術科学大学に来年度専攻科

に推薦で入学する学生が 1名進学します。大学との連携教育プログラムというのは、高専と

大学が連携して、学生が両方の学校に籍を置いて有効に学べるという取組みです。 

 そしてインターンシップですが、4学年のときに概ね全員が希望します。多くの企業に依

頼をしまして、受け入れ可能かどうかの調整をします。130社に対し、概ね 8割以上の学生

が参加します。行きたいと希望する学生としてはほぼ 100％参加できます。 

学生支援や生活支援ですが、就職関係と進路関係に絞ってご説明します。3学年、4学年、

5学年に分けたキャリア教育表で、3学年ですとまだ進学か就職か迷っている学生も多いの

で、進路ガイダンスという形でまず動機付けをします。その後、4学年になりますとインタ

ーンシップもありますが、いよいよ進学あるいは就職に分かれますので、それぞれのコース

においてガイダンスや先輩からのアドバイスを聞く機会を設けています。そして最後に、就

職または進学が決まった学生につきましては、後輩へのフィードバックとして、体験をまと

めた文章を PDF化しております。 

 就職については、希望者数が 99名で 100％就職しております。進学も 100％です。専攻科

も同様で、進学は大学院です。就職は 6割で進学は 4割となっており、毎年それほど変わり
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ません。 

 教育環境の整備・活用につきまして、高専が 50～60年過ぎて非常に老朽化が激しいので、

またこれから 50 年に向けてということで、国の強靭化対策の一環として補正予算が組まれ

ました。そういった環境もありまして、今我々は寮の国際化を検討しております。個室をユ

ニット化にして留学生に住んでもらい、その中に日本人学生も入ってもらって交流しよう

と計画しており、現在申請中です。本校は今回は当初予算には計上されませんでしたが、高

専の中では 20校が国際寮の予算が付いて工事を始めております。 

 そして先ほど申し上げた拠点構想ですが、材料分析センターの改修に予算が付いて、着工

の準備を現在しているところです。非常に高度な分析の装置類を有効に使えるような建屋

や配置を始めているところです。設備整備費も補正予算化されており、ハード面は着々と進

んでいるという状況です。 

 最後になりますが、社会連携ということで、こちらは鈴鹿高専テクノプラザと称しており

まして、本校の教育・研究の推進にご協力をいただいている企業が 132社あります。もちろ

ん賛助していただくという目的もあるんですが、学生と産業界との結びつきから生きた教

育をしていただくというのが一番有難いと感じています。 

 科研費については、現在採択率は約 20％です。少し低迷していますが、申請数は割合で

いきますと現在 90％を超えています。採択されるのは大変ですが、今年度は申請という意

味ではほぼ全員申請していただきました。これから来年さらに申請率ではなく採択率も向

上できればと考えております。以上です。 

 

（３）意見交換 

 

林校長 : それでは本校の概要および自己点検評価報告書について、またその他関連のこと

でも結構です。ご意見ご質問がありましたら、ご発言をよろしくお願いします。 

 

小林委員 : 三惠工業の小林と申します。私も参加させていただいて 3回目ぐらいになりま

すが、本当に毎年毎年これだけの活動をされ、資料を作られて大変だろうと思います。その

点、個人的にこの鈴鹿高専という所が、教育の場ということは当然ですが、学問といいます

か研究の場という観点から見たときに、自己点検評価での基準 8 の研究活動の状況につい

て、もし分かれば、教員の方々が論文を年間どれくらい出してるか教えていただけますでし

ょうか。論文の数に活動の結果が左右されるということではないと思いますが、ずっと懸念

しているのは、共同研究等ということで教員の方々が非常に忙しく、自分の研究をされてる

暇があるのかというのが、常日頃危惧しているところです。各教員の方々が論文を年間どれ

ぐらい出しておられるか、もし分かれば教えていただきたいです。 

 

横山研究主事 : 学会発表が何件で論文が何件ということは言えないのですが、第 3ブロッ
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ク(東海・北陸地区)という本校が含まれるブロックで論文と発表の件数を集計した結果が

先日高専機構本部から出まして、今年度についてはブロックの中で本校がトップです。 

 

小林委員 : はい、分かりました。安心しました。 

 

鈴木委員 : 鈴鹿医療科学大学の鈴木と申します。皆さんのご活躍は、今日お話がありまし

た資料を見ていますと、本当に素晴らしい教育活動を行っていると実感いたしました。よく

これだけのことをやられているなとむしろ驚くほどで、それは毎年思います。 

 そこで、学生の活躍、教員の活躍、素晴らしいものがあるというのは分かるのですが、様々

な活動をすればするほど、教員の負担はどの程度あるのかということはいつも感じます。そ

れに関して、色々な学会発表での研究成果の論文もそうですが、それ以外に産学官連携にお

ける活動、例えばイノベーション・ジャパンで何件発表したか。そういうことをされている

教員には特別のインセンティブを与えていらっしゃるのかどうか、されているのでしたら

システム的にされているのか、できればお伺いしたいと思います。 

 

末次副校長 : インセンティブという意味では、例えば研究費を傾斜的に配分するとか、そ

ういったことは特に今のところはやっていないと思います。 

 

鈴木委員 : 管理運営に関する目標の中で、表彰をしたと記載されているのですが、その記

載についてのシステムをお伺いしたいです。 

 

末次副校長 : 優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を継続的に実施して

おり、毎年 3名程度が対象となっております。 

 

下古谷教務主事 : また、地域貢献に対してはポイント制で、ごくわずかではありますが、

その支援費として配分しております。教員の評価のガイドラインは自己申告で、その中で例

えば外部活動等々を実施した分だけポイントを与えるようになっており、教育研究奨励費

としては 3名の教員が表彰されるようになっています。 

 

鈴木委員 : 分かりました。ありがとうございました。それともう一つ、私も定年を迎えま

して再雇用なのですが、報告書を拝見してますと、和歌山から 1名受け入れたと書いてあり

ます。逆に、企業から定年を迎えられた方を本学で再雇用するというようなシステムはある

のでしょうか。 

 

末次副校長 : 教員は 63歳が定年でして、システムとしてはその後 2年間再雇用がありま

す。これは希望によって受け入れるようになっています。高専機構全体で 51高専を管理し
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ており、和歌山高専を退職された方はご自宅が本校に近いため、再雇用で勤務いただいてお

ります。本校の教員も、マッチングするかどうかは分かりませんが、他高専への移籍を希望

することはできます。 

 

鈴木委員 : ありがとうございます。 

 

小中委員 : 鈴鹿テクノプラザの会長をさせていただいております、小中と申します。日頃

はテクノプラザの運営に関しまして、教職員の方々、ご協力を本当にありがとうございます。

会員数も着実に増えており、これも本当に教職員の方々の努力のおかげだと思っておりま

すので、感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 私からは 2点質問と、1つ提案をさせていただきたいと思います。1つは少しお答えしに

くいかもしれませんが、私どもの目線、つまりテクノプラザや市民目線という点からいうと、

非常にご活躍されている教員の方々は複数みえると思います。例えばテクノプラザ、ロボコ

ンやプロコン、ソーラーカー等。そういう方面に活躍しておられる教職員は確かにおみえに

なりますが、現在教員数が 74名、職員数が 42名いらっしゃいまして、この 116名が全員活

躍されているかというと、そうではないような感じを私は受けます。どちらかというとここ

にお座りの教職員は皆さん活躍してみえる方ばかりだと思うのですが、そういう意味では

一部の教職員が頑張るより全教職員で頑張ったほうがいいのではないかと思いますので、

本件に関してどのように考えてみえるのかというのが 1つ目です。 

 そして 2つ目は、予算といいますか、決算書を見させていただいているわけではないので

今どういう状況かというのはよく分からないのですが、少なくとも私が記憶している点か

ら言うと、ここ何十年学生数はほとんど変わっておりませんが、確か教員は以前 80名程度

おみえになったと思います。今は教員数が 74 名とのことで、職員数は 42 名ということで

あまり変わってないので、仕事の分担が変わったのかよく分かりませんが、学生数が変わっ

ていないのに教員だけ減っている。企業であれば、職員は例えば IoT等で改善がされて人数

が減らされていくと思いますが、教員の方はどちらかというとハード面で、物理的に減員は

非常に難しいという感覚がありますので、どういうお考えなのかを教えていただければと

思います。 

 そして、外部資金、自己収入の増加という項目がありますが、共同研究が千数百万円で、

科研費と合わせても 5,000万円程度です。科研費に採択されていますと言われましたが、客

観的に見て本当にこの数字が正しいのかというか、全然何も知らない私たちが見ると、助成

金や補助金等、多数の研究機関等から採択を受けることの余地があるのではないかと感じ

ます。 

 それから、女性の教職員の方が大分増えたというのは非常にいいことだと思いますが、例

えば本会議ではお 1人しか女性教職員がいません。数字ばかりではないと思いますが、女性

の方ももっと頑張って色々なことをしていただいたほうがいいと思うのですが、その点ど
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ういうお考えなのかをお聞きしたいです。 

 最後は提案ですが、この自己点検評価報告書はよく見ると点でしか見えなくて、線では見

えません。例えば、教職員の数でも年々の推移が見えないので、助成金・補助金、あるいは

外部資金の導入にしても、例えば目標値が幾らなのか、3,000万円なのか 5,000万円なのか、

それに対してどれだけ実績があるのかが見られると、もう少し評価しやすいのではないか

と思います。助成金・補助金の推移になると、先生個人の名前が出てくるのでなかなか難し

いのかもしれませんが、例えば機械工学科で 2,000 万円、電気電子工学科で 2,000 万円と

いうような目標値を持たれて進めていく。それに対して何をしたかということを載せてい

ただけると、もう少し見やすいのではないかと思いました。以上です。 

 

林校長 : ご質問、ご提案ありがとうございます。教員の定員に関しましては、現在国立の

高専 51校で運営費交付金のうち約 8割が人件費となっており、第 4期中期計画の末、具体

的に言いますと令和 5年 3月末時点での各学校の目標値を定められております。目標値は 1

学科 9名の教員、教養教育科に関しましては、本校は 24名となっており、教員全体で 69名

で教育・研究を行うように設定されております。現在 74名で 5名増ということで、この数

字を実現しなければならない状況です。各学校が高専機構本部から実現するようにと設定

された教員数を、何とか目標達成するように努力をしています。ただ、基本的には退職者不

補充というやり方でそれを達成しようとしていますので、本校でいえば何とか実現の範囲

に入ってきています。 

 ただ、ある高専はその設定を実現できないということで、1 学科 15 名程度の体制で動い

てるそうで、そういった高専もあります。片やある高専では、2つの学科が統合されて 1つ

になっており、元々合併したときに 7学科だったのが現在 6学科に減り、6学科にそれぞれ

9名配置されたとして、総教員数を賄うことができないことから、新学科を設立するという

ことで計画されているところもあります。 

 確かに、先生方の負担を考えるとかなり厳しいものがありますが、そこはできるだけスム

ーズに仕事をやっていただいて、もちろん自分の時間を利用して研究も推進していただい

て、プラス学生の課外活動の指導もしてということで、そういう中でもできるだけ働き方改

革の大きな潮流に乗った形で、何とか対応していきたいと思っております。 

 ちなみに、平成 29 年 11 月に労働基準監督署からコメントをいただいております。退勤

の管理がしっかりできていないということで、前年度から事務職員はクラウド上のソフト

を使って、出勤時にパソコンでクリックして仕事開始、退勤時にクリックして仕事終わりと

いうような形で退勤等の管理を始めました。今年の 4 月 1 日からそれを教員も含めて実施

をして、全学でしっかり労務管理をやっていこうということで、教員の了解も得ております。

同じくクラブ活動の業務負担が大きいため、2人体制で 5時以降のクラブ活動を巡回して見

ていただき、顧問が練習に長時間対応しなくてもよいように是正していきたいと考えてい

ます。 
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 また、外部資金の件に関しましては、例えば科研費を例に取りますと、採択の割合は大学

で約 30％強です。高専の場合は 25％程度ということで、若干の差が発生しています。ただ、

少しは落ち込んでるということですが、全国 51高専の中ではやはり上位にランキングされ

ていますので、本校はそのように努力をして結果を出しています。また、科研費のみならず、

色々な外部資金の募集に対して申請をしてできるだけ研究費を集めていこうという努力も

しています。以上です。 

 

末次副校長 : 活躍する教員とそうでない教員がいるというお話ですが、助成金や研究プロ

ジェクトという点で見ると、どうしても教育に熱心な教員があまり研究推進の場に出てこ

ないということはあります。そういう意味では学生を指導する場が増えてきていますので、

その点で教育的側面から活躍をしていただいてるのは確かだと思います。 

 

小中委員 : ありがとうございました。我々外からはそのように見えたというのと、ただ、

私には教員の方々が大変だろう、教員数が減っているので本当に大丈夫なんですかという

ことを申し上げたかったんです。ただ、職員の方は申し訳ないのですが、人数に変化がない

ように思え、普通の企業であればここは結構見直しをかけられるところなので、その点に少

し矛盾を感じたため質問をさせていただきました。 

 

末次副校長 : 職員も人員削減はされてきておりまして、教員はこの中期目標・中期計画中

に高専機構本部が示す人員枠になるようにしなければならず、これ以上は学校運営を行っ

ていくうえで、減らすことができないと考えています。大学は裁量労働制なのでかなり自由

度はありますが、我々は裁量労働制ではない普通の勤務体系であるため、非常に困っていま

す。 

 

横山研究主事 : 研究関係のことを補足させてください。教員の顔が見えにくいという話に

ついては、私も 2年程前に感じたことがありまして、各教員がどういった専任でどういった

活動をしているかというのを、ホームページに挙げるようにしています。それでもっと教員

がどのような教育・研究をしているのかを見ていきたいので、シーズ集のようなものを作っ

て情報発信をしております。また、市主催のセミナーなどは割と技術的なことではなく一般

教養的なことの発表ができる機会になっておりますので、教養教育科の教員にはそちらに

行ってもらい、自分の研究を発信できる場としてもらうというように、ローテーションを変

えて今やり始めたところですので、これから少しずつ本校の今まで外から見えていなかっ

た教員が見えてくるようになるのではないかと思います。 

 外部資金ですが、去年までのところで、本校は 51高専の中位だという話をしてきました。

そこで、科研費の申請率があまりよくないということで、いつもご指摘を受けておりまして、

今年は色々な対策を講じ、90％まで上げることはできました。採択されるかどうかは分から
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ないですが、そのようにして教員が科研費や財団系等の外部資金に採択されるという意識

を少しずつ上げることをやっています。それでも採択されるかどうかは分かりませんので、

テクノプラザの企業会員との共同コミュニティーを非常に期待しています。そのあたりで

共同研究を増やして外部資金を獲得するようにしたいと思っています。 

 また、最後に言われた学科で目標を立ててという件につきましては、企業だと売り上げの

目標を設定して、ということはありますが、学科ごとに目標金額を設定して、外部資金を獲

得することを目指すということをしてよいかどうかは議論しないといけないと思います。

多分難しいような気はします。 

 

小中委員 : 民間的発想なので、難しい面はあろうかと思います。 

 

下古谷教務主事 : 私も教務的な観点から補足させていただきます。教員数が大きく減って

いくということで、今年度各科で大きくカリキュラムの見直しをかけました。大学ですと 15

回授業をやると 2単位、それが学修単位というものですが、高専単位は 30回授業を実施し

て 2単位です。それが履修単位という形で、この学修単位を 60単位まで設定し、そういう

ところも考慮して 9 人体制でやっていけるようなカリキュラムを来年度から実施するとい

うことで、変更をしました。ただ、学習的なところで時間を要する学生がおりまして、補習・

補講をしなければなりません。特に低学年が多く、教員は本当に大変だと思います。本来な

ら教員はもっと増やしてほしい、もっと手厚くしてほしい、それがほとんどの現場の教員の

声です。 

 

末次副校長 : 女性教職員の件ですが、女性教員数は 16名で、全国で 1番の採用となって

おります。今の課題としては、女性をもっと管理職に登用していかなければいけないという

ことで認識しております。 

 

瀧本委員 : 百五総合研究所の瀧本と申します。よろしくお願いします。私のほうからは 2

点ありまして、1点が質問、1点が感想です。 

 自己点検評価の結果で、ほとんど「S」評価、「A」評価の中に 1つだけ「B」評価がありま

す。また、JABEEの審査結果にも「C」評価があります。インターンシップの評価について指

摘されているようですが、説明の中で、海外の学習に行った学生は最後の発表会を含めかな

り充実した内容をやっていると記載されていたので、ここで言っている「C」という評価は

あまりにも厳しいものであると思いました。これに関する対応を教えていただきたいとい

うのが 1点目です。 

 もう 1点が感想です。昨年度からグローバル・リーダー論の授業を担当させていただいて

いますが、鈴鹿高専生は非常に真面目で熱心な学生が多いと感じました。また、最後に提出

いただいたレポートでも「起業をしたい」という学生が結構いて、三重県民としてはとても
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勇気付けられ、非常に頼もしく思いました。授業の中でも、例えば社会問題を縦軸に持って

きて、横軸でどんな貢献をするかという内容の授業には非常に熱心で、その後学生から、そ

もそもの起業家に必要なスキルについてもっと詳しく教えてほしい、銀行でのお金の調達

を含め銀行を活用するスキームを教えてほしい、1人で始めるべきか複数で始めるべきかの

メリット・デメリットを教えてほしい等の質問が結構来ました。起業意欲の高い学生が結構

いるという環境なので、従来の授業の枠に捉われず、ゼミ形式かワークショップのような形

を含めて起業ノウハウを丁寧に教育する場があれば、さらに充実した授業が出来るのでは

ないかと感じました。以上です。 

 

末次副校長 : 質問いただきました「C」評価というのは、日本技術者教育認定機構の JABEE

認定審査における指標でして、本校の自己点検評価におけるものではありません。2015 年

の JABEE 審査結果では、「C」評価がいくつかあり、特に学生の自己学習に対する意識に関し

て憂慮されるということが書いてあります。 

 

瀧本委員 : 鈴鹿高専は、学生の学習時間を十分に確保するための取組みを行っているのに

もかかわらず、理解頂けないのは残念なことです。 

 

末次副校長 : 確かに、学修単位制の導入を増やしたという話もありましたが、このあたり

はやはり自習といいますか、自学自習としての予習を行い授業受けて、その後の復習を含め

てのシステムなので、そこは保障していかないといけないというのが、もう 1つの心配され

る注意点です。 

 

近藤専攻科長 : この審査結果 17 ページにあるのは、平成 26年度に本校が JABEEの審査を

受審したときのものです。専攻科の改組が平成 29年で、グローバル・リーダー論も国際イ

ンターンシップも平成 29年度から始めたことですので、現在は実施しているのですが、こ

のときはまだ実施していないためそういう評価になっています。 

 

若原委員 : JABEEの C評価について、これはおそらく報告が求められていると思います。

学生に制度設計して教えても、学生が理解していないと「C」評価になるということはあり

ます。それは学生の意識を高めるしかないと思います。 

 例えば高専だとポートフォリオというのを作られていると思います。高専機構本部が導

入していると思いますが、それを利用することにより、学生が自分で何を見つけたか、自分

が鈴鹿高専の JABEE の学習教育目標をどこまで到達したかということをチェックできるシ

ステムを構築していくと、自分はどこまで学習できたかが理解できますので、学生の意識が

上がっていくと思います。豊橋技術科学大学でも現在、導入して実施しているところで、せ

っかく高専機構でポートフォリオ制度を作られていますので、利活用していただき、それを
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鈴鹿高専の対応とすれば問題なく解決するのではないかと思います。 

 

山本委員 : 毎回こういう素晴らしい点検評価結果を見させていただき、「B」評価等が点在

していますがほとんど「S」評価と「A」評価ということで、教員の方々の成果が見られるよ

うな状況になっていて、細かく分析もされていると思います。私は三重大学の教育担当理事

ということで、大学で同じようなことを推進しなければいけない立場にあります。 

三重大学は 5 つの学部があり、それぞれの学部の考えや状況があってうまく進まないと

ころがあります。その中で、文科省は運営交付金等に制限をかける、それで教職員を雇えな

いという、本当に研究も教育も意気消沈してしまうような状況をつくっておきながら、教育

の成果だけは上げるように、質は良いものにするようにとし、最近確立されたのが教学マネ

ジメント指針です。貴校も挙げられているような三つのポリシーに沿ってカリキュラムマ

ークを作って、コアカリキュラムを明確にして教育や授業方針等を樹立することとなって

おります。それについてはその都度、学生評価等も含めて外部基準に沿って自分たちの教育

の資質を見つめるように、日々の授業についてはアクティブラーニングで PBL を推進する

ように、反転学習で進めるように等、そういうことが矢継ぎ早に来ます。最悪の状態が共通

指標ということで、運営交付金の査定基準にもさせられて、三重大学改革のためにお力をい

ただければありがたいと思うところが多々あります。 

 大学は全国に 700 近くありますので、さらに教員の教育に対する認識の共有化を図ると

いうのはなかなか難しいです。FD や教職協働ということで SD を位置付けているのですが、

何かに取り組むというときに教員 74 人が足並みを揃える、認識を共有するということで、

日々どういう意識を持たれているのか、学校運営をなされているのかを教えていただけれ

ばと思います。 

 また、資料の中で卒業生からの評価という資料がありますが、三重大学も 4つの力を標榜

していて、事業アンケートを OB、OG、就職先の企業等に実施させていただいて結果を得ま

す。良い結果、もう少しだなという結果、全然届いていないという結果、様々な結果を得ま

すが、数値のレベルの分析にとどまっていて、なぜこういう数値になっているかの分析がで

きていない状況です。全学はもちろん各学部にも、その背景、原因、要因をもとに分析をし

てくださいとお願いしていますが、分析結果を取りまとめるというところまではいかず、分

析していただいたとしても、教員個人の分析で終わり、それを共有できていないということ

があります。こういう結果の分析をどのように進められているのかということ、また認識を

1つにするということで、日々どのような努力をし、さらにはどのような課題意識を持たれ

ているかを教えていただければと思います。 

 

下古谷教務主事 : 山本理事が言われたとおり、本学でも教学マネジメントをはじめ、実は

非常に弱いところです。実際、高専機構本部も教学マネジメントについては本年度から動き

だしています。それを来年度以降各高専でも実施しなければなりませんが、教員の教育的な
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評価についてもなかなか難しく、FD 活動も本校はどちらかというと取組みが強化されてい

ないと感じており、山本理事が言われるように、そういう面では本校も分析や情報(データ)

共有ができていない状況で、むしろ教えていただければと思います。 

 ただ、FD につきましては高専機構本部が力を入れており、おそらく来年度以降実践して

いくと思いますが、今までの取組みとしては、第 3ブロックで平成 28・29年度から教員が

アクティブラーニングの研修会に参加しており、アクティブラーニングの指導者として活

動できるような研修を 2 泊 3 日程度で受けた教員が、現在本校には 2 名います。そういう

形でアクティブラーニングの活性化というのも始めています。ただあまり進んでいないの

が実情です。講演会を開いても 74名の教員が必ずしも全員出席するわけではないので、参

加者をチェックするといったようなことはしております。それでも参加する教員は少なく、

今後は業務削減も含めて見直していかなければならないと思っています。 

 また、企業の方や OBの方に対するアンケートについては、その分析を実施しているので

すが、確かに細かく分析し、そこから先をどうするのかということが課題になっております。

それも含めて今後、対応していかなくてはいけません。特に、FD については高専機構本部

の会議で講習会を受講しましたが、愛媛大学が採用しているテニュアトラック制度という

のがあり、近い将来、教員についても何らかの資格が求められて、学生がどれだけ学んだか、

どれだけ力が付いたかがこれからは求められていきます。それを見える化して、情報公開と

いう形で今後実施していかなければいけません。教学マネジメント、これは大変だと思って

います。しかしそれを実施していかなければいけない時代が来て、2040 年度の高等教育グ

ランドデザインではまさに多様化の時代がやってきて評価することが難しくなってきます。

しかしそういう学生を受け入れてきちんと教育してあげることが我々高等教育機関の仕事

だということを、教員がまず理解しなければいけないと思っています。 

 

山本委員 : 全員が共有していくことが重要であります。 

 

坂井委員 : 今回初めて後援会会長という立場で参加させていただいています。後援会は学

校との協議において学生に必要な支援は何であるのかを決め、資金援助という形で運営を

させていただいております。年に 2、3回は進捗状況や結果を報告いただいているのですが、

今回のような学校全体の話は初めて伺いましたので、後援会以外の学校としての取組みも

理解できてありがたく思っています。外部資金の採択を受けられる教員、研究成果を外部発

信されている教員が、仮に学生から評価される教員だとして、なかなか研究の進まない教員、

つまり学生に評価されず外部資金も獲得できない教員は、学生に良い教育をすることがで

きないということになるのは、後援会としても避けていただきたいです。単純に言えば、学

内予算に限りがある中で、外部資金を調達するのは当然のことだと思いますが、そうなると、

評価される教員、評価されない教員、おそらく双方いらっしゃると思いますので、難しいか

と思いますが、学生に不利のないように配慮だけはお願いします。 
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末次副校長 : 大学は本当に最先端の研究ができると思いますが、高専はそういう面もあり

ながら、どちらかというと授業に還元するための研究という意味合いがかなり強い部分も

ありますので、必ずしも外部資金を獲得できなければ研究できないかというのは、そうでも

ないところもあります。そういう意味では外部資金の獲得も大事ですが、教育あるいは授業

に還元できる研究という方向を持たれている教員がいると思います。だからと言って学校

運営上の資金を教員に配分しないというわけではなく、またそういう努力という意味でも

ないので、必ずしも外部資金の獲得が全てではないです。 

 

林校長 : その他ご意見があると思いますが、皆様方から貴重な意見、またご指摘等受けま

した。次年度以降の鈴鹿高専の運営の糧にしたいと思います。かなり厳しい状況であること

は確かです。入学志願者確保における少子化問題しかり、運営費交付金の減少等々、厳しい

状況ではありますが、1つ 1つ消化しながら、学生に不利にならないように、学生のために

教育研究を推進していきたいと思います。本日は、誠にありがとうございました。 

 

五十棲総務課長 : これをもちまして、令和元年度鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議を終

了します。誠にありがとうございました。 

 

６.閉会 

 



鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期目標 

１．前 文 

鈴鹿工業高等専門学校は、我が国の工業発展を支える技術者の育成をめざし、昭和37年高専制

度第1期校として工業先進地である東海地区鈴鹿市に創設され、以来、知徳体三育の全人教育を

範とする建学の精神にのっとり、優秀な実践的技術者を育成し、広く地域と社会に貢献してきた。 

21世紀を迎えた今、地球環境保全の観点に立った科学技術の高度化や国際化の進展により、技

術者教育を担う高等専門学校には新たな展開が求められている。以上を踏まえ、本校の教育理念

を定め、養成すべき人材像を掲げる。 

教育理念 

(1) 広い視野から価値判断ができ、技術者精神を備えた豊かな人間性を涵養する。

(2) 科学技術に関する高い専門知識と技術に基づく深い洞察力と実践力を育成する。

(3) 未知の問題に果敢に挑み、新たな価値を創造する力を育てる。

(4) 心身を鍛え、己を確立し、自ら未来を切り拓く力を育てる。

養成すべき人材像 

(1) 生涯にわたり継続的に学修し、広い視野と豊かな人間性をもった人を養成する。

(2) 高い専門知識と技術を有し、深い洞察力と実践力を備えた人を養成する。

(3) 課題探求能力と問題解決能力を身につけた創造性豊かな人を養成する。

(4) コミュニケーション能力に優れ、国際性を備えた人を養成する。

２．中期目標期間 

中期目標期間は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間とする。 

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

3.1 教育に関する目標 

学科においては、5 年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術

者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。 

また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技

術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。 

3.1-(1) 入学者の確保 

本校の特色や魅力について、中学生や地域に広く広報活動を組織的に行うとともにアドミ

ッション・ポリシーに沿った人を確保する。 

3.1-(2) 教育課程の編成等 

中央教育審議会答申の趣旨や入学志願者の動向を踏まえて本校の将来像を検討・策定し、

これに基づき、産業構造の変化、技術の高度化、国際化、社会のニーズ等に対応した教育課

程を編成し実施するとともに、その自己点検や改善を継続的に進める体制作りを推進する。 

また、産業界のニーズに応える語学力や異分野理解力、リーダーシップ、マネジメント力

等を備え、海外で活躍できる技術者を育成する等、高専教育の高度化・国際化がより一層進

展するよう、教育課程の改善を促すための体制作りを推進する。 

このほか、豊かな人間性や社会性を育むため、全国的な競技会やコンテストへの参加を通

して課外活動の充実を図るとともに、社会奉仕体験活動等の機会の充実に努める。 



3.1-(3)  多様かつ優れた教員の確保 

公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材

の確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用す

るために、外部機関との人事交流を進める。 

また、ＦＤ活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会

等(国外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。  

3.1-(4)  教育の質の向上及び改善 

高専教育の特色である「くさび型教育」を踏まえた教育方法の改善を進めるとともに、準

学士課程および専攻科課程の教育を実施し、社会が求める教育内容・水準の維持向上を図る

ため、継続的な点検・評価・改善を図る。 

また、実践的技術者を養成するため、産業界等との連携体制の強化を進めるほか、実践的・

創造的・指導的な技術者の養成を推進している技術科学大学などとの有機的連携を深めるな

ど、外部機関との連携により本校教育の高度化を推進する。 

3.1-(5) 学生支援・生活支援等 

豊かな人間性、健全な心身及び確かな自己実現を図るため、学生の学習活動や課外活動等

への参加を促進し、未来を自ら切り拓く力を引き出せるよう修学上及び生活上の支援を行う

とともに、学生の進路指導支援体制の充実を図る。 

また、各種奨学金制度など学生支援に係る情報の提供体制を充実させ、さらに、学生の就

職活動を支援する体制を充実し、学生一人ひとりの適性と希望にあった指導を行う。 

3.1-(6) 教育環境の整備・活用 

施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を

策定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)

するとともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。 

また、教職員・学生の健康・安全を確保するため、安全衛生管理体制の整備・充実を図る。 

3.2 社会連携に関する目標 

教育内容を学術の発展に即応させるため、継続して研究を行う。そのために必要な学術的研

究のみならず先進的な研究、学科間を超えた複合・融合領域研究、産学官連携による共同研究・

受託研究も推進する。これらの研究成果を発表や知的財産化等で広く社会に提供し、人材育成

及び地域・産業界に貢献する。 

地域交流・地域連携・産学官連携等を通じて本校の教育研究の成果を社会に還元し、その連

携協力に努める。 

3.3 国際交流に関する目標 

外国の高等教育機関との協定に基づく学生の国際交流を継続発展させ、国際的な視野と知見

を備えた技術者の育成を図るとともに、留学生の受入れを積極的に行う。 

また、学生が積極的に海外へ飛び立つ機会を拡充するとともに、教員や学生の国際交流活動

を推進する。 

3.4 管理運営に関する目標 

校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサ

イクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会の位



置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。 

また、本校における教育研究等の活動全般について自己点検・評価を行うとともに、広く外

部からの意見を取り入れ、開かれた学校運営を行う。 

さらには、限られた各種資源を戦略的に配分するため、本校の運営方針に基づき、重点的に

資源配分する仕組みを整備するとともに、教職員が行う業務の改善に努める。また、事務処理

の効率化・簡素化並びに事務職員及び技術職員の資質の向上にも努める。 

業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、

情報システム環境を整備する。 

3.5 その他

校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を構築する。 

４．業務運営の効率化に関する事項 

4.1 一般管理費等の効率化 

運営費交付金の減額による支障が発生しないように業務の効率化を図る。 

4.2 給与水準の適正化 

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標

として定めない。

4.3 契約の適正化 

 随意契約の適正化を推進し、契約は原則として一般競争入札等によることとする。さらに、

引き続き「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について（平成27年５月25日総

務大臣決定）」に基づく取組みを着実に実施することとし、「調達等合理化計画」の実施状況を

含む入札及び契約の適正な実施に努める。 

５．財務内容の改善に関する事項 

5.1 戦略的な予算執行・管理 

 管理業務の合理化に努めるとともに、本校の財務運営を適切に行い、教職員の意識改革を図

って、固定的経費の節減に努める。 

5.2 外部資金、寄付金その他自己収入の増加 

 教員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科学技

術振興助成金等の外部研究資金の獲得に積極的に取り組み、その他の自己収入の増加を図る。 

６．余剰金の使途 

 経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公

開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。

７．その他業務運営に関する事項 

7.1 施設及び設備に関する計画 

施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を策

定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)する

とともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。(3.1-(6)教育環

境の整備・活用 再掲) 



また、教職員･学生の健康･安全を確保するため、実験・実習・実技に当たっての安全管理体

制の整備を図る。

7.2 人事に関する計画 

 公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材の

確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用するた

めに、外部機関との人事交流を進める。 

また、FD活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会等(国

外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。(3.1-(3)多様かつ優

れた教員の確保 再掲) 

7.3 情報セキュリティについて 

業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、

情報システム環境を整備する。(3.4管理運営に関する目標 再掲) 

7.4 内部統制の充実･強化 

校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサ

イクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会の位

置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。(3.4管理運営に関する目標 再掲) 

また、これらが有効に機能していること等について、各種委員会等によりモニタリング・検

証するとともに、運営諮問会議外部評価委員等による公正かつ独立の立場からの監査機能を強

化する。 



鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期計画 

１．前 文 

※鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期目標に記載

２．中期目標期間 

※鈴鹿工業高等専門学校における第4期中期目標に記載

３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

3.1 教育に関する目標 

3.1-(1) 入学者の確保 

ア 本校の教育理念を的確に反映したアドミッション・ポリシーを募集要項に明記すると

ともに、ポリシーに添った学生受入が行われているかどうかを検証し、入試に反映させ

る。

イ 入試に関する情報収集、入試状況に関する分析と対策、各種広報資料の作成、広報・

渉外(地域交流を含む。)活動等を総合的に担うための学内組織（入試広報室）を活用し、

社会へ向けた体系的で効果的な入試広報活動を行う。

ウ 本校主催の学校説明会・見学会・受験相談等の一層の充実を図り、また中学校主催の

説明会等への参加等各種の入試広報活動を積極的に行うとともに、特に女子の志願者増

に向けた取組みを推進する。

エ ものづくりへの関心と適性を有する者など国立高等専門学校の教育にふさわしい優れ

た資質をもった入学者を安定的に確保するため、継続的な入学者選抜方法の点検と改善

を図る。

オ 入学後の学力水準の向上に資するため、入試成績と在学中の成績との相関関係の継続

的な追跡調査等を行い、その検証結果を入試システムの改善のためにフィードバックす

る。

カ 本校の教育・研究資源を活用した中学生向け体験プログラム等を実施し志願者増加対

策を推進する。

キ 豊橋技術科学大学との連携教育プログラムを含めた専攻科の魅力・特色・優位性の広

報を図り、入学者確保に努める。

ク 女子学生等の受入を推進するとともに、入学志願者の質を維持する。

3.1-(2) 教育課程の編成等 

ア 国立高等専門学校としてふさわしい教育成果の達成すべき内容と水準を以下のように

設定して、教育課程を編成し実施する。

①学科教育

［教養教育］ 

豊かな人間性と社会性を涵養し、広い視野からの問題把握と価値判断ができる力 

を培う。また、自然科学及び情報処理の知識を習得させるとともに、英語によるコ 

ミュニケーション能力を育成する。 

［専門教育］ 

準学士課程および専攻科課程の教育を実施し、高い専門知識と豊富な実験技術を

養う。 



・機械工学科

機械工学に関する理論と知識（材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、

情報と計測・制御、設計と生産、機械とシステム等）、実験技術を習得させると

ともに、応用・展開力、創造性を養う。

・電気電子工学科

電気電子工学に関する理論と知識（電気磁気学、電気・電子回路、エネルギ

ー・電気機器、物性・デバイス、計測制御、情報・通信）並びに全学年にわた

って系統的に配置した実験・実習科目により実践的な技術を習得させ、創造性

を養う。

・電子情報工学科

電子情報工学に関する理論と知識（電気磁気学、電子回路、電子工学、電子

制御、ソフトウェア工学、計算機工学、情報通信ネットワーク等）及び実験技

術並びにそれらの融合化技術に関する知識を習得させるとともに、創造性を養

う。

・生物応用化学科

化学に関する理論と知識（無機化学系科目、有機化学系科目、分析化学系科

目、生物化学系科目、物理化学系科目等）及び応用化学あるいは生物工学に関

するコース別専門知識（工業化学系科目、化学工学系科目、設計・システム系

科目、環境工学系科目、細胞工学系科目、遺伝子工学系科目、生体材料工学系

科目等）並びに豊富な実験技術を習得させるとともに、創造性を養う。

・材料工学科

材料工学に関する理論と知識（材料の物理と化学、材料の構造・設計・物性・

機能、製造プロセス等）及び豊富な実験技術を習得させるとともに、それらを

応用して材料に関連する諸問題を解決できる創造性を養う。

② 専攻科教育

技術革新を担うことができる高度で幅広い専門知識を習得させるとともに、研究開

発能力、課題探求・問題解決能力、技術者倫理を含む総合的判断力、英語によるコミ

ュニケーション能力の育成を図り、技術開発の場で新たな価値を 創造する力を育て

る。 

・総合イノベーション工学専攻

(環境・資源コース)

環境・資源コースでは、地球温暖化や酸性雨に代表される環境問題、自然環

境破壊抑制のための環境保全、バイオマス・鉱物・水・生物・海洋等各種天然

資源の有効利用、環境調和型資源リサイクリングによる循環型社会の構築等を

行うために、機械、電気・電子、情報・通信、生物、化学、材料等の幅広い分

野の中から複数の分野を融合・複合させた分野横断的教育プログラムで達成さ

れる能力を身につけた創造的実践的技術者を養成する。 

(エネルギー・機能創成コース) 

エネルギー・機能創成コースでは、次世代の新エネルギー開発、その安定供

給、輸送や利用における効率化や関連機能材料等に関わる技術開発を行うため

に、機械、電気・電子、情報・通信、生物、化学、材料等の幅広い分野の中か

ら複数の分野を融合・複合させた分野横断的教育プログラムで達成される能力

を身につけた創造的実践的技術者を養成する。 



(ロボットテクノロジーコース) 

自身の専門分野を軸としてロボットを構成する技術を高度化し、イノベーシ

ョンの創出や革新的な応用技術を社会に還元するために、機械、電気・電子、

情報・通信、生物、化学、材料等の幅広い分野の中から複数の分野を融合・複

合させた分野横断的教育プログラムで達成される能力を身につけた創造的実践

的技術者を養成する。 

(グローバルエンジニアプログラム) 

今後益々深度化するグローバル化、ボーダレス社会においてグローバルに通

用する高度な技術を持ち、リーダーシップを兼ね備えた人材を養成します。学

科第1学年から専攻科2年次までの7年間でグローバルエンジニアとして求め

られている英語力、交渉力、企画力、実行力、経営力、マネジメント力につい

ても学びます。さらに、専門分野の異なる学生が共に課題に取り組むことによ

り順応力および強靱さ、優れた人間力を涵養する。 

イ 高い専門知識と豊富な実験技術を活用した学科教育の高度化・質保証を図る。

ウ 学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検

討し導入する。

エ 学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。

オ 卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施

する。

カ 教員間連携の推進により、教科間の授業内容等の整合を図る。

キ 今後の産業構造の変化や技術の進展、社会の要望等を踏まえ、学科・専攻科構成の見

直しと改組・再編を検討する。

ク 中学校・高校・大学の教育改革の動向を把握し、教育課程の見直し等に反映させる。

ケ 創造教育を推進するため、ソーラーカーレース、ロボットコンテスト、プログラミン

グコンテスト、デザインコンペティション等の指導と支援に関し、教職員で構成するプ

ロジェクト活動の充実・強化を図る。

コ 学生の豊かな人間性と社会性を涵養するため、高専体育大会等の各種体育大会への参

加を促進するとともに、社会奉仕体験活動や自然体験活動を含む課外活動等の充実を図

る。

サ 人間の素養を涵養するための教育を検討し推進する。

3.1-(3) 多様かつ優れた教員の確保 

ア 教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での

勤務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。ま

た、正規の教員以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事

させる。

イ 専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格

をもつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力

を持つ者等優れた教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。

ウ 女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きや

すい職場環境の整備に努める。

エ 教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、

教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。

オ 機構本部が示す第4期中期目標・中期計画期間中における教員人枠整理に従い、適切

な人員配置を図る。



カ 教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。

キ 教員の教育研究活動を客観的に評価するシステムを確立し、独立行政法人国立高等専

門学校機構の教員表彰等に活用する。

ク 優れた教育研究成果をあげた教員の顕彰制度を継続実施する。

3.1-(4) 教育の質の向上及び改善 

ア インターネットなどを活用したICT活用教育の取組みを継続し、充実させる。

イ 多様な方法で学校の枠を超えた学生の交流活動を推進する。

ウ 教育目標を達成するため、特に英語教育、情報教育、創造教育の評価を行い改善を進

める。

エ 産学官協働研究室を含む企業の現役技術者および退職技術者や外部の専門家等、意欲

ある企業人材を活用した教育体制を構築する。

オ 本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三

者評価に積極的に取組み、教育研究の質の向上と組織の活性化・効率化を図る。

カ 本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三

者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。

キ 外部の意見を学校運営に反映させる。

ク 技術革新を担うことができる高度で幅広い専門知識を習得させるとともに、研究開発

能力、課題探求・問題解決能力、技術者倫理を含む総合的判断力、英語によるコミュニ

ケーション能力の育成を図り、不断に教育の質の向上を図る。

ケ 本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三

者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。

コ 教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改

善に活用する。

サ インターンシップの内容と方法を見直し、その一層の充実を図る。

シ 豊橋技術科学大学との連携教育プログラムにおける先端融合テクノロジー連携教育プ

ログラムを推奨するとともに、大学との共同研究指導体制を構築する。

ス その他の大学との連携により、連携教育プログラムを構築することにより、教育課程

の充実を図る。

セ 学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検

討し導入する。(3.1-(2)教育課程の編成等 再掲)

ソ 学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。 (3.1-

(2)教育課程の編成等 再掲)

サ 卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施

する。(3.1-(2)教育課程の編成等 再掲)

3.1-(5) 学生支援・生活支援等 

ア 学生の人間形成支援のため、教員指導体制に頼ることなく、クラブ活動への学外指導

者の登用など、課外活動への支援体制を構築する。

イ 学習情報システムを整備し、学習支援体制を強化する。

ウ 自転車通学マナーの向上に向けて、生活・通学指導部会と連携のうえ、通学路の交通

指導を徹底する。

エ キャンパスクリーンデーを実施し、日常清掃だけでない校内美化意識の向上への取組

みも継続する。

オ 身だしなみ指導として、生活・通学指導部会員である学年主任等からの指導を継続す



る。 

カ 課外活動等を通し、学生の創造設計力向上の支援を進める。

キ 学生支援室相談員や学級担任の資質の向上を図るための研修会、講演会等を実施する。 

ク 学生の適正や希望に応じた進路選択を支援するため、企業情報、就職・進学情報等の

提供体制や専門家による相談体制を含めたキャリア形成支援を充実させる。

ケ 学生・教職員間のコミュニケーションの円滑化を図る。

コ 教職員及び学生に対しセクシャルハラスメント防止のための研修会や講演会を実施

する。

サ 男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要

な取組みに関する普及を図る。

シ 教育寮としての学生寮を効果的に運営し、継続的な寮生への学習支援と生活支援を図

るとともに、自主・自律と相互扶助の精神を養う。

ス 各種奨学金制度の積極的な活用を促進し、奨学金を希望する学生の貸与率の向上を図

る。

3.1-(6) 教育環境の整備・活用 

ア 教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン

導入等のために必要な施設・設備の整備を図る。

イ 施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を

行う。

ウ 「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策

定し、施設の有効利用を促進する。

エ 労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策を立て、実施す

る。

オ 男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要

な取組みに関する普及を図る。(3.1-(5) 学生支援・生活支援等 再掲)

3.2 社会連携に関する目標 

ア 競争的研究資金の導入等を通して学内研究活動の一層の活性化を図る。また、研究費助

成事業の獲得に向けたガイダンスを実施する。

イ 教育内容を学術の発展に応じたものとするため、教員各自の専門的研究を推進する。

ウ 校長裁量経費の活用により、学科横断的な取組み、高等教育機関との連携などから、共

同研究を推進する。

エ 本学の研究費獲得の、高専機構全体における位置付けは中位であり、また、安定した研

究費獲得とはなっていない現状があることから、特に企業等とのマッチングを図るべく、

教員における情報発信に努めるとともに、連携する大学との研究推進に努める。

オ 教育研究フォーラムやシンポジウム等に積極的に参加し、研究成果を発表するとともに

他校との教員交流を促進する。

カ 技術者教育等の地域における共通の問題を解決するため、近隣の大学等との連携・協働

を推進する。

キ 産学官連携協力を積極的に推進するため、自治体、商工会議所、企業等と連携する共同

研究プロジェクトや地域産業・社会に貢献できる研究テーマを創出し、実施する。

ク SUZUKA産学官交流会が開催する交流フォーラムとサロンへの主体的取組み等、地域にお

ける産学官連携協力を積極的に推進する。

ケ 特許取得を奨励・支援するため、学内における知的財産権に関する認識の向上を図る。 



コ 研究紀要の質の向上を図るため、査読制度を継続する。

サ 本校の地域貢献活動を企業や社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活

動を展開する。

シ 本校の地域交流活動等を社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活動を

展開する。

ス 地域の生涯学習機関としての役割を果たすため、公開講座、授業開放、オープンキャン

パス事業、出前授業、図書館蔵書等を充実する。

セ 小中学校に対する理科教育支援活動を積極的に推進する。

ソ 広報活動を担うための学内組織である入試広報室を活用し、社会へ向けた体系的で効果

的な広報活動を行う。

タ 産学官協働研究室を核とする教育･研究の活性化の拠点とする。

チ 高専機構において構想段階である「地域創生に貢献する全国高専地域イノベーション」

に貢献する一拠点としての位置付けを確保する。

ツ 集約された研究設備の利用促進に貢献するセンターとしての役割を担う。

テ 教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改善

に活用する。(3.1-(4)教育の質の向上及び改善 再掲)

3.3 国際交流に関する目標 

ア 学生や教職員の国際交流を促進するため、米国・オハイオ州立大学への学生交流派遣を

継続実施するとともに、カナダ・ジョージアンカレッジと中国・常州信息職業技術学院等

との国際交流を強化する。

イ 高専機構主催の海外インターンシップにも積極的に学生を派遣する。

ウ 留学生と日本人学生および地域社会、ならびに他高専留学生との交流活動を積極的に支

援する。

エ 国際交流センターの取組みを積極的に活用する。

オ 高専機構の受け入れ方針に従い、本校の実態を踏まえたうえで、比率向上に努める。

3.4 管理運営に関する目標 

ア 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。

イ 各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を

行うとともに、本校のPDCAサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果を評価し

つつ改善を図る。

ウ 学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。

エ 内部監査体制を構築し、また他高専等と連携して、監査の強化を図る。

オ 機構本部策定の「公的研究費等に関する不正使用の再発防止策」を確実に実施する。

カ 教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効

率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な

人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。

キ 職員の能力開発と専門性の向上のため、民間等で行う研修を含めた研修会に積極的に参

加させる。

ク 学校の課題やリスクに対し、研修や倫理教育等を通じて全教職員の意識向上に取り組む。 

ケ 職員の採用・人事交流に当たっては、専門的知識や技能を有する人材を確保する。

コ 再雇用等定年後の雇用について、合理的･効果的な方法を検討し実施する。

サ 業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を

整備する。



シ コンプライアンス意識向上に関し、学内における意識啓発を行う。

ス 安全衛生委員会によるパトロールの実施等により、学内の安全管理に取組む。

セ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。 

ソ 安否確認システムについて、学生および教職員に対して適切に連絡が行くように登録・

更新を周知する。

  3.5 その他 

ア 校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を検討

し将来構想計画を策定する。

４．業務運営の効率化に関する事項 

4.1 一般管理費等の効率化 

ア 中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基

づく運用・調整を行う。

イ 管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額

による支障の発生しないよう継続的な努力をする。

ウ 教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効

率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な

人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4 管理運営に

関する目標 再掲)

  4.2 給与水準の適正化 

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標

として定めない。

4.3 契約の適正化 

ア 高専機構の規程および規則等を遵守のうえ、契約は原則として一般競争入札等によるこ

ととし、入札及び契約の適正な実施に努める。

５．財務内容の改善に関する事項 

5.1 戦略的な予算執行・管理 

エ 運営費交付金である人件費、物件費等の効率的な執行を行うとともに、適切な財務管理

を行う。

キ 教職員の意識改革を図り、事務費、光熱水料費等固定的経費の節減に努める。

  5.2 外部資金、寄付金その他自己収入の増加 

ア 共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極的に取

組み、自己収入の増加を図る。

イ 教員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科

学技術振興助成金等外部研究資金の獲得に積極的に取り組むと共に、その他の自己収入に

ついても増加を図る。

ウ 企業との共同研究等を推進し、助成金申請件数の増大を図る。

オ 高専機構全体の運営費交付金の減少に伴い、効果的、並びに効率的な予算執行に努める。 

カ 校長裁量経費を活用して、予算の戦略的重点配分を行う。



６．剰余金の使途 

 経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公

開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。 

７．その他業務運営に関する事項 

7.1 施設及び設備に関する計画 

ア 長期的な教育環境整備構想を策定し、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への

配慮も含む。)するとともに、省エネルギー対策を図る。

  7.2 人事に関する計画 

ア 中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基

づく運用・調整を行う。(4.1一般管理費等の効率化 再掲)

イ 管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額

による支障の発生しないよう継続的な努力をする。(4.1一般管理費等の効率化 再掲)

ウ 教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効

率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な

人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4 管理運営に

関する目標 再掲)

7.3 情報セキュリティについて 

ア 業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を

整備する。(3.4管理運営に関する目標 再掲)

イ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。

(3.4管理運営に関する目標 再掲)

7.4 内部統制の充実･強化 

ア 教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン導

入等のために必要な施設・設備の整備を図る。(3.1-(6)教育環境の整備・活用 再掲)

イ 施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を行

う。(3.1-(6)教育環境の整備・活用 再掲)

ウ 「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策定し、

施設の有効利用を促進する。(3.1-(6)教育環境の整備・活用 再掲)

エ 教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での勤

務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。また、

正規の教員以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事させる。

(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保 再掲)

オ 専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格を

もつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力を持

つ者等優れた教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。(3.1-(3)

多様かつ優れた教員の確保 再掲)

カ 女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きやす

い職場環境の整備に努める。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保 再掲)

キ 教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、

教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。(3.1-(3)



多様かつ優れた教員の確保 再掲) 

ク 教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。(3.1-(3)多様

かつ優れた教員の確保 再掲)

ケ 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。(3.4管理運営に関する

目標 再掲)

コ 各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を

行うとともに、本校のＰＤＣＡサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果を評

価しつつ改善を図る。(3.4管理運営に関する目標 再掲)

サ 学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。(3.4管理運営に関する

目標 再掲)



平成31年度 年度計画 

独立行政法人国立高等専門学校機構 

鈴鹿工業高等専門学校 

【１．前 文】 

※鈴鹿工業高等専門学校における第 4期中期目標に記載

【２．中期目標期間】 

※鈴鹿工業高等専門学校における第 4期中期目標に記載

【３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項】 

3.1 教育に関する目標 

3.1-(1) 入学者の確保 

3-1-① WEB サイトおよび SNS を活用して情報を発信する。(1.1-(1)-①-1)

3-1-② ホームページ、地元マスコミ等を通じて広く本校の PR 活動を行う。(1.1-

(1)-①-1） 

3-1-③ 三重県の各市の広報誌に高専のイベントの掲載を依頼する。(1.1-(1)-①-

1) 

3-1-④ 入試説明会、オープンカレッジ、学習塾対象説明会の実施、中学校主催の進

路指導説明会への参加を実施するとともに、近隣中学校の校長・進路担当者を

訪問するなど、広報活動を継続して実施する。 (1.1-(1)-①-1) 

3-1-⑤ 特に三重県北部の各市の教育委員会を通じて、中学校への出前授業を行う。

(1.1-(1)-①-1) 

3-1-⑥ 三重県内および近隣県の中学を訪問し広報活動を行う。(1.1-(1)-①-2)

3-1-⑦ 近隣高専（鳥羽商船、近大高専など）と連携して広報を実施する。(1.1-(1)-

①-1)

3-1-⑧ 女子志願者を確保するため、オープンカレッジ、高専祭、体験教室等の機会

に機構本部が作成した「KOSEN×GIRLS」を活用し、広報に努める。(1.1-(1)-

②-1)

3-1-⑨ アドミッションポリシーを反映した学力入試の選抜方法を継続し実施する。

(1.1-(1)-③) 

3-1-⑩ 女子学生の比率向上及びキャリア教育の充実を図る取組を継続して実施す

る。(1.1-(1)-②-1) 

5-⑨ 全国国立高専による私費外国人留学生対象の 3 年次編入学試験の実施に協力

する。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑩ 留学生の学習補助や学生生活全般のサポートを行うために、日本人学生によ

るチューター制度を継続して行う。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑪ 留学生に対し、日本語を読む・書く・話す・聞く能力を高める授業を継続して

行う。(1.3-④-1 再掲) 



5-⑫ 専門教育の基礎的な部分を補うために、留学生の個々の学力を確認しながら、

第 2学年までの専門科目の補講を行う。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑬ 東海地区 5 高専に在学する外国人留学生に対する研修会に留学生を参加させ

る。(1.3-④-1 再掲) 

5-⑭ 留学生関連行事として、実地研修旅行、校長との懇談会、進路支援相談会、留

学生交流会を引き続き実施する。(1.3-④-1 再掲) 

3.1-(2) 教育課程の編成等 

3-2-① 将来計画検討委員会を中心に、高度化の検討を行う。(1.1-(2)-①-1)

3-2-② KOSEN（高専）4.0 イニシアティブで採択された「産業界が求めるロボット

技術者を育成するためのロボット工学教育」、「卓越したグロ-バルエンジニ

ア育成事業」および「地域の情報セキュリティレベル向上に貢献する人材の

育成」の取組みを継続して実施する。(1.1-(2)-①-1) 

3-2-③ 専門学科を幹にして他の専門分野も幅広く学び、複合・融合領域へ挑戦で

きる人材の育成を行う。(1.1-(2)-①-2) 

3-2-④ 語学力の向上をめざしたネイティブによる少人数英語教育を継続して実施

するとともに、各種海外研修プログラムを継続的に実施する。(1.1-(2)-②-

2、1.1-(2)-③-3) 

3-2-⑤ 実践型エンジニアリングデザイン科目として、低学年向けに導入している

「工学基礎実験」および「デザイン基礎」を継続して実施し、「創造工学」

についても継続して実施する。(1.1-(2)-①-1) 

3-2-⑥ 国際的に活躍できる人材を育成するため、専攻科に設置されているグロ-

バルエンジニアプログラムの充実を図る。(1.1-(2)-②-1) 

3-2-⑦ 高い専門知識と豊富な実験技術を活用した学科教育の高度化・質保証に努

める。(1.1-(4)-②) 

3-2-⑧ CBT 型学習到達度試験を実施し、数学・物理等の教授法向上に反映させ

る。(1.1-(2)-①-1) 

3-2-⑨ 英語能力の向上のため、工業英検、英検、GTEC、TOEIC 受験の支援を継続

して行う。(1.1-(2)-②-2) 

3-2-⑩ 学生による授業評価アンケートを前期と後期の年 2回実施し、その結果を

受けた改善案の公開、その案に基づいて行った改善授業の評価をさらに次の

アンケートで検証し、その結果を公開する。(1.1-(2)-①-1)

3-2-⑪ ロボコン、プロコン、デザコン、英語プレコン及び体育大会に参加する。

(1.1-(2)-③-1) 

3-2-⑫ 「豊かな人間性と社会性」の涵養を図るべく、新入生合宿研修等での自然

体験活動を推進する。(1.1-(2)-③-2) 

3-2-⑬ 環境美化意識の涵養を目的とした年 2回の「キャンパス・クリーンデー」

等を活用し、周辺道路等の清掃を継続して実施する。(1.1-(2)-③-2) 

3-2-⑭ 地域主催のイベント等への積極的なボランティア参加を推進する。(1.1-

(2)-③-2) 



5-④ 機構の海外インターンシップへの参加を推進する。(1.3-③-1 再掲)

5-⑥ 他高専が主催する海外インターンシップへの参加を支援する。(1.3-③-1

再掲) 

5-⑦ 専攻科のグローバルエンジニアプログラム学生を対象に国際インターンシ

ップの派遣を実施する。（1.3-③-1 再掲)

3.1-(3) 多様かつ優れた教員の確保 

3-3-① 本校以外の教育機関、研究機関、企業等で勤務経験がある等、多様な背

景を持つ人材の採用に努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④) 

3-3-② 産学官協働研究室に配属されている企業技術者を客員教授等に任命し、

企業のノウハウを本校の教育、研究に活用する。(1.1-(3)-②) 

3-3-③ 公募制を堅持し、優れた教員の確保に努める。(1.1-(3)-①)

3-3-④ 専門科目については博士の学位等の高度な資格をもつ者、理系以外の一

般科目については修士以上の学位をもつ者あるいは高度な実務能力をもつ

者等、優れた教育力を有する者の採用に努める。(1.1-(3)-④) 

3-3-⑤ 女性教職員の就業環境改善のためにイノベーション交流プラザ内の「男

女共同参画エリア」を活用する。(1.1-(3)-③) 

3-3-⑥ 引き続き女性教員の積極的な採用に努める。 (1.1-(3)-③)

3-3-⑦ 高専・両技科大間教員の交流を図る。(1.1-(3)-⑤)

3-3-⑧ 本校の教員が国内外の教育研究機関に長期にわたって勤務(研修)できる

制度を活用し、教員交流の推進を検討する。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑨ 標準人員枠(73 名)を超えての教員配置となる場合は、暫定人員枠を一時

的に措置し、第 4期中期目標・中期計画期間中に計画的な解消に努める。

(1.1-(3)-①) 

3-3-⑩ 三重県教育委員会と連携し、高等学校教員対象の研修会への教員派遣を

検討する。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑪ 鈴鹿市教育委員会と連携し、中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会、中

学、高等学校合同指導会等に参加、活動することを通じて、学生生活の質

及び教員の指導力の向上を図る。(1.1-(3)-⑥) 

3-3-⑫ 全教員対象の FD 講演会を実施する。(1.1-(3)-⑥)

3-3-⑬ 全国高専フォーラムに参加する。(1.1-(3)-⑥)

3-3-⑭ 本校(平成 28 年度作成)の平成 28 年度に作成した教員評価基準に基づい

た教員表彰を行う。(1.1-(3)-⑦) 

3-6-⑯ 高専機構のみならず、三重県等の外部機関が主催するシンポジウムや講

演会等に参加し、教職員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥ 再掲) 

6-② 優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を継続的に行うと

ともに、研究においては各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より支

援する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-⑨ 教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員に対し評価を行

い、その結果を賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 



6-⑩ 職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人事評価実施要領

を基礎として、本校における職員評価制度を実施するとともに、評価結果に基

づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲)

3.1-(4) 教育の質の向上及び改善 

3-4-① モデルコアカリキュラム本案に沿った授業内容を継続して実施する。

(1.1-(4)-①-1) 

3-4-② 教務委員会の下に設置されている FD 部会を中心にアクティブラーニン

グを推進する。 (1.1-(4)-①-2) 

3-4-③ ICT を活用した教育を推進する。(1.1-(4)-①-2)

3-4-④ 鳥羽商船との学生交流を継続して実施する。(1.1-(4)-④)

3-4-⑤ 他高専の学生寮役員との交流を継続して実施する。(1.1-(4)-④)

3-4-⑥ 東海地区高専の留学生交流を継続して実施する。(1.1-(4)-④)

3-4-⑦ 特色ある優れた教育実践として従来より実施している学科を越えたエン

ジニアリングデザイン教育の「創造工学」を継続して実施するとともに、

低学年向けに導入している「工学基礎実験」および「デザイン基礎」を実

施し、実践的科目としての有効性を検証する。(1.1-(4)-①-1) 

3-4-⑧ SUZUKA 産学官交流会、本校を支援する企業団体である鈴鹿高専テクノプ

ラザおよび産学官協働研究室の企業と連携し、効果的なインターンシップ

の実施を推進する。(1.1-(4)-③-2) 

3-4-⑨ SUZUKA 産学官交流会や鈴鹿高専テクノプラザに加盟の企業技術者、産学

官協働研究室等の企業技術者および OB 技術者を講師としたエンジニアリ

ングデザイン教育の充実を図る。(1.1-(4)-③-1、1.1-(4)-③-3)

3-4-⑩ 自己点検評価および機関別認証評価結果についてホームページによる公

開を行う。(1.1-(4)-②) 

3-4-⑪ 本校の PDCA サイクルが円滑に機能するよう、本校独自に作成した評価

項目に沿った自己点検評価シ-ト及び多角的評価に向けたファイル管理シ

ステムを簡素化した自己点検評価システムを継続する。(1.1-(4)-②)

3-4-⑫ 毎年度末に運営諮問会議を定期開催し、外部の運営諮問委員の意見を反

映させることで教育の質の向上を図る。(1.1-(4)-②) 

3-4-⑬ 本校ホームページに掲載のある「教員一覧」、研究者データベースであ

る「researchmap」や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行い、

研究・技術シーズとして情報発信を行う。（1.2-② 再掲) 

3-4-⑭ インターンシップを推進し、卒業までに 8割以上の学生の参加を目指

す。 (1.1-(4)-③-2) 

3-4-⑮ 平成 24 年 11 月に大阪大学大学院工学研究科との間で「教育及び学術研

究推進」を目的として締結した協定書に基づき、インターンシップへの参

加を推進する。(1.1-(4)-③-2) 

3-4-⑯ 連携教育プログラム推奨のため、対象学生に対し、年度当初にプログラ

ム実施方針に関する周知を行うとともに、専攻科入試募集期間満了日まで



に履修希望者の募集を行う。 

また、実践力強化科目となる地域企業等と本校および大学での共同研究

をテーマとした特別研究指導を実施する。(1.1-(4)-④) 

3-4-⑰ 特に東海地区の大学との連携により、連携教育プログラムの一環とし

て、小中高の教員を育成すべく、教育課程の構築を目指す。(1.1-(4)-④) 

6-① 本校の運営規則に基づき、各種委員会におけるその活動状況について担当

委員長から活動実績を報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-② 

再掲) 

6-⑤ 本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価及び第三者評価に対応する

「自己点検評価一覧」を活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。

(1.1-(4)-② 再掲) 

6-⑥ 点検評価活動に資するため、各種会議等の議事録について、学内ウェブペ

ージへの掲載を継続する。(1.1-(4)-② 再掲) 

3.1-(5) 学生支援・生活支援等 

3-5-① 「学校適応感尺度調査」結果を活用するとともに、臨床心理士、カウン

セラ-と連携し、メンタルヘルスに関する取り組みを推進する。 (1.1-

(5)-①) 

3-5-② 体罰、いじめ、ハラスメントに対するアンケートを継続して実施する。

(1.1-(5)-①) 

3-5-③ オフィスアワーズを継続して実施する。(1.1-(5)-③)

3-5-④ 高学年学生の TA を採用し、低学年向け補習を継続して実施する。(1.1-

(5)-③) 

3-5-⑤ マルチメディア棟 1階「コノハナラウンジ」、イノベーション交流プラ

ザ 3階「多目的学習室」を時間外学習スペースとし、学生の学習モチベー

ション向上へと導く。(1.1-(5)-③)

3-5-⑥ 生活・通学指導部会と連携のうえ、朝の通学交通指導を学生に実施す

る。 

3-5-⑦ 通学路の交通指導のない場合は、学生主事を中心とした学生主事補によ

る学内数カ所での指導を行うとともに、挨拶運動を実施する。 

3-5-⑧ 生活・通学指導部会による交通指導のない場合は、学内における交通指

導等を実施する。 

3-5-⑨ 各クラブ活動において、なるべく外部コーチを採用し、教員指導による

偏った人間形成支援とならないようにする。(1.1-(5)-①) 

3-5-⑩ 課外活動学生向けの救急救命法講習会を実施し、緊急時の対応ができる

よう訓練を行う。(1.1-(5)-①) 

3-5-⑪ 引き続き、Q-U テストを全学年に適用する。 (1.1-(5)-①)

3-5-⑫ インターンシップの重要性を考慮し、それら業務の担当者間で連携した

学生指導を行う。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑬ 就職・進学した OB・OG を招いたキャリアガイダンスを行う。(1.1-(5)-



③) 

3-5-⑭ 「高専女子フォーラム」を活用して、女子学生のキャリア形成支援につ

いて検討する。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑮ 5 年生の就職・進学活動体験を中心とした低学年向けガイダンスを継続

して実施する。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑯ 進路ガイドブック等の冊子の作成と学生への配布を継続して実施する。

(1.1-(5)-③) 

3-5-⑰ 進路支援委員会を中心に、学科第 1学年から専攻科 2年次までを対象と

したキャリア教育の計画・実施を継続して行う。(1.1-(5)-③) 

3-5-⑱ メンタルヘルスに関する講習会等に教員を派遣する等、支援のための知

識の獲得に努める。(1.1-(5)-①) 

3-5-⑲ 三重県教育委員会(中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会)との連携協力

により学生支援の取組みを強化する。(1.1-(5)-①) 

3-5-⑳ 各教職員の能力を十分発揮できるための就労環境の維持のための研修会

や講演会を実施し、ハラスメント防止及びアンガーマネジメントによるメ

ンタルヘルスの向上に繋げる。(1.1-(5)-①)

3-5-㉑ 女性教職員による交流会及び女子学生の教育・生活・進路支援として、

女子学生の意見や要望等を聴取するための女子学生交流会を開催し、支援

する。(1.1-(5)-③) 

3-5-㉒ キャリア教育及び就職支援として、女子学生に「高専女子フォーラム」

に参加させる。(1.1-(5)-③) 

3-5-㉓ 試験期間中にあたる日曜日に図書館を開館とする。

3-5-㉔ 三重県図書館協会の図書館活性化推進事業に参画する。

3-5-㉕ 学生への図書館の有効利用を目的に、夏期と冬期の 2回、読書キャンペ

ーンを実施する。 

3-5-㉖ 統合図書館システムで蔵書データを整備する。

3-5-㉗ 外部機関が主催する「読書体験記・エッセイコンクール」に学生を参加

させる。 

3-5-㉘ 学生の購入希望図書調査、ブックハンティングを実施する。

3-5-㉙ 英語多読図書コーナーの図書を充実させる。

3-5-㉚ 全教員による当直・指導体制を継続し、寮生の安全確保と効果的な生活

指導を行う。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉛ 防災訓練および救急救命法講習会を実施し、非常時の対応を検証して寮

生の安全体制の構築を図る。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉜ 寮則について「学寮のしおり」等を利用し学生に周知する。(1.1-(5)-

①) 

3-5-㉝ 鈴鹿高専・鳥羽商船高専の寮役員研修会を行う。(1.1-(5)-①)

3-5-㉞ A 寮寮監の外部委託を実施しており、これによって生じた課題を検証

し、寮生自身による自主自律的な学寮運営へ繋げる。(1.1-(5)-①) 

3-5-㉟ 技術職員を適正に配置するように前期･後期に分けて業務計画を作成す



る。 

3-5-㊱ 創造工学の技術プロジェクトへの人員配置を関係部署と調整して行い、

適切に役割を分担する。 

3-5-㊲ 時間割検討時に配置する技術職員の業務計画を鑑み、継続して重複要請

の調整を行う。 

3-5-㊳ 情報セキュリティ推進委員会等と連携し、学内ネットワークサービスの

安全な運用を図る。 

3-5-㊴ 演習室において、授業等に必要なアプリケーションソフト等の整備を行

う。 

3-5-㊵ 演習室の夜間開館を継続的に実施する。

3-5-㊶ 学内の要望に対応できるネットワーク環境の整備を行う。

3-5-㊷ 機構本部の指示やサービスを学内ネットワークサービスにおいて利用で

きるようにする。 

3-5-㊸ 工作実習エリアのフライス盤等の更新依頼を継続的に行い、設備整備費

マスタープランにも継続申請する。

3-5-㊹ 汎用工作機や NC を含む高機能工作機を用いた効果的なエンジニアリン

グデザイン教育が実施されるようにする。 

3-5-㊺ 創造活動実践教育エリアについて、学生の時間外作業の安全面を考慮

し、19 時以降のプロジェクト使用を制限する。また、長期休業中だけでな

く、日曜･祭日の活動制限を行う。 

3-5-㊻ 各エリア内の環境整備のため、外部保管庫の設置依頼を継続的に行う。

3-5-㊼ 学生の就職・進学活動を支援しつつ、県内就職率の向上に努める。

(1.1-(5)-③) 

3-5-㊽ 日本学生支援機構奨学金および三重県高等学校等修学奨学金の募集並び

に授業免除制度等をクラス掲示および学級担任を通じて周知をするととも

に、HP を通じて保護者へも周知する。(1.1-(5)-②) 

3.1-(6) 教育環境の整備・活用 

3-6-① 学寮（第 2・4青峰寮，青峰寮 A）の現状を調査し、入居率を考慮し、維

持管理費の削減を考慮した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1 再掲)  

3-6-② 建物管理として雨漏り等を起こしているところがある場合は、補修等を

行う。(8.1-③ 再掲)  

3-6-③ 光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化した照明を LED 化および空調

機の更新を実施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-④ 夜間暗く危険となっているところの屋外環境改善のため、外灯を設置す

る。(8.1-③ 再掲)  

3-6-⑤ 吹付アスベストを保有する居室は、定期にアスベスト粉じん濃度の測定

を実施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑥ 各棟の空室となった教員室や実験室の調査を行い、産学官協働研究室等

の学内方針に従い、施設の有効利用を図る。(8.1-①-1 再掲) 



3-6-⑦ 電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設置、機械工学科棟・マルチメ

ディア棟及び青峰会館等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフリ

ー化を図る。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑧ 利用率等については、継続的にその向上に向けた検討を実施し、施設の

有効利用に繋げる。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑨ 組換え DNA 実験安全管理規則の運用を継続して行う。(8.1-② 再掲)

3-6-⑩ 全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に「実験実習安全必携」

を活用する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑪ 排水管理 WG を中心に学生のみならず、教職員に対しても実験用薬液等の

管理方法･教育を徹底させる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑫ 全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備した「研究微生物

安全管理規則」の運用を引き続き進める。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑬ 安全衛生委員会内で安全パトロールを定期的に実施し、要改善箇所の対

策を講ずる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑭ 教職員に対し、救急救命法講習会を実施する。(8.1-② 再掲)

3-6-⑮ 細菌の取扱いについての規定を整備していないことから、その規則整備

の必要性を検討のうえ、必要となった場合は対応する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑯ 高専機構のみならず、三重県等の外部機関が主催するシンポジウムや講

演会等に参加し、教職員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥ 再掲) 

3-5-㉑ 女性教職員による交流会及び女子学生の教育・生活・進路支援として、女

子学生の意見や要望等を聴取するための女子学生交流会を開催し、支援す

る。(1.1-(5)-③ 再掲) 

3-5-㉒ キャリア教育及び就職支援として、女子学生に「高専女子フォーラム」に

参加させる。(1.1-(5)-③ 再掲) 

3.2 社会連携に関する目標 

4-① 科研費申請スケジュールの説明会、高専機構主催の科研費講演等、科学研究

費補助金等外部資金獲得のためのサポートを行う。（1.2-②) 

4-② 科学研究費補助金の申請率や採択率を向上させるため、機構本部が実施す

る査読ネットワークの活用および本校が行う申請書の事前レビューを実施す

る。（1.2-②) 

4-③ 産学官協働研究室を活用し、共同研究体制の充実を図る。（1.2-②)

4-④ 共同研究推進センターの学内研究プロジェクト登録制度を継続して実施す

る。（1.2-②) 

4-⑤ 高専連携プロジェクトによる長岡技術大学、豊橋技術大学との共同研究を

実施する。（1.2-②) 

4-⑥ 高専研究プロジェクトを活用することにより、他高専との研究活動を推進

する。（1.2-②) 

4-⑦ 共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入額を向上させるため、地元企業の

みならず、大手企業とのマッチングを図る。また、SUZUKA 産学官交流会、鈴



鹿高専テクノプラザおよび技科大を始めとする連携大学とのマッチング調査

を推進する。（1.2-②) 

4-⑧ ビジネスマッチングの機会であるイベント等への出展を推奨する。(1.2-

②) 

4-⑨ 鈴鹿医療大学との医工連携により、地域課題解決型の取組みを推進すると

ともに、高専連携プロジェクトによる技大との連携･協働を図る。（1.2-②) 

4-⑩ 本校と鈴鹿高専テクノプラザとの共同活動を活用し、参画企業等からの共

同研究等の受け入れを推進する。（1.2-②) 

4-⑪ SUZUKA 産学官交流会の会員企業との共同研究を模索するため、交流フォー

ラム等を企画し、産学官連携を推進する。（1.2-②)

4-⑫ 保有特許の棚卸を継続して実施し、不要な知的財産であると判断された場

合は、科学技術振興機構(JST)の知財活用支援事業を活用する。（1.2-②) 

4-⑬ 学内パテントコンテスト(学生向け)の申請指導、弁理士を招へいした知的

所有権の重要性を学ぶ各種講義（学生向け）を共に聴講することで、学内にお

ける知的所有権に関する認識の向上を図る。（1.2-②) 

4-⑭ (独)工業所有権情報•研修館の知的財産に関する創造力・実践力・活用力開

発事業で構築した知的財産教育プログラムに加え、低学年における知的財産

教育を充実させることで、知財教育・学習のなお一層の促進、推進を図る。

（1.2-②) 

4-⑮ 全学科の低学年を対象とした知的財産教育の充実を図る。（1.2-②)

4-⑯ 紀要巻末に教員の研究活動記録および教育研究実施経費（校長裁量経費）実

施報告書を掲載し研究活動の意識向上を図る。（1.2-③-1) 

4-⑰ 紀要原稿の様式は統一性をより高める。（1.2-③-1)

4-⑱ 紀要はホームページへの掲載を進める。（1.2-③-1)

4-⑲ 外部有識者による査読を実施し、研究紀要の質を確保する。（1.2-③-1)

4-⑳ SUZUKA 産学官交流会において、サロンとフォーラムを企画し実施する。

（1.2-①) 

4-㉑ 毎年度 1回、研究者データベースである「researchmap」の更新と本校ホー

ムページの「教員一覧」の更新を教員に促し、実施する。（1.2-①)

4-㉒ 毎年度、「技術だより」を発行する。（1.2-①)

4-㉓ 本校のホームページに掲載するとともに、文教ニュース等に掲載する。

(1.2-③-2) 

4-㉔  地元報道機関のみならず、全国紙に掲載できるよう、地元報道機関以外に

も地域連携等による取組みを情報提供する。(1.2-③-2) 

4-㉕ 高専機構ホームページの「教育・広報関連情報」に地域連携等による取組み

を掲載する。(1.2-③-2) 

4-㉖ 鈴鹿市教育委員会を通じて、中学校等に出前授業を継続して実施する。

（1.2-③-2) 

4-㉗ 鈴鹿市少年少女発明クラブの活動を積極的に支援し、本校でも小中学生の

発明力向上を支援するイベント等を実施する。（1.2-③-2) 



4-㉘ 公開講座、オープンカレッジ、ものづくり体験教室、鈴鹿市主催のまなベル

などの実施後は、満足度アンケートを継続的に行う。（1.2-③-2) 

4-㉙ 鈴鹿市以外の県内地域への展開を検討し、実践の可能性を探る。（1.2-③-2)

4-㉚ 広報誌「鈴風」「ポケットガイド」を発行し、その充実を図る。（1.2-③-1)

4-㉛ 広報誌等は、各種行事等で積極的に配付し、本校ＰＲに努める。（1.2-③-1)

4-㉜ 要覧に代わるホームページの作成を継続する。（1.2-③-1)

4-㉝ 公式 FaceBook の作成を継続し、広報活動に努める。（1.2-③-1)

4-㉞ 新たな取組みである産学官協働研究室の役割を維持できるよう、誘致企業

の確保に努める。(1.2-②) 

4-㉟ 高専機構の方針に従い、共同研究推進センターの利用促進のための多方面

からの整備を行う。(1.2-②) 

4-㊱ 広報活動に努め、技術相談等から研究設備の利用促進に努める。(1.2-②)

3-4-⑬ 本校ホームページに掲載のある「教員一覧」、研究者データベースである

「researchmap」や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行い、研究・

技術シーズとして情報発信を行う。（1.2-① 再掲) 

6-③ 科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効利用等により、教員が積極的に

競争的資金の獲得を目指す環境づくりを行う。(1.2-② 再掲) 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-②

再掲) 

3.3 国際交流に関する目標 

5-① 学術交流協定を結んでいる海外の教育機関と交流活動を実施する。（1.3-③

-1) 

(1)アメリカ・オハイオ州立大学へ教員・学生を派遣する。

(2)専攻科学生を語学研修のため、カナダ・ジョージアンカレッジに派遣する。 

(3)中国・常州信息職業技術学院と教員・学生の派遣または受入を行う。

5-② テマセク・ポリテクニック技術英語研修等への参加を支援する。（1.3-③-2)

5-③ 在外研究員制度を利用し教員の海外派遣を推奨する。（1.3-②)

5-④ 機構の海外インターンシップへの参加を推進する。(1.3-③-1)

5-⑤ トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム等への学生の応募を推進する。

(1.3-③-3) 

5-⑥ 他高専が主催する海外インターンシップへの参加を支援する。(1.3-③-1)

5-⑦ 専攻科のグローバルエンジニアプログラム学生を対象に国際インターンシ

ップの派遣を実施する。（1.3-③-1) 

5-⑧ ISTS 2019 および ISATE2019 について、参加者を募り、支援を継続する。

（1.3-②) 

5-⑨ 全国国立高専による私費外国人留学生対象の 3 年次編入学試験の実施に協

力する。(1.3-④-1) 

5-⑩ 留学生の学習補助や学生生活全般のサポートを行うために、日本人学生に

よるチューター制度を継続して行う。(1.3-④-1) 



5-⑪ 留学生に対し、日本語を読む・書く・話す・聞く能力を高める授業を継続し

て行う。(1.3-④-1) 

5-⑫ 専門教育の基礎的な部分を補うために、留学生の個々の学力を確認しなが

ら、第 2学年までの専門科目の補講を行う。(1.3-④-1) 

5-⑬ 東海地区 5 高専に在学する外国人留学生に対する研修会に留学生を参加さ

せる。(1.3-④-1) 

5-⑭ 留学生関連行事として、実地研修旅行、校長との懇談会、進路支援相談会、

留学生交流会を引き続き実施する。(1.3-④-1) 

5-⑮ 本科 3 学年への外国人留学生の受入れのほか、本科 1 年次や専攻科への受

入れを推進する。(1.3-④-1) 

5-⑯ 専攻科への受け入れを推進するため、第 3 学年に編入学してくる留学生に

対して、低学年で学ぶ専門分野を復習するため、学級担任が中心となって、各

学科で週 1 コマ実験実習を含めた多角的な講義を行い、留学生の学力の到達

度を確認しながら、他の同学年学生と同水準になるように努める。（1.3-④-1) 

3.4 管理運営に関する目標 

6-① 本校の運営規則に基づき、各種委員会におけるその活動状況について担当

委員長から活動実績を報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-② 再

掲) 

6-② 優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を継続的に行うと

ともに、研究においては各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より支援

する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-③ 科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効利用等により、教員が積極的に

競争的資金の獲得を目指す環境づくりを行う。(1.2-② 再掲) 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-②

再掲) 

6-⑤ 本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価及び第三者評価に対応する「自

己点検評価一覧」を活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。(1.1-(4)-

② 再掲)

6-⑥ 点検評価活動に資するため、各種会議等の議事録について、学内ウェブペー

ジへの掲載を継続する。(1.1-(4)-② 再掲) 

6-⑦ 高専機構の方針に従い、他高専との相互間監査を通じて、監査の強化を図る。

(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑧ 本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公的研究費等に関する不正使用

等の防止に努める。(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑨ 教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員に対し評価を行

い、その結果を賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 

6-⑩ 職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人事評価実施要領

を基礎として、本校における職員評価制度を実施するとともに、評価結果に基

づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦ 再掲) 



6-⑪ 事務職員及び技術職員の能力向上を図るため、地方自治体、民間等外部団体

主催の研修に積極的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑫ 事務職員等の採用・人事交流にあたっては、近隣の国立大学法人等との計画

的な交流を実施することで多様性のある人材の確保に努める。(8.2-(1)-⑤ 

再掲) 

6-⑬ 高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要項」に基づき、他高専との人事

交流を実施する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑭ 高専機構として実施する新任、中堅、管理職対象の研修や情報系の研修会に

積極的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑮ 再雇用制度を有効活用するため、第 3 ブロック内の定年退職者を再雇用教

員として受入れ、本校教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑯ 学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした学生・教職員向けの

講習会（セキュリティー講習会等）を継続する。(8.3 再掲) 

6-⑰ 教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプライアンスに関するセルフチ

ェックを実施する。(8.4-②-2、8.4-②-3 再掲) 

6-⑱ 毎月 1回安全衛生委員会を開催し、安全管理、事故防止に関する具体的方策

を必要に応じ検討し、実行する。(8.1-② 再掲) 

6-⑲ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会

を実施する。なお、情報インシデントへの対応については、運営会議及び教職

員会議での注意喚起のほか機会あるごとに情報提供等を行う。(8.3 再掲) 

6-⑳ 定期的に実施される防災訓練中に安否確認訓練も行い、学生の安否確認シ

ステムへの登録率を把握する。

3.5 その他 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-②

再掲) 

7-① 第 3ブロック内で人事交流の連携強化に努める。(8.2-(1)-⑤ 再掲)

7-② 第 3ブロックの校長会議、事務部長会議等を通じて、様々な連携･情報交換

を行う。(8.4-①-2、8.4-①-3 再掲) 

【４．業務運営の効率化に関する事項】 

4.1 一般管理費等の効率化 

8-1-① 教育・研究・管理運営等の業務において、鳥羽商船との連携強化に努めるとと

もに、第 3ブロック内の高専との連携の在り方を探る。(2.1) 

8-1-② 予算の効率的な運用を策定し、運営費交付金の縮減に対応する。(2.1)

8-1-③ 管理運営に関する各種委員会の再編による効率的運用や事務組織との緊密な

連携により、一般管理費の縮減の節約に努める。(2.1) 

8-1-④ 新規事業の開拓や既存事業の新たな発展に向け教職員の積極的な参画を図る

とともに、外部資金の獲得を推進することで一般管理費からの配分を抑える。

(2.1) 



8-1-⑤ 学内ライフライン整備からの公共下水への接続に伴う下水道料金の増分を考

慮し、本校全体の光熱水の使用量を平成 30 年度を基準としてより一層の節約に

努める。(2.1) 

9-⑧ 高専機構全体の運営交付金が減少となることに伴い、適切な予算計画を樹立し、

無駄のない予算執行に努める。(3.1 再掲) 

9-⑪ 事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化の促進などを推奨する。(3.1 再掲)

4.2 給与水準の適正化 

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中

期計画として定めない。

4.3 契約の適正化 

8-2-① 原則として一般入札で対応することとし、真にやむを得ない場合を除き随意

契約を行わないことを徹底する。(2.3) 

【５．財務内容の改善に関する事項】 

5.1 戦略的な予算執行・管理 

9-① 共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極

的に取組み、自己収入の増加を図る。(3.1) 

9-⑧ 高専機構全体の運営交付金が減少となることに伴い、適切な予算計画を樹立し、

無駄のない予算執行に努める。(3.1) 

9-⑪ 事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化の促進などを推奨する。(3.1)

5.2 外部資金、寄付金その他自己収入の増加 

9-② 共同研究・受託研究については、技術相談等を推進することにより、その件数の

増に努める。また、 その件数増については、鈴鹿高専テクノプラザ等を活用する

とともに、SUZUKA 産学官交流会との連携をすることにより、実現へと導く。(3.2) 

9-③ 科学研究費補助金等外部資金への応募のための学内ガイダンスを実施する。

(3.2) 

9-④ 科学研究費補助金への申請率 80％の達成に向けて取組みを強化し、採択件数の

増に努める。(3.2) 

9-⑤ 科研費塾、科研説明会、申請書の事前レビュー等の取組みにより、申請率や採択

率の向上を目指す。(3.2) 

9-⑥ 奨学寄付金については、可能な限り間接経費を徴収することとし、自己収入確保

の一杖とする。(3.2) 

9-⑦ 学生定員を充足し、入学料・授業料等の学納金収入を確保する。(3.2)

9-⑨ 予算が厳しい状況にあるため、研究費等の外部資金の獲得を推奨するとともに、

対前年度比の予算状況を教職員に提示し、更なる学内予算の節減に努める。(3.2、

3.3) 

9-⑩ 校長裁量経費の活用により、学科横断的な取組み、高等教育機関との連携などか



ら、共同研究を推進する。(3.2) 

【６．剰余金の使途】 

9-⑫ 発生した剰余金は、教育研究活動の充実、学生の福利厚生の充実、産学連携の推

進等の充実に充てるように、予算配分計画を樹立する。(7) 

【７．その他業務運営に関する事項】 

7.1 施設及び設備に関する計画 

3-1-⑪ 女子学生の受入の推進に伴い、女子寮 1棟だけでは、定員をオーバーすること

も予想されるため、男子寮も含め入寮環境の検討を行い、必要に応じて寮全体の

整備計画の検討を図る。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-① 学寮（第 2・4 青峰寮，青峰寮 A）の現状を調査し、入居率を考慮し、維持管

理費の削減を考慮した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1 再掲)  

3-6-② 建物管理として雨漏り等を起こしているところがある場合は、補修等を行う。

(8.1-①-1 再掲)  

3-6-③ 光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化した照明を LED 化および空調機の

更新を実施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-④ 夜間暗く危険となっているところの屋外環境改善のため、外灯を設置する。

(8.1-③ 再掲) 

3-6-⑤ 吹付アスベストを保有する居室は、定期にアスベスト粉じん濃度の測定を実

施する。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑥ 各棟の空室となった教員室や実験室の調査を行い、産学官協働研究室等の学

内方針に従い、施設の有効利用を図る。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑦ 電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設置、機械工学科棟・マルチメディア

棟及び青峰会館等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフリー化を図る。

(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑧ 利用率等については、継続的にその向上に向けた検討を実施し、施設の有効利

用に繋げる。(8.1-①-1 再掲) 

3-6-⑨ 組換え DNA 実験安全管理規則の運用を継続して行う。(8.1-② 再掲)

3-6-⑩ 全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に「実験実習安全必携」を活

用する。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑪ 排水管理 WG を中心に学生のみならず、教職員に対しても実験用薬液等の管理

方法･教育を徹底させる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑫ 全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備した「研究微生物安全

管理規則」の運用を引き続き進める。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑬ 安全衛生委員会内で安全パトロールを定期的に実施し、要改善箇所の対策を

講ずる。(8.1-② 再掲) 

3-6-⑭ 教職員に対し、救命法講習会を実施する。(8.1-② 再掲)

3-6-⑮ 細菌の取扱いについての規定を整備していないことから、その規則整備の必

要性を検討のうえ、必要となった場合は対応する。(8.1-② 再掲) 



6-⑱ 毎月 1回安全衛生委員会を開催し、安全管理、事故防止に関する具体的方策を必

要に応じ検討し、実行する。(8.1-② 再掲) 

7.2 人事に関する計画 

3-3-① 本校以外の教育機関、研究機関、企業等で勤務経験がある等、多様な背景を持

つ人材の採用に努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④ 再掲) 

3-3-④ 専門科目については博士の学位等の職業上の高度な資格をもつ者、理系以外

の一般科目については修士以上の学位をもつ者あるいは高度な実務能力をもつ

者等、優れた教育力を有する者の採用に努める。(1.1-(3)-④ 再掲) 

3-3-⑤ 女性教職員の就業環境改善のためにイノベーション交流プラザ内の「男女共

同参画エリア」を活用する。(1.1-(3)-③ 再掲) 

3-5-㉑ 女性教職員による交流会及び女子学生の教育・生活・進路支援として、女子学

生の意見や要望等を聴取するための女子学生交流会を開催し、支援する。(1.1-

(5)-③ 再掲) 

3-5-㉒ キャリア教育及び就職支援として、女子学生に「高専女子フォーラム」に参加

させる。(1.1-(5)-③ 再掲) 

3-6-⑯ 高専機構のみならず、三重県等の外部機関が主催するシンポジウムや講演会

等に参加し、教職員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥ 再掲) 

6-⑪ 事務職員及び技術職員の能力向上を図るため、地方自治体、民間等外部団体主催

の研修に積極的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑫ 事務職員等の採用・人事交流にあたっては、近隣の国立大学法人等との計画的な

交流を実施することで多様性のある人材の確保に努める。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑬ 高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要項」に基づき、他高専との人事交流

を実施する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑭ 高専機構として実施する新任、中堅、管理職対象の研修や情報系の研修会に積極

的に参加する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

6-⑮ 再雇用制度を有効活用するため、第 3 ブロック内の定年退職者を再雇用教員と

して受入れ、本校教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤ 再掲) 

7-① 第 3ブロック内で人事交流の連携強化に努める。(8.2-(1)-⑤ 再掲)

8-1-① 教育・研究・管理運営等の業務において、鳥羽商船との連携強化に努めるとと

もに、第 3ブロック内の高専との連携の在り方を探る。(2.1 再掲) 

9-⑪ 事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化の促進などを推奨する。(2.1 再掲)

10-① 管理運営に関する各種委員会の再編による効率的運用や事務組織との緊密な

連携により、教員の教育研究に対する質の向上に努める。(2.1 再掲) 

10-② 若手教員の人員確保及び教育力強化のために、教員人員枠管理の弾力化を行う。

(8.2-(1)-③) 

7.3 情報セキュリティについて 

6-⑯ 学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした学生・教職員向けの講習

会（セキュリティー講習会等）を継続する。(8.3 再掲) 



6-⑲ 学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実

施する。なお、情報インシデントへの対応については、運営会議及び教職員会議で

の注意喚起のほか機会あるごとに情報提供等を行う。(8.3 再掲) 

7.4 内部統制の充実･強化 

6-① 本校の運営規則に基づき、各種委員会におけるその活動状況について担当委員

長から活動実績を報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-② 再掲) 

6-④ 鳥羽商船高専との連携強化推進委員会により、連携を推進する。(1.2-② 再掲)

6-⑤ 本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価及び第三者評価に対応する「自己点

検評価一覧」を活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。(8.4-②-3、8.4-③ 

再掲) 

6-⑥ 点検評価活動に資するため、各種会議等の議事録について、学内ウェブページへ

の掲載を継続する。(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑦ 高専機構の方針に従い、他高専との相互間監査を通じて、監査の強化を図る。

(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑧ 本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公的研究費等に関する不正使用等の

防止に努める。(8.4-②-3、8.4-③ 再掲) 

6-⑰ 教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプライアンスに関するセルフチェッ

クを実施する。(8.4-②-2、8.4-②-3 再掲)

7-② 第 3ブロックの校長会議、事務部長会議等を通じて、様々な連携･情報交換を行

う。(8.4-①-2、8.4-①-3 再掲) 

8-2-① 原則として一般入札で対応することとし、真にやむを得ない場合を除き随意

契約を行わないことを徹底する。(2.3 再掲) 



　鈴鹿工業高等専門学校は、我が国の工業発展を支える技術者の育成をめざし、昭和37年高専制度第1期校として工業先進地である東海地区鈴鹿市に創設され、以来、知徳体三育
の全人教育を範とする建学の精神にのっとり、優秀な実践的技術者を育成し、広く地域と社会に貢献してきた。21世紀を迎えた今、地球環境保全の観点に立った科学技術の高度
化や国際化の進展により、技術者教育を担う高等専門学校には新たな展開が求められている。
以上を踏まえ、本校の教育理念を定め、養成すべき人材像を掲げる。

教育理念
　(1)　広い視野から価値判断ができ、技術者精神を備えた豊かな人間性を涵養する。
　(2)　科学技術に関する高い専門知識と技術に基づく深い洞察力と実践力を育成する。
　(3)　未知の問題に果敢に挑み、新たな価値を創造する力を育てる。
　(4)　心身を鍛え、己を確立し、自ら未来を切り拓く力を育てる。
養成すべき人材像
　(1)　生涯にわたり継続的に学修し、広い視野と豊かな人間性をもった人を養成する。
　(2)  高い専門知識と技術を有し、深い洞察力と実践力を備えた人を養成する。
　(3)  課題探求能力と問題解決能力を身につけた創造性豊かな人を養成する。
　(4)  コミュニケーション能力に優れ、国際性を備えた人を養成する。

第4期中期目標　Ⅰ　前　文

第4期中期目標　Ⅱ　中期目標期間

　中期目標期間は、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの5年間とする。



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

イ
3-1-①　WEBサイトおよびSNSを活用して情報を発信
する。(1.1-(1)-①-1)

本校HPをスマートフォン対応とし、鈴鹿高専の
FaceBookのアカウントを開設して、更に情報発信を進
めた。
(資料3-1-1-1_鈴鹿高専ホームページ_入試情報)

達成度A

イ
3-1-②　ホームページ、地元マスコミ等を通じて広
く本校のPR活動を行う。(1.1-(1)-①-1）

継続してホームページ(特にフォト広報)、地元マスコ
ミ等を通じてPR活動を行った。
(資料3-1-1-2_鈴鹿高専ホームページ_フォト広報)
(資料3-1-1-3_FaceBook広報活動)

達成度A

イ
3-1-③　三重県の各市の広報誌に高専のイベントの
掲載を依頼する。(1.1-(1)-①-1)

三重県各市の広報誌に夏季および春季に実施した「も
のづくり体験教室」の案内を掲載依頼した。
(資料3-1-1-4_三重県各市広報誌イベント掲載)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(1)　入学者の確保
　本校の特色や魅力について、中学生や地域に広く広報活動を組織的に行うとともにアドミッション・ポリシーに沿った人を確保する。

ア　本校の教育理念を的確に反映したアドミッション・ポリシーを募集要項に明記するとともに、ポリシーに添った学生受入が行われているかどうかを検証し、入試に反映させる。
イ　入試に関する情報収集、入試状況に関する分析と対策、各種広報資料の作成、広報・渉外(地域交流を含む。)活動等を総合的に担うための学内組織（入試広報室）を活用し、社会へ向けた
    体系的で効果的な入試広報活動を行う。
ウ　本校主催の学校説明会・見学会・受験相談等の一層の充実を図り、また中学校主催の説明会等への参加等各種の入試広報活動を積極的に行うとともに、特に女子の志願者増に向けた取組み
　　を推進する。
エ　ものづくりへの関心と適性を有する者など国立高等専門学校の教育にふさわしい優れた資質をもった入学者を安定的に確保するため、継続的な入学者選抜方法の点検と改善を図る。
オ　入学後の学力水準の向上に資するため、入試成績と在学中の成績との相関関係の継続的な追跡調査等を行い、その検証結果を入試システムの改善のためにフィードバックする。
カ　本校の教育・研究資源を活用した中学生向け体験プログラム等を実施し志願者増加対策を推進する。
キ　豊橋技術科学大学との連携教育プログラムを含めた専攻科の魅力・特色・優位性の広報を図り、入学者確保に努める。
ク　女子学生等の受入を推進するとともに、入学志願者の質を維持する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(1)　入学者の確保



イ
ウ
キ

3-1-④　入試説明会、オープンカレッジ、学習塾対
象説明会の実施、中学校主催の進路指導説明会への
参加を実施するとともに、近隣中学校の校長・進路
担当者を訪問するなど、広報活動を継続して実施す
る。 (1.1-(1)-①-1)

入試説明会、オープンカレッジ、学習塾対象学校説明
会を実施し、中学校等主催の進路指導説明会へ参加す
るとともに、近隣の全中学校の校長・進路担当者と面
談するなど、広報活動を継続して実施した。
令和元年度に行った主な入試説明会と参加者数は以下
の通りである。
　オープンカレッジ：中学生423名、保護者475名
　高専祭：中学生249名、保護者289名
　中学主催：中学生1,898名、保護者1,818名
　塾対象：塾数67校、講師数93名
三重県内の中学校を入試広報室員を中心に全教員で分
担して訪問し、広報活動を行った。
(資料3-1-1-5_入試説明会、入試説明・学校学科紹介・
受験相談要項)

達成度S
入試説明会等で昨年度と同程度の参加者数となり、そ
れに伴い受験者数を確保することができた。

ウ
カ

3-1-⑤　特に三重県北部の各市の教育委員会を通じ
て、中学校への出前授業を行う。(1.1-(1)-①-1)

志願者数確保の観点から三重県北部各市への展開が必
要であるとの判断がなされた場合は、その展開による
可能性を探ることとしている。なお、鈴鹿市教育委員
会を通じて、中学校への出前授業を継続している。
(資料3-1-1-6_鈴鹿市教育委員会出前授業)

達成度A
展開の必要性を見ながら今後の取組み方針を決定する
こととしていたことから、達成度「A」として評価し
た。

ウ
エ
キ

3-1-⑥　三重県内および近隣県の中学を訪問し広報
活動を行う。(1.1-(1)-①-2)

三重県内および近隣県の中学を訪問し広報活動を行っ
た。
(資料3-1-1-7_中学校訪問活動状況)

達成度A

ウ
3-1-⑦　近隣高専（鳥羽商船、近大高専など）と連
携して広報を実施する。(1.1-(1)-①-1)

本校主催の合同入試説明会に鳥羽商船、近大高専が参
加する一方、本校が鳥羽商船主催、近大高専主催の合
同入試説明会に参加し、連携して広報を実施し志願者
確保を図った。
(資料3-1-1-5_入試説明会、入試説明・学校学科紹介・
受験相談要項(再掲))

達成度A

ウ
ク

3-1-⑧　女子志願者を確保するため、オープンカ
レッジ、高専祭、体験教室等の機会に機構本部が作
成した「KOSEN×GIRLS」を活用し、広報に努める。
(1.1-(1)-②-1)

女子志願者を確保するため、オープンカレッジ、高専
祭、体験教室等の機会に機構本部が作成した「KOSEN×
GIRLS」を活用し、広報に努めた。
(資料3-1-1-8_女子志願者確保「KOSEN×GIRLS」)

達成度A

ア
オ
キ

3-1-⑨　アドミッションポリシーを反映した学力入
試の選抜方法を継続し実施する。(1.1-(1)-③)

平成29年度より策定されたアドミッションポリシーに
則り、調査書の評価や傾斜配点を行い、アドミッショ
ンポリシーを反映した学力入試の選抜方法を継続して
実施した。
(資料3-1-1-9_鈴鹿高専3つの方針)
(資料3-1-1-10_令和2年度学科入学者選抜実施要項)

達成度A

ウ
ク

3-1-⑩　女子学生の比率向上及びキャリア教育の充
実を図る取組を継続して実施する。(1.1-(1)-②-1)

「高専女子フォーラムin関西2019」におけるポスター
発表会（専門教育分野、研究分野、学生生活）および
参加企業人事担当者との交流会等への参加を支援し、
女子学生の教育・生活・キャリア教育の充実を図っ
た。
(資料3-1-1-11_高専女子フォーラムin関西2019)

達成度A



ア
5-⑨　全国国立高専による私費外国人留学生対象の
3年次編入学試験の実施に協力する。(1.3-④-1　再
掲)

計画どおりに実施済みである。
(資料3-1-1-12_国立高等専門学校編入学試験学生募集
要項[外国人対象])

達成度A

ア
5-⑩　留学生の学習補助や学生生活全般のサポート
を行うために、日本人学生によるチューター制度を
継続して行う。(1.3-④-1　再掲)

チューター制度は第3学年及び第4学年に在籍する留学
生に対して適用している。また、生物応用化学科の留
学生については、第4学年次にコース分けが行われるた
め、複数名のチューターを付けて、コース分け後の正
常なチューター制度の利用に向けて前年度より継続的
に実施している。
(資料3-1-1-13_留学生チューター推薦依頼)

達成度A

ア
5-⑪　留学生に対し、日本語を読む・書く・話す・
聞く能力を高める授業を継続して行う。(1.3-④-1
再掲)

留学生に対して、日本語教育の授業を最大で週2コマ開
講しており、留学生の日本語能力向上に寄与してい
る。
(資料3-1-1-14_シラバス（日本語教育ⅠA）)

達成度A

ア
5-⑫　専門教育の基礎的な部分を補うために、留学
生の個々の学力を確認しながら、第2学年までの専
門科目の補講を行う。(1.3-④-1　再掲)

第3学年に編入学してくる留学生に対して、低学年で学
ぶ専門分野を復習するため、学級担任が中心となっ
て、各学科で週１コマ実験実習を含めた多角的な講義
を行い、留学生の学力の到達度を確認しながら、他の
同学年学生と同水準になるよう努めている。
(資料3-1-1-15_学年別時間割(留学生))

達成度A

ア
5-⑬　東海地区5高専に在学する外国人留学生に対
する研修会に留学生を参加させる。(1.3-④-1　再
掲)

12/21(土)に沼津高専主催の研修会に留学生6名を参加
させた。
(資料3-1-1-16_令和元年度東海地区外国人留学生交流
会)

達成度A

ア
5-⑭　留学生関連行事として、実地研修旅行、校長
との懇談会、進路支援相談会、留学生交流会を引き
続き実施する。(1.3-④-1　再掲)

1/11(土)に鳥羽商船高専と合同で実地研修旅行実施し
た。また、留学生交流会は、12/20(金)に日本人学生と
留学生が共同して当該会の運営等を実施した。なお、
進路支援相談会･校長との懇談会については、学年末試
験終了後に行った。
(資料3-1-1-17_令和元年度留学生交流会)

達成度A



Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(2)　教育課程の編成等
　中央教育審議会答申の趣旨や入学志願者の動向を踏まえて本校の将来像を検討・策定し、これに基づき、産業構造の変化、技術の高度化、国際化、社会のニーズ等に対応した教育課程を編成し
 実施するとともに、その自己点検や改善を継続的に進める体制作りを推進する。
  また、産業界のニーズに応える語学力や異分野理解力、リーダーシップ、マネジメント力等を備え、海外で活躍できる技術者を育成する等、高専教育の高度化・国際化がより一層進展するよう、
 教育課程の改善を促すための体制作りを推進する。
  このほか、豊かな人間性や社会性を育むため、全国的な競技会やコンテストへの参加を通して課外活動の充実を図るとともに、社会奉仕体験活動等の機会の充実に努める。

ア　国立高等専門学校としてふさわしい教育成果の達成すべき内容と水準を以下のように設定して、教育課程を編成し実施する。
①学科教育
［教養教育］
    豊かな人間性と社会性を涵養し、広い視野からの問題把握と価値判断ができる力を培う。また、自然科学及び情報処理の知識を習得させるとともに、英語によるコミュニケーション
  能力を育成する。
［専門教育］
   準学士課程および専攻科課程の教育を実施し、高い専門知識と豊富な実験技術を養う。
   ・機械工学科
       機械工学に関する理論と知識（材料と構造、運動と振動、エネルギーと流れ、情報と計測・制御、設計と生産、機械とシステム等）、実験技術を習得させるとともに、応用・展開力、
       創造性を養う。
   ・電気電子工学科
       電気電子工学に関する理論と知識（電気磁気学、電気・電子回路、エネルギー・電気機器、物性・デバイス、計測制御、情報・通信）並びに全学年にわたって系統的に配置した実験・
       実習科目により実践的な技術を習得させ、創造性を養う。
   ・電子情報工学科
       電子情報工学に関する理論と知識（電気磁気学、電子回路、電子工学、電子制御、ソフトウェア工学、計算機工学、情報通信ネットワーク等）及び実験技術並びにそれらの融合化技術
       に関する知識を習得させるとともに、創造性を養う。
   ・生物応用化学科
      化学に関する理論と知識（無機化学系科目、有機化学系科目、分析化学系科目、生物化学系科目、物理化学系科目等）及び応用化学あるいは生物工学に関するコース別専門知識
     （工業化学系科目、化学工学系科目、設計・システム系科目、環境工学系科目、細胞工学系科目、遺伝子工学系科目、生体材料工学系科目等）並びに豊富な実験技術を習得させるとともに、
      創造性を養う。
   ・材料工学科
      材料工学に関する理論と知識（材料の物理と化学、材料の構造・設計・物性・機能、製造プロセス等）及び豊富な実験技術を習得させるとともに、それらを応用して材料に関連する諸問題
      を解決できる創造性を養う。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(2)　教育課程の編成等

イ　高い専門知識と豊富な実験技術を活用した学科教育の高度化・質保証を図る。
ウ　学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検討し導入する。
エ　学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。
オ　卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施する。
カ　教員間連携の推進により、教科間の授業内容等の整合を図る。
キ　今後の産業構造の変化や技術の進展、社会の要望等を踏まえ、学科・専攻科構成の見直しと改組・再編を検討する。
ク　中学校・高校・大学の教育改革の動向を把握し、教育課程の見直し等に反映させる。
ケ　創造教育を推進するため、ソーラーカーレース、ロボットコンテスト、プログラミングコンテスト、デザインコンペティション等の指導と支援に関し、教職員で構成するプロジェクト活動の
    充実・強化を図る。
コ　学生の豊かな人間性と社会性を涵養するため、高専体育大会等の各種体育大会への参加を促進するとともに、社会奉仕体験活動や自然体験活動を含む課外活動等の充実を図る。
サ 人間の素養を涵養するための教育を検討し推進する。



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

イ
キ

3-2-①　将来計画検討委員会を中心に、高度化の検
討を行う。(1.1-(2)-①-1)

学科の高度化改組については、将来計画検討委員会のもと、
将来の教員体制を踏まえた「教育体制検討タスクフォース」
を立ち上げ、検討を重ねたが、現状の5学科体制を維持し、
各科においてコース制等のカリキュラムにおける高度化を進
めることとなった。
(資料3-1-2-1_高度化改組検討(教育体制検討タスクフォー
ス))

達成度S
将来を見据えたより発展的な検討を行った。

ア

3-2-②　KOSEN（高専）4.0イニシアティブで採択さ
れた「産業界が求めるロボット技術者を育成するた
めのロボット工学教育」、「卓越したグロ-バルエ
ンジニア育成事業」および「地域の情報セキュリ
ティレベル向上に貢献する人材の育成」の取組みを
継続して実施する。(1.1-(2)-①-1)

ロボット技術者の育成については、第3学年で「ロボットデ
ザイン論」、第4学年で「機械要素」、第5学年で「基礎組込
みシステム」と題した講義を実施している。グロ-バルエン
ジニア育成については、専攻科1年で「グローバル・リー
ダー論」と「上級英会話」、専攻科2年で「国際関係論」と
題した講義を実施しているほか、国際インターンシップも実
施した。また、情報セキュリティレベル向上についても、1
年次開講科目「情報処理Ｉ」において「情報の管理とセキュ
リティ」と題した講義を実施するとともに、情報モラルに関
するe-learningと確認テストを実施している。なお、この3
つの取組みについては、校長裁量経費からの予算配分により
継続して実施した。
(資料3-1-2-2_KOSEN(高専)4.0イニシアティブ継続的取組み)
(資料3-1-2-3_シラバス(情報処理Ⅰ))
(資料3-1-2-4_情報モラルに関する確認テスト)

達成度S
KOSEN(高専)4.0イニシアティブを学内予算で配分するこ
とにより、継続実施している。

ア
イ

3-2-③　専門学科を幹にして他の専門分野も幅広く
学び、複合・融合領域へ挑戦できる人材の育成を行
う。(1.1-(2)-①-2)

専攻科1年生において、出身専門学科によらない幅広い分野
の実験を行っている。実験では、他分野の技術を各自の専門
領域に生かし、より発展させることを目的として、他分野の
実践的実験技術体験を通じて、他分野教育へ挑戦する対応を
実施している。また、昨年度より全学科第1学年において、
自身の所属学科以外の実験･実習を経験することで、工学に
対する興味･関心を高めることを目的として、「工学基礎実
験」を開講した。
(資料3-1-2-5_シラバス(総合イノベーション工学実験、工学
基礎実験))

達成度A

ア

3-2-④　語学力の向上をめざしたネイティブによる
少人数英語教育を継続して実施するとともに、各種
海外研修プログラムを継続的に実施する。(1.1-
(2)-②-2、1.1-(2)-③-3)

平成29年度に採択され、既に事業完了しているKOSEN4.0イニ
シアティブ「グローバルエンジニア人材育成事業」を校長裁
量経費からの予算配分により継続実施することで、年4回の
TOEIC-IPの受験支援、ネイティブスピーカーTAを活用した英
語コミュニケーション授業を実施している。
また、アメリカ・オハイオ州立大学への研修（対象は3-5年
生）、カナダ・ジョージアンカレッジでの語学研修（対象は
専攻科1年生）を実施した。
(資料3-1-2-6_海外研修プログラム)
(資料3-1-2-7_シラバス(英語総合Ⅱ))

達成度A



イ

3-2-⑤　実践型エンジニアリングデザイン科目とし
て、低学年向けに導入している「工学基礎実験」お
よび「デザイン基礎」を継続して実施し、「創造工
学」についても継続して実施する。(1.1-(2)-①-1)

第2学年全員が、教員の指導の下で設定されたテーマに沿っ
て研究活動を行う「デザイン基礎」を実施している。その活
動成果は、年度末にレポートとして提出される。また、第4
学年では「創造工学」と題したエンジニアリングデザイン科
目を継続して実施している。高専祭の学科展示は、その成果
発表会となっている。
(資料3-1-2-8_シラバス（工学基礎実験、デザイン基礎、創
造工学）)

達成度A

ア
3-2-⑥　国際的に活躍できる人材を育成するため、
専攻科に設置されているグロ-バルエンジニアプロ
グラムの充実を図る。(1.1-(2)-②-1)

グローバルエンジニアプログラムでは、グローバルに活躍す
る技術者・研究者を育成するために、グローバル言語である
英語によるコミュニケーション力の向上が重要である。令和
元年度は6名の専攻科1年生が約2ヶ月の研修に参加した。さ
らに、グローバル展開している企業にて国際インターンシッ
プや、実際にグローバルに活躍する経営者や研究者に学ぶグ
ローバル・リーダー論を専攻科1年次に実施した。
(資料3-1-2-9_グロ-バルエンジニアプログラム)
(資料3-1-2-10_専攻科国際インターンシップ派遣)
(資料3-1-2-11_シラバス（グローバル・リーダー論）)

達成度A

イ
ク
カ

3-2-⑦　高い専門知識と豊富な実験技術を活用した
学科教育の高度化・質保証に努める。(1.1-(4)-②)

実践型エンジニアリングデザイン科目として、低学年向けに
導入している「工学基礎実験」および「デザイン基礎」を継
続して実施しており、また、「創造工学」についても継続し
て実施した。
(資料3-1-2-8_シラバス（工学基礎実験、デザイン基礎、創
造工学）)(再掲))

達成度A

ア
イ

3-2-⑧　CBT型学習到達度試験を実施し、数学・物
理等の教授法向上に反映させる。(1.1-(2)-①-1)

数学については、7月から12月にかけて、第1学年から第3学
年でCBT型達成度試験を実施した。物理については1月に第3
学年が実施することとしている。さらに、化学についても1
月に第1学年が実施することとしている。CBT型到達度試験の
結果は、比較的点数の低い項目を関係教員間で共通認識して
いる。
(資料3-1-2-12_CBT型学習到達度試験実施)

達成度A

ア
イ

3-2-⑨　英語能力の向上のため、工業英検、英検、
GTEC、TOEIC受験の支援を継続して行う。(1.1-(2)-
②-2)

第1学年全員の「工業英検4級」受験を継続して実施した。ま
た第2学年と第3学年全員のGTEC受験を継続している。さら
に、第4学年においてTOEIC600点以上を表彰しており、令和
元年度は35名であった。
(資料3-1-2-13_TOEIC-IP試験実施要項)
(資料3-1-2-14_学生の国際性向上のための奨学基金受給者一
覧)

達成度A
英検に関しては工業英検に重点を置いているため特別な
支援は実施していないが、英検以外は十分な支援を行っ
ていることから、達成度「A」として評価した。

ウ
エ
オ

3-2-⑩　学生による授業評価アンケートを前期と後
期の年2回実施し、その結果を受けた改善案の公
開、その案に基づいて行った改善授業の評価をさら
に次のアンケートで検証し、その結果を公開する。
(1.1-(2)-①-1)

年2回(7月と1月)の授業アンケートを実施し、その結果に対
する改善点を学内専用webで公開している。なお、昨年度か
らアンケートを紙媒体からウェブ上に変更した。
(資料3-1-2-15_授業評価アンケート) 達成度A



ケ
コ

3-2-⑪　ロボコン、プロコン、デザコン、英語プレ
コン及び体育大会に参加する。(1.1-(2)-③-1)

いずれのコンテスト・大会についても引き続き参加してい
る。なお、ロボコンは地区大会でアイデア賞、審査員特別賞
を受賞し、全国大会に出場した。東海地区体育大会では優勝
22個（個人・団体を含む）、全国高専体育大会では優勝2個
（個人・団体を含む）であった。
(資料3-1-2-16_各種コンテスト・大会参加状況)

達成度S
各種コンテストや大会に参加し、優秀な成績を収めてい
る。

コ
3-2-⑫　「豊かな人間性と社会性」の涵養を図るべ
く、新入生合宿研修等での自然体験活動を推進す
る。(1.1-(2)-③-2)

4月17日～19日まで、新入生全員が福井県「国立若狭湾青少
年自然の家」にて合宿研修を実施した。
(資料3-1-2-17_令和元年度新入生合宿研修実施要項)

達成度A

コ
サ

3-2-⑬　環境美化意識の涵養を目的とした年2回の
「キャンパス・クリーンデー」等を活用し、周辺道
路等の清掃を継続して実施する。(1.1-(2)-③-2)

5月と11月の2回、計画とおり清掃を実施した。校内、本校周
辺道路および公園の清掃を全学（学生と教職員全員）で行っ
た。
(資料3-1-2-18_キャンパス･クリーンデー実施要項)

達成度A

コ
サ

3-2-⑭　地域主催のイベント等への積極的なボラン
ティア参加を推進する。(1.1-(2)-③-2)

昨年度に鈴鹿市主催の成人式を企画･運営する「成人式実行
委員会」に2名が参加した実績や「第2回桜の森公園春まつり
～広がれ平和の輪～」にクラブ学生が参加した実績から、ボ
ランティア活動を推奨しており、今年度も同様の企画があれ
ば参加する予定である。
(資料3-1-2-19_地域イベント等ボランティア活動)

達成度A
現状としては、本年度におけるボランティア活動の実績
はないが、その活動における照会があれば学生に対し参
加を促すこととしていることから、達成度「A」として評
価した。

ア
イ

5-④　機構の海外インターンシップへの参加を推進
する。(1.3-③-1　再掲)

高専機構海外インターンシッププログラムの募集をMoodle上
で行い、参加を推進した。
(資料3-1-2-20_海外インターンシップ参加推進)

達成度A

ア
イ

5-⑥　他高専が主催する海外インターンシップへの
参加を支援する。(1.3-③-1　再掲)

他高専等が実施している海外インターンシッププログラムの
募集をMoodle上で行い、参加を推進した。
(資料3-1-2-21_2019年度国際インターンシップ)

達成度A

ア
イ

5-⑦ 専攻科のグローバルエンジニアプログラム学
生を対象に国際インターンシップの派遣を実施す
る。（1.3-③-1　再掲)

津市に本社をおく三重⾦属⼯業株式会社のベトナム生産法人
VIETNAM MIE CO.,LTDに専攻科学生を国際インターンシップ
履修学生として受け入れて頂いた。
(資料3-1-2-10_専攻科国際インターンシップ派遣(再掲))

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

3-3-①　本校以外の教育機関、研究機関、企業等で
勤務経験がある等、多様な背景を持つ人材の採用に
努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④)

今年度、教養教育科(社会)、電子情報工学科及び材料工学
科の教員を各1名公募した。選考過程において、左記の項
目にも配慮した。
(資料3-1-3-1_多用な背景を持つ人材採用)

達成度A

ア
3-3-②　産学官協働研究室に配属されている企業技
術者を客員教授等に任命し、企業のノウハウを本校
の教育、研究に活用する。(1.1-(3)-②)

客員教授を任命した産学官協働研究室に配属されている企
業技術者を非常勤講師として採用し、企業のノウハウを本
校の教育･研究に活用した。
(資料3-1-3-2_産学官協働研究室客員教授等)

達成度A

イ
3-3-③　公募制を堅持し、優れた教員の確保に努め
る。(1.1-(3)-①)

今年度、教養教育科(社会)、電子情報工学科及び材料工学
科の教員を各1名公募した。公募にあたっては、将来の教
育体制を考慮し、「有機材料、高分子化学を専門分野」と
するなど、分野ごとに幅広く担当できる人材を要件とし
た。
(資料3-1-3-1_多用な背景を持つ人材採用(再掲))

達成度S
より多様な科目に対応できる人材確保を行っている。

イ

3-3-④　専門科目については博士の学位等の高度な
資格をもつ者、理系以外の一般科目については修士
以上の学位をもつ者あるいは高度な実務能力をもつ
者等、優れた教育力を有する者の採用に努める。
(1.1-(3)-④)

今年度、教養教育科(社会)、電子情報工学科及び材料工学
科の教員を各1名公募した。選考過程において、左記の項
目にも配慮した。
(資料3-1-3-3_優れた教育力を有する教員採用)
(資料3-1-3-1_多用な背景を持つ人材採用(再掲))

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(3)　多様かつ優れた教員の確保
　公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材の確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用するために、
  外部機関との人事交流を進める。
  また、ＦＤ活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会等(国外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。

ア　教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での勤務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。また、正規の教員
    以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事させる。
イ　専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格　をもつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力を持つ者等優れた
    教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。
ウ　女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きやすい職場環境の整備に努める。
エ　教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。
オ　機構本部が示す第4期中期目標・中期計画期間中における教員人枠整理に従い、適切な人員配置を図る。
カ　教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。
キ　教員の教育研究活動を客観的に評価するシステムを確立し、独立行政法人国立高等専門学校機構の教員表彰等に活用する。
ク　優れた教育研究成果をあげた教員の顕彰制度を継続実施する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(3)　多様かつ優れた教員の確保



ウ
3-3-⑤　女性教職員の就業環境改善のためにイノ
ベーション交流プラザ内の「男女共同参画エリア」
を活用する。(1.1-(3)-③)

イノベーション交流プラザ内の男女共同参画エリアを活用
し、交流会を「女性教職員の就業環境改善」を議題とし
て、3月末に実施することとしている。
(資料3-1-3-4_男女共同参画室会議)

達成度A

ウ
3-3-⑥　引き続き女性教員の積極的な採用に努め
る。 (1.1-(3)-③)

今年度の公募においても女性教員の採用に積極的に努める
とともに、現在の女性教員数16名は維持している。
(資料3-1-3-5_積極的な女性教員採用)

達成度A

エ
3-3-⑦ 高専・両技科大間教員の交流を図る。(1.1-
(3)-⑤)

昨年度に引続き、再雇用教員(社会)1名を受け入れること
によって、「高専・両技科大間教員交流制度」や再雇用時
の他高専からの受け入れに積極的に参画し人事交流を進め
ている。
(資料3-1-3-6_高専･両技科大教員交流)

達成度A
令和元年度においては本校からの派遣は無いが、当該制
度への参画は引き続き果たしており、交流を図っている
といえる。

エ
3-3-⑧　本校の教員が国内外の教育研究機関に長期
にわたって勤務(研修)できる制度を活用し、教員交
流の推進を検討する。(1.1-(3)-⑥)

左記の項目に関し、鳥羽商船高専との連携強化推進委員会
の場においても協議され、全教員へ向けて募集メールにて
通知も行った。令和元年度分の応募者又は推薦者は無しと
の判断に至ったが、平成30年度は教員交流の実績があっ
た。
(資料3-1-3-7_国内外研修制度活用)

達成度A
教員交流の推進の検討は十分に行われた。

オ

3-3-⑨　標準人員枠(73名)を超えての教員配置とな
る場合は、暫定人員枠を一時的に措置し、第4期中
期目標・中期計画期間中に計画的な解消に努める。
(1.1-(3)-①)

標準人員枠(73名)を超えての教員配置となる場合は、暫定
人員枠を一時的に措置し、第4期中期目標･中期計画期間中
に計画的な解消に努めることとしている。
(資料3-1-3-8_標準人事枠計画的解消)

達成度A

カ
3-3-⑩　三重県教育委員会と連携し、高等学校教員
対象の研修会への教員派遣を検討する。(1.1-(3)-
⑥)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする研
修講座一覧を教職員に周知し、教職員の参加を促した。ま
た、12/10(火)に実施された中勢地区高等学校生徒指導連
絡協議会の講演会を本校で開催した。
(資料3-1-3-9_三重県教育委員会研修会)

達成度A
教員への参加を促したが、三重県教育委員会が主催する
講座への派遣には至らなかった。ただし、本校で開催し
た講演会の実績があることから、達成度「A」として評価
した。

カ

3-3-⑪　鈴鹿市教育委員会と連携し、中勢地区高等
学校生徒指導連絡協議会、中学、高等学校合同指導
会等に参加、活動することを通じて、学生生活の質
及び教員の指導力の向上を図る。(1.1-(3)-⑥)

鈴鹿市教育委員会と連携し、中勢地区高等学校生徒指導連
絡協議会へほぼ毎月教員を派遣し、中学･高等学校合同指
導会にも参加･活動しており、学生生活の質及び教員の指
導力の向上を図った。
(資料3-1-3-10_中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会)

達成度A

カ
3-3-⑫　全教員対象のFD講演会を実施する。(1.1-
(3)-⑥)

12/5(木)に、台湾国立成功大学の吉村昌弘先生をお呼びし
て、全教員対象のFD講演会を実施することとしている。
(資料3-1-3-11_全教員対象FD講演会通知)

達成度A

カ
3-3-⑬　全国高専フォーラムに参加する。(1.1-
(3)-⑥)

8/21(水)-8/22(木)に開催された全国高専フォーラムに参
加した。
(資料3-1-3-12_全国高専フォーラム)

達成度A

キ
ク

3-3-⑭　本校(平成28年度作成)の平成28年度に作成
した教員評価基準に基づいた教員表彰を行う。
(1.1-(3)-⑦)

平成28年度に作成した教員評価基準に基づき、令和元年度
「教員表彰のための評価ガイドラインの作成」及び「令和
元年度教員による相互評価の提出について」を依頼し、そ
れらの結果に基づいて、運営会議において審議され、表彰
教員が決定された。
(資料3-1-3-13_教員表彰)

達成度A



カ
3-6-⑯　高専機構のみならず、三重県等の外部機関
が主催するシンポジウムや講演会等に参加し、教職
員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥　再掲)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする研
修講座一覧を教職員に周知し、教職員の参加を促した。ま
た、12/10(火)に実施された中勢地区高等学校生徒指導連
絡協議会の講演会を本校で開催した。
(資料3-1-3-9_三重県教育委員会研修会(再掲))

達成度A
教員への参加を促したが、三重県教育委員会が主催する
講座への派遣には至らなかった。ただし、本校で開催し
た講演会の実績があることから、達成度「A」として評価
した。

キ
ク

6-②　優秀な活動をした教員に対しては、教育研究
奨励賞授与を継続的に行うとともに、研究において
は各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より
支援する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦
再掲)

優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を
継続的に行うとともに、研究においては各教員の個人研
究、共同研究に校長裁量経費より支援する活動も継続的に
実施した。
(資料3-1-3-14_教育研究奨励賞･校長裁量経費)

達成度A

キ
ク

6-⑨　教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に
基づき、教員に対し評価を行い、その結果を賞与等
に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員
に対し評価を行い、その結果を賞与等に反映させた。
(資料3-1-3-15_学生による教員の評価アンケート)

達成度A

キ
ク

6-⑩　職員についても独立行政法人国立高等専門学
校機構職員人事評価実施要領を基礎として、本校に
おける職員評価制度を実施するとともに、評価結果
に基づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人
事評価実施要領を基礎として、本校における職員評価制度
を実施するとともに、評価結果に基づき賞与等に反映させ
ている。
(資料3-1-3-16_職員人事評価の実施)

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ク
3-4-①　モデルコアカリキュラム本案に沿った授業
内容を継続して実施する。(1.1-(4)-①-1)

モデルコアカリキュラム本案に沿った授業内容を継続して
実施した。
(資料3-1-4-1_平成31年度「目標」及び「重点項目」)

達成度A

ア
ソ

3-4-②　教務委員会の下に設置されているFD部会を
中心にアクティブラーニングを推進する。 (1.1-
(4)-①-2)

第3ブロックAL推進研究会に参加し、アクティブラーニング
の推進について意見交換を行った。また、8/21(水)-
8/22(木)に開催された全国高専フォーラムのOSやWSに参加
し、アクティブラーニング推進のための意見交換や勉強会
を行った。
(資料3-1-4-2_第17回第3ブロックAL推進研究会議事録)

達成度A

ア
ソ

3-4-③　ICTを活用した教育を推進する。(1.1-(4)-
①-2)

講義にパワーポイントを使ったり、そのデータのダウン
ロードや課題の提出をMoodleからできるようにするなど、
多くの教員がICTを活用した教育を推進している。
(資料3-1-4-3_ICTを活用した教育推進)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(4)　教育の質の向上及び改善
　高専教育の特色である「くさび型教育」を踏まえた教育方法の改善を進めるとともに、準学士課程および専攻科課程の教育を実施し、社会が求める教育内容・水準の維持向上を図るため、
  継続的な点検・評価・改善を図る。
  また、実践的技術者を養成するため、産業界等との連携体制の強化を進めるほか、実践的・創造的・指導的な技術者の養成を推進している技術科学大学などとの有機的連携を深めるなど、
  外部機関との連携により本校教育の高度化を推進する。
　

ア　インターネットなどを活用したICT活用教育の取組みを継続し、充実させる。
イ　多様な方法で学校の枠を超えた学生の交流活動を推進する。
ウ　教育目標を達成するため、特に英語教育、情報教育、創造教育の評価を行い改善を進める。
エ　産学官協働研究室を含む企業の現役技術者および退職技術者や外部の専門家等、意欲ある企業人材を活用した教育体制を構築する。
オ　本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三者評価に積極的に取組み、教育研究の質の向上と組織の活性化・効率化を図る。
カ　本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。
キ　外部の意見を学校運営に反映させる。
ク　技術革新を担うことができる高度で幅広い専門知識を習得させるとともに、研究開発能力、課題探求・問題解決能力、技術者倫理を含む総合的判断力、英語によるコミュニケーション
    能力の育成を図り、不断に教育の質の向上を図る。
ケ　本校独自の評価項目に沿った自己点検評価・改善および外部評価、認証評価等の第三者評価に継続的に取組み、持続的な教育改善を図る。
コ　教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改善に活用する。
サ　インターンシップの内容と方法を見直し、その一層の充実を図る。
シ　豊橋技術科学大学との連携教育プログラムにおける先端融合テクノロジー連携教育プログラムを推奨するとともに、大学との共同研究指導体制を構築する。
ス　その他の大学との連携により、連携教育プログラムを構築することにより、教育課程の充実を図る。
セ　学生の学力、実技技能、創造性、学習・教育到達目標達成度等の適切な評価方法を検討し導入する。(3.1-(2)教育課程の編成等　再掲)
ソ　学生の自主的学習を推進するための相談・助言を行う体制を整備し運用する。　(3.1-(2)教育課程の編成等　再掲)
サ　卒業生・修了生を含めた学生による適切な授業評価・学校評価の方法を検討し、実施する。(3.1-(2)教育課程の編成等　再掲)

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(4)　教育の質の向上及び改善



イ
3-4-④　鳥羽商船との学生交流を継続して実施す
る。(1.1-(4)-④)

9/28(土)に、例年同様、本校学生会が鳥羽商船主催の
「リーダーストレーニング」に参加し、鳥羽商船高専の学
生たちとの交流を実施した。
(資料3-1-4-4_リーダーストレーニングのしおり)

達成度A

イ
3-4-⑤　他高専の学生寮役員との交流を継続して実
施する。(1.1-(4)-④)

10/5(土)に鳥羽商船高専・和歌山高専との寮生交流会を実
施した。
(資料3-1-4-5_鳥羽商船高専･和歌山高専との寮生交流会)

達成度A

イ
3-4-⑥　東海地区高専の留学生交流を継続して実施
する。(1.1-(4)-④)

令和元年度は12/21(土)に沼津高専の主催で東海地区国立高
等専門学校外国人留学生交流会を名古屋近郊地域で行っ
た。
(資料3-1-1-16_令和元年度東海地区外国人留学生交流会(再
掲))

達成度A

ウ
セ

3-4-⑦　特色ある優れた教育実践として従来より実
施している学科を越えたエンジニアリングデザイン
教育の「創造工学」を継続して実施するとともに、
低学年向けに導入している「工学基礎実験」および
「デザイン基礎」を実施し、実践的科目としての有
効性を検証する。(1.1-(4)-①-1)

特色ある優れた教育実践として従来より実施している、学
科を越えたエンジニアリングデザイン教育の「創造工学」
(前期、第4学年)を継続して実施し、低学年向けに導入して
いる「工学基礎実験」(前期、第1学年)及び「デザイン基
礎」(後期、第2学年)についても継続して実施し、実践的科
目としての有効性を検証した。
(資料3-1-2-8_シラバス（工学基礎実験、デザイン基礎、創
造工学）(再掲))
(資料3-1-4-6_実践的科目としての有効性の検証)

達成度A

エ
サ

3-4-⑧　SUZUKA産学官交流会、本校を支援する企業
団体である鈴鹿高専テクノプラザおよび産学官協働
研究室の企業と連携し、効果的なインターンシップ
の実施を推進する。(1.1-(4)-③-2)

津市に本社をおく三重⾦属⼯業株式会社のベトナム生産法
人VIETNAM MIE CO.LTDに専攻科学生を国際インターンシッ
プ履修学生として受け入れて頂いた。また、従来通りテク
ノプラザ会員企業に多くの学生をインターンシップ履修学
生として受け入れて頂いている。
(資料3-1-2-10_専攻科国際インターンシップ派遣(再掲))

達成度A

エ
セ

3-4-⑨　SUZUKA産学官交流会や鈴鹿高専テクノプラ
ザに加盟の企業技術者、産学官協働研究室等の企業
技術者およびOB技術者を講師としたエンジニアリン
グデザイン教育の充実を図る。(1.1-(4)-③-1、
1.1-(4)-③-3)

総合イノベーション工学実験（専攻科1年生対象）に講師と
して3人の企業技術者･OB技術者を招き、学生の指導をして
頂くことでエンジニアリングデザイン教育を行っている。
(資料3-1-4-7_総合イノベーション工学実験教育課程表)

達成度A

キ
3-4-⑩　自己点検評価および機関別認証評価結果に
ついてホームページによる公開を行う。(1.1-(4)-
②)

運営諮問会議の報告書及び機関別認証評価結果について
は、ホームページで公開している。
(資料3-1-4-8_自己点検評価及び機関別認証評価結果公表)

達成度A

オ
カ
ケ

3-4-⑪　本校のPDCAサイクルが円滑に機能するよ
う、本校独自に作成した評価項目に沿った自己点検
評価シ-ト及び多角的評価に向けたファイル管理シ
ステムを簡素化した自己点検評価システムを継続す
る。(1.1-(4)-②)

本校独自に作成した評価項目に沿った自己点検評価シート
を継続的に使用し、多角的評価に向けたファイル管理シス
テムを簡素化した自己点検評価システムを継続的に運用し
ている。また、年度計画に沿った年度末活動報告会を3月に
実施し、あわせて運営諮問会議を開催している。
(資料3-1-4-9_平成30年度自己点検評価シート)

達成度A

カ
キ

3-4-⑫　毎年度末に運営諮問会議を定期開催し、外
部の運営諮問委員の意見を反映させることで教育の
質の向上を図る。(1.1-(4)-②)

平成30年度末の3月に運営諮問会議を開催し、外部諮問委員
の意見を聴取した。令和元年度末も3月6日(金)に開催する
ことが決定している。

達成度A



コ

3-4-⑬　本校ホームページに掲載のある「教員一
覧」、研究者データベースである「researchmap」
や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行
い、研究・技術シーズとして情報発信を行う。
（1.2-②　再掲)

研究者データベースである「researchmap」の更新を6月末
を締切として実施した。
また、研究･技術シーズを分かりやすく外部発信するため、
昨年度から「教員紹介」をホームページに掲載している。
(資料3-1-4-10_研究者データベース情報発信)

達成度A

サ
3-4-⑭　インターンシップを推進し、卒業までに8
割以上の学生の参加を目指す。 (1.1-(4)-③-2)

第4学年のインターンシップへの参加割合は92%（学生数210
人、参加者数193人）と大部分の学生がインターンシップに
参加している。
(資料3-1-4-11_インターンシップ実施状況)

達成度S
インターンシップ参加学生の割合は90%以上であ
り、8割以上の目標を大きく上回っている。

サ

3-4-⑮　平成24年11月に大阪大学大学院工学研究科
との間で「教育及び学術研究推進」を目的として締
結した協定書に基づき、インターンシップへの参加
を推進する。(1.1-(4)-③-2)

平成30年度は1名の専攻科学生がインターンシップに参加し
た。令和元年度はインターンシップの案内が届き次第、専
攻科学生に周知し、参加申請を行う予定である。
(資料3-1-4-12_平成30年度大阪大学大学院工学研究科イン
ターンシップ)

達成度A
但し、実際にインターンシップが実施されるの
は、3月になってからなので、正確には3月以降に
達成度を判断することになる。

シ

3-4-⑯　連携教育プログラム推奨のため、対象学生
に対し、年度当初にプログラム実施方針に関する周
知を行うとともに、専攻科入試募集期間満了日まで
に履修希望者の募集を行う。また、実践力強化科目
となる地域企業等と本校および大学での共同研究を
テーマとした特別研究指導を実施する。(1.1-(4)-
④)

連携教育プログラム推奨のため、対象学生に対し、年度当
初にプログラム実施方針に関する周知を行った結果とし
て、専攻科に合格した1名(材料工学科出身)が本プログラム
を履修することとなった。今後、本校と豊橋技術科学大学
の指導教員が連携することにより、実践力強化科目となる
地域企業等との共同研究をテーマとした特別研究指導を実
施する予定である。
(資料3-1-4-13_連携教育プログラム概要･協定書等)

達成度A

ス
3-4-⑰　特に東海地区の大学との連携により、連携
教育プログラムの一環として、小中高の教員を育成
すべく、教育課程の構築を目指す。(1.1-(4)-④)

三重大学教育学部と第二種免許取得を念頭においた打合せ
を数回行っており、小中高の教員を育成すべく、教育課程
の構築を目指している。
(資料3-1-4-14_三重大学との連携教育プログラム打合せ記
録)

達成度A

オ
カ
サ
ソ

6-①　本校の運営規則に基づき、各種委員会におけ
るその活動状況について担当委員長から活動実績を
報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-②
再掲)

本校の運営規則に基づき、各種委員会等における活動状況
を中間時点でPDCA推進会議(11/8開催)にてチェックし、効
果的な学校運営へ反映させた。
(資料3-1-4-15_令和元年度第1回PDCA推進会議議事要旨)

達成度A

オ
カ
ケ

6-⑤　本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価
及び第三者評価に対応する「自己点検評価一覧」を
活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。
(1.1-(4)-②　再掲)

本校独自の評価基準に基づく自己点検評価及び第三者評価
に対応する「自己点検評価一覧」を活用し、点検評価･改善
を継続的に実施するとともに、自己点検あるいは第三者評
価の際の書類作成を円滑とするため、6/21(金)までに年度
計画の確認、10/11(金)までに中間報告、1月末までに年度
末報告としてPlanシートとCheckシートの作成を各委員会等
で行った。
(資料3-1-4-16_自己点検評価一覧活用)

達成度A

ケ
6-⑥　点検評価活動に資するため、各種会議等の議
事録について、学内ウェブページへの掲載を継続す
る。(1.1-(4)-②　再掲)

点検評価活動に資するため、各種会議等の議事要旨につい
て、学内ウェブページ(教職員ページ)への掲載を継続して
いる。
(資料3-1-4-17_各種会議等の議事録学内Webページ掲載)

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

キ
ケ
コ

3-5-①　「学校適応感尺度調査」結果を活用すると
ともに、臨床心理士、カウンセラ-と連携し、メン
タルヘルスに関する取り組みを推進する。(1.1-
(5)-①)

9/30(月)～10/18(金)の間に担任を通じて「学校適応感尺度調査
(資料では高専生生活アンケート)」が実施され、9/30(月)～
11/1(金)において調査書の回収と結果分析を行い、その結果を
もって11/4(月)～12/24(火)までに担任を中心として必要な学生と
面談を行った。
(資料3-1-5-1_平成31年度アンケート実施計画及び高専生生活アン
ケート)

達成度A

キ
コ

3-5-②　体罰、いじめ、ハラスメントに対するアン
ケートを継続して実施する。(1.1-(5)-①)

6月24日(月)～7月5日(金)に全学年全学科において、アンケートを
行なった。
(資料3-1-5-2_体罰・いじめ・ハラスメントの実態把握)

達成度A

ケ
3-5-③　オフィスアワーズを継続して実施する。
(1.1-(5)-③)

各科において、週1日授業終了後に教員が研究室等に在室し、学生
からの質問･相談を受ける時間として継続させている。
(資料3-1-5-3_オフィスアワーズ対応状況)

達成度A

イ
ケ

3-5-④　高学年学生のTAを採用し、低学年向け補習
を継続して実施する。(1.1-(5)-③)

高学年学生のTAを採用し、低学年向け補習を継続して実施してい
る。
(資料3-1-5-4_平成31年度TA(教育補助員)を必要とする授業につき
まして)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(5)　学生支援・生活支援等
　豊かな人間性、健全な心身及び確かな自己実現を図るため、学生の学習活動や課外活動等への参加を促進し、未来を自ら切り拓く力を引き出せるよう修学上及び生活上の支援を行うとともに、
  学生の進路指導支援体制の充実を図る。
  また、各種奨学金制度など学生支援に係る情報の提供体制を充実させ、さらに、学生の就職活動を支援する体制を充実し、学生一人ひとりの適性と希望にあった指導を行う。

ア　学生の人間形成支援のため、教員指導体制に頼ることなく、クラブ活動への学外指導者の登用など、課外活動への支援体制を構築する。
イ　学習情報システムを整備し、学習支援体制を強化する。
ウ　自転車通学マナーの向上に向けて、生活・通学指導部会と連携のうえ、通学路の交通指導を徹底する。
エ　キャンパスクリーンデーを実施し、日常清掃だけでない校内美化意識の向上への取組みも継続する。
オ　身だしなみ指導として、生活・通学指導部会員である学年主任等からの指導を継続する。
カ　課外活動等を通し、学生の創造設計力向上の支援を進める。
キ　学生支援室相談員や学級担任の資質の向上を図るための研修会、講演会等を実施する。
ク　学生の適正や希望に応じた進路選択を支援するため、企業情報、就職・進学情報等の提供体制や専門家による相談体制を含めたキャリア形成支援を充実させる。
ケ　学生・教職員間のコミュニケーションの円滑化を図る。
コ　教職員及び学生に対しセクシャルハラスメント防止のための研修会や講演会を実施する。
サ　男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要な取組みに関する普及を図る。
シ　教育寮としての学生寮を効果的に運営し、継続的な寮生への学習支援と生活支援を図るとともに、自主・自律と相互扶助の精神を養う。
ス　各種奨学金制度の積極的な活用を促進し、奨学金を希望する学生の貸与率の向上を図る。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(5)　学生支援・生活支援等



イ
ケ

3-5-⑤　マルチメディア棟1階「コノハナラウン
ジ」、イノベーション交流プラザ3階「多目的学習
室」を時間外学習スペースとし、学生の学習モチ
ベーション向上へと導く。(1.1-(5)-③)

コノハナラウンジ及び多目的学習室を時間外学習スペースとし、
学生の学習モチベーション向上へと導いている。
(資料3-1-5-5_イノベーション交流プラザ多目的学習室利用内規) 達成度A

ウ
3-5-⑥　生活・通学指導部会と連携のうえ、朝の通
学交通指導を学生に実施する。

学生主事補が中心となり、全教員で定期的かつ頻繁に朝の通学交
通指導を学生に実施している。
(資料3-1-5-6_通学交通指導実施)

達成度A

ウ
3-5-⑦　通学路の交通指導のない場合は、学生主事
を中心とした学生主事補による学内数カ所での指導
を行うとともに、挨拶運動を実施する。

学生主事及び学生主事補を中心とした、学内数カ所での指導を行
うとともに、挨拶運動をほぼ毎日実施している。
(資料3-1-5-6_通学交通指導実施(再掲))

達成度A

オ
3-5-⑧　生活・通学指導部会による交通指導のない
場合は、学内における交通指導等を実施する。

学生主事及び学生主事補を中心とした、学内数カ所での交通指導
等をほぼ毎日実施している。
(資料3-1-5-6_通学交通指導実施(再掲))

達成度A

ア
カ

3-5-⑨　各クラブ活動において、なるべく外部コー
チを採用し、教員指導による偏った人間形成支援と
ならないようにする。(1.1-(5)-①)

今年度も外部コーチの依頼を行い、教員指導による偏った人間形
成支援とならないようにした。
(資料3-1-5-7_課外活動指導員の採用に関する取扱い及び公募要
領)

達成度A

カ
3-5-⑩　課外活動学生向けの救急救命法講習会を実
施し、緊急時の対応ができるよう訓練を行う。
(1.1-(5)-①)

課外活動学生向けの救急救命法講習会を4/24(木)に実施してお
り、緊急時の対応ができるよう訓練を行った。
(資料3-1-5-8_2019年度課外活動部会年度方針)

達成度A

イ
カ
キ
ケ

3-5-⑪　引き続き、Q-Uテストを全学年に適用す
る。(1.1-(5)-①)

5/13(月)～5/24(金)の間に全学年全学科においてQ-Uテストを行な
い、6/10(月)～6/14(金)の間に学生支援室を中心に結果分析を
行った。また、6/17(月)～7/12(金)までに担任を中心として、必
要な学生に面談を行った。
((資料3-1-5-1_平成31年度アンケート実施計画及び高専生生活ア
ンケート(再掲))

達成度A

ク
3-5-⑫　インターンシップの重要性を考慮し、それ
ら業務の担当者間で連携した学生指導を行う。
(1.1-(5)-③)

平成28年に策定されたインターンシップ実施要項に基づいて計画
し、本年度においては4/17(水)にインターンシップ説明会を第4学
年、専攻科インターンシップ履修希望者を対象に行った。また、
進路支援会議においてもインターンシップの状況について報告が
なされており、関係者間で情報共有が行われている。
(資料3-1-5-9_インターンシップ説明会実施及びインターンシップ
担当教員打ち合わせ資料)

達成度A

ク
3-5-⑬　就職・進学したOB・OGを招いたキャリアガ
イダンスを行う。(1.1-(5)-③)

各学科の第4学年において、OB・OGを招いてキャリアガイダンス
を、11月～1月にかけて開催している。
(資料3-1-5-10_キャリアガイダンス実施要領)

達成度A

ク
サ

3-5-⑭　「高専女子フォーラム」を活用して、女子
学生のキャリア形成支援について検討する。(1.1-
(5)-③)

12/21(土)に高専女子フォーラムが開催され、女子学生のポスター
発表を行い、参加企業にアピールする場となった。
(資料3-1-1-11_高専女子フォーラムin関西2019(再掲))

達成度A

ク
3-5-⑮　5年生の就職・進学活動体験を中心とした
低学年向けガイダンスを継続して実施する。(1.1-
(5)-③)

第5学年の就職･進学活動体験を中心とした低学年向けガイダンス
を12/4(水)に第3学年全員を対象に実施した。
(資料3-1-5-11_進路ガイダンスの実施について)

達成度A



ク
3-5-⑯　進路ガイドブック等の冊子の作成と学生へ
の配布を継続して実施する。(1.1-(5)-③)

2019年の進路状況を記載した進路ガイドブックを12月に作成し、
冬季休業前に全学生に配布した。
(資料3-1-5-12_進路ガイドブック作成及び配布)

達成度A

ク
3-5-⑰　進路支援委員会を中心に、学科第1学年か
ら専攻科2年次までを対象としたキャリア教育の計
画・実施を継続して行う。(1.1-(5)-③)

毎年キャリア教育の計画を行い、12月に第5学年による低学年への
キャリアガイダンス会を各学科において実施した。
(資料3-1-5-13_平成31年度進路支援計画及び依頼メール)

達成度A

キ
3-5-⑱　メンタルヘルスに関する講習会等に教員を
派遣する等、支援のための知識の獲得に努める。
(1.1-(5)-①)

9/9(月)～9/10(火)に第16回全国国立高等専門学校学生支援担当教
職員研修が東京で開かれ、本校教員が参加した。
(資料3-1-5-14_全国国立高等専門学校学生支援担当教職員研修開
催要項)

達成度A

キ
3-5-⑲　三重県教育委員会(中勢地区高等学校生徒
指導連絡協議会)との連携協力により学生支援の取
組みを強化する。(1.1-(5)-①)

中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会へほぼ毎月教員を派遣し、
中学･高等学校合同指導会にも参加･活動しており、学生生活の質
の向上を図った。
(資料3-1-3-10_中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会(再掲))

達成度A

コ

3-5-⑳　各教職員の能力を十分発揮できるための就
労環境の維持のための研修会や講演会を実施し、ハ
ラスメント防止及びアンガーマネジメントによるメ
ンタルヘルスの向上に繋げる。(1.1-(5)-①)

各教職員の能力を十分発揮できるための就労環境の維持のための
研修会や講演会(12月開催)を実施し、ハラスメント防止及びアン
ガーマネジメントによるメンタルヘルスの向上に繋げるととも
に、9月にストレスチェックのアンケートを実施した。
(資料3-1-5-15_就労環境維持のための講演会等実施)

達成度A

ケ
サ

3-5-㉑　女性教職員による交流会及び女子学生の教
育・生活・進路支援として、女子学生の意見や要望
等を聴取するための女子学生交流会を開催し、支援
する。(1.1-(5)-③)

イノベーション交流プラザ内の男女共同参画エリアを活用し、交
流会を「女性教職員の就業環境改善」を議題として、3月末に実施
することとしている。
(資料3-1-3-4_男女共同参画室会議(再掲))

達成度B
女性教職員については、3月末に交流会を実
施することとしているが、女子学生に対する
交流会を実施できなかったことから達成度を
「B」として評価した。

サ
3-5-㉒　キャリア教育及び就職支援として、女子学
生に「高専女子フォーラム」に参加させる。(1.1-
(5)-③)

12/21(土)に高専女子フォーラムが開催され、女子学生のポスター
発表を行い、参加企業にアピールする場となった。
(資料3-1-1-11_高専女子フォーラムin関西2019(再掲))

達成度A

カ
3-5-㉓　試験期間中にあたる日曜日に図書館を開館
とする。

試験期間中にあたる日曜日に図書館を開館した。
(資料3-1-5-16_図書館カレンダー) 達成度A

キ
3-5-㉔　三重県図書館協会の図書館活性化推進事業
に参画する。

図書館活性化推進事業として、「鈴鹿高専”本とふれあうミニコ
ンサートPartⅢ”」を12/14(土)に開催した。
(資料3-1-5-17_ミニコンサートポスター)

達成度A

イ
3-5-㉕　学生への図書館の有効利用を目的に、夏期
と冬期の2回、読書キャンペーンを実施する。

図書館の貸出利用促進のために、読書キャンペーンを行い、4月～
9月末日までの図書貸出者一覧の中から貸出回数の多い学生で上位
10名に表彰状及び副賞として賞品を渡し、図書館利用における学
生利用率の向上を図った。
(資料3-1-5-18_第1回夏の読書キャンペーン実施要項)

達成度A

イ
3-5-㉖　統合図書館システムで蔵書データを整備す
る。

統合図書館システムで蔵書データを整備した。
(資料3-1-5-19_図書･視聴覚資料蔵書数) 達成度A



イ
3-5-㉗　外部機関が主催する「読書体験記・エッセ
イコンクール」に学生を参加させる。

第1学年～第3学年の学生を対象に夏季課題として全員に学内読書
体験記コンクール、全国高校生読書体験記コンクール、日本福祉
大学エッセイコンテストに応募させた。
(資料3-1-5-20_鈴鹿高専読書体験記コンクール等作品募集要項)

達成度S
コンクール等において、入賞する学生がいた
ことから、達成度「S」として評価した。

イ
3-5-㉘　学生の購入希望図書調査、ブックハンティ
ングを実施する。

10/12(土)に図書館利用における学生利用率の向上を図ることを目
的として、ブックハンティングを実施する予定であったが、台風
接近のため、中止し、その代替策として、図書委員各自で書店へ
出向き、購入を希望する図書を提出させ、それをまとめて購入す
る、という形で対応した。
(資料3-1-5-21_ブックハンティング実施要項)

達成度A
不可抗力による中止とはなったが、その代替
策が実施されたことから、達成度「A」とし
て評価した。

イ
3-5-㉙　英語多読図書コーナーの図書を充実させ
る。

英語多読図書コーナーを特設し充実させた。
(資料3-1-5-22_英語多読図書コーナー設置状況) 達成度A

シ
3-5-㉚　全教員による当直・指導体制を継続し、寮
生の安全確保と効果的な生活指導を行う。(1.1-
(5)-①)

全教員が輪番で寮監として学寮での当直勤務(宿直･日直)を行い、
寮生の安全確保と効果的な生活指導を行った。
(資料3-1-5-23_平成31年度学寮のしおり)

達成度A

シ
3-5-㉛　防災訓練および救急救命法講習会を実施
し、非常時の対応を検証して寮生の安全体制の構築
を図る。(1.1-(5)-①)

4/11(木)に防災訓練、4/24(水)に救急救命法講習会を実施し、非
常時の対応を検証して寮生の安全体制の構築を図った。
(資料3-1-5-24_学寮防災訓練の実施について)

達成度A

シ
3-5-㉜　寮則について「学寮のしおり」等を利用し
学生に周知する。(1.1-(5)-①)

入寮前に学寮のしおりを配布し、学生に周知した。
（資料3-1-5-23_平成31年度学寮のしおり(再掲)） 達成度A

シ
3-5-㉝　鈴鹿高専・鳥羽商船高専の寮役員研修会を
行う。(1.1-(5)-①)

10/5(土)に鳥羽商船高専･和歌山高専との寮生交流会を実施した。
(資料3-1-4-4_鳥羽商船高専･和歌山高専との寮生交流会(再掲)) 達成度A

シ
3-5-㉞　A寮寮監の外部委託を実施しており、これ
によって生じた課題を検証し、寮生自身による自主
自律的な学寮運営へ繋げる。(1.1-(5)-①)

問題が生じた場合、毎月開催している月例役員会で議題を検証し
ている。
(資料3-1-5-25_月例役員会･寮監外部委託契約書)

達成度A

イ
カ

3-5-㉟　技術職員を適正に配置するように前期･後
期に分けて業務計画を作成する。

技術職員を適正に配置するように前期･後期に分けて業務計画を作
成した。
(資料3-1-5-26_技術職員適正配置及び業務計画表)

達成度A

イ
カ

3-5-㊱　創造工学の技術プロジェクトへの人員配置
を関係部署と調整して行い、適切に役割を分担す
る。

創造工学の技術プロジェクトへの人員配置を関係部署と調整し、
適切な役割分担とした。
(資料3-1-5-27_創造工学プロジェクト人員配置)

達成度A

カ
3-5-㊲　時間割検討時に配置する技術職員の業務計
画を鑑み、継続して重複要請の調整を行う。

時間割検討時に配置する技術職員の業務計画を考慮し、仕事の偏
りがないように重複要請の調整を行った。
(資料3-1-5-26_技術職員適正配置及び業務計画表(再掲))

達成度A

イ
3-5-㊳　情報セキュリティ推進委員会等と連携し、
学内ネットワークサービスの安全な運用を図る。

情報処理センターを中心に引き続き学内ネットワークサービスの
安全な運用を図りつつ、情報セキュリティ推進委員会においてセ
キュリティ監査結果に対する対応への協議・学生及び教職員の情
報セキュリティ教育に関する対応が話し合われた。
(資料3-1-5-28_第1回情報セキュリティ推進委員会会議議事録)

達成度A



イ
3-5-㊴　演習室において、授業等に必要なアプリ
ケーションソフト等の整備を行う。

毎年年度末に、次年度の授業において演習室で使用するアプリ
ケーションを調査し、動作確認の後、新規導入やバージョンアッ
プを行っている。今年度は年度途中であったが，新規導入の要望
があり対応した。
(資料3-1-5-29_演習室アプリケーションソフト等整備に関する
メール文)

達成度A

イ 3-5-㊵　演習室の夜間開館を継続的に実施する。
演習室の夜間開館を継続的に実施した。
(資料3-1-5-30_情報処理センター演習室・開館カレンダー2019) 達成度A

イ
3-5-㊶　学内の要望に対応できるネットワーク環境
の整備を行う。

教育研究や業務で必要なネットワーク環境の維持のために、学内
サービスの保守や技術的な相談対応を日常業務として行ってい
る。今年度のスポット対応では，本校開催の講習会でのネット
ワーク環境整備を行った。
(資料3-1-5-31_学内ネットワーク環境整備)

達成度A

イ
3-5-㊷　機構本部の指示やサービスを学内ネット
ワークサービスにおいて利用できるようにする。

機構本部から提供されるサービスを学内ネットワークで利用でき
るよう日常的に保守を行っている。最近では情報セキュリティに
関する事項が多いが、それらにすべて対応している。
(資料3-1-5-32_Microsoft Teamsによる会議)

達成度A

イ
3-5-㊸　工作実習エリアのフライス盤等の更新依頼
を継続的に行い、設備整備費マスタープランにも継
続申請する。

工作実習エリアのフライス盤等の更新依頼を継続的に行い、設備
整備費マスタープランにも継続申請した。
(資料3-1-5-33_2019年度設備整備マスタープラン導入希望設備記
入票)

達成度A

イ
3-5-㊹　汎用工作機やNCを含む高機能工作機を用い
た効果的なエンジニアリングデザイン教育が実施さ
れるようにする。

実習時間及び放課後等において、汎用工作機やNCを含む高機能工
作機を用いたエンジニアリングデザイン教育が実施されている。
その際、学生の技能に応じた適切な課題を与えるなど、学生のモ
チベーションを上げる工夫もなされている。
(資料3-1-5-34_1M機械工作実習計画表)

達成度A

イ

3-5-㊺　創造活動実践教育エリアについて、学生の
時間外作業の安全面を考慮し、19時以降のプロジェ
クト使用を制限する。また、長期休業中だけでな
く、日曜･祭日の活動制限を行う。

創造活動実践教育エリアについて、学生の時間外作業の安全面を
考慮し、19時以降のプロジェクト使用を制限した。また、長期休
業中だけでなく、日曜･祭日の活動制限を行った。
(資料3-1-5-35_クリエーションセンター利用規則)

達成度A

イ
3-5-㊻　各エリア内の環境整備のため、外部保管庫
の設置依頼を継続的に行う。

各エリア内の環境整備に資するため、クリエーションセンターに
おける保管庫の設置を依頼した。
(資料3-1-5-36_各エリア内環境整備要求)

達成度A

ク
3-5-㊼　学生の就職・進学活動を支援しつつ、県内
就職率の向上に努める。(1.1-(5)-③)

10/30(水)に第3学年希望学生、第4学年全員を対象とした合同業界
説明会(鈴鹿高専テクノプラザ企業会員)を開催した。
(資料3-1-5-37_鈴鹿高専合同業界説明会参加企業一覧) 達成度A

ス

3-5-㊽　日本学生支援機構奨学金および三重県高等
学校等修学奨学金の募集並びに授業免除制度等をク
ラス掲示および学級担任を通じて周知をするととも
に、HPを通じて保護者へも周知する。(1.1-(5)-②)

授業料等免除･奨学制度等について、クラス掲示及び学級担任を通
じて周知をするとともに、本校ホームページにも掲示した。
(資料3-1-5-38_授業料等免除・奨学制度教室掲示及びホームペー
ジ掲載)

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ウ
3-6-①　学寮（第2・4青峰寮，青峰寮A）の現状を
調査し、入居率を考慮し、維持管理費の削減を考慮
した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1　再掲)

補正予算(施設計画(改修予定事業等)年次計画)を考慮し
つつ、学寮（第2・4青峰寮，青峰寮A）の現状を調査
し、維持管理費の削減を考慮した整備計画(案)の作成を
行った。
(資料3-1-6-1_学寮整備計画(案))

達成度A

ア
イ

3-6-②　建物管理として雨漏り等を起こしていると
ころがある場合は、補修等を行う。(8.1-③　再掲)

マルチメディア棟で雨漏りを起こしていることから、防
水改修を行った。
(資料3-1-6-2_建屋管理雨漏り等補修)

達成度A

ア
イ

3-6-③　光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化
した照明をLED化および空調機の更新を実施する。
(8.1-①-1　再掲)

教室等の経年劣化した照明を順次、LED化にすることと
していたが、本年度は実績がなかった。また、生物応用
化学科棟(実験棟)2階と3階の空調機を更新した。
(資料3-1-6-3_光熱水削減教室LED･空調機更新)

達成度A
本年度は教室等の照明の経年劣化による不具合が見当
たらなかったことから、LED化への対応はしていない
が、空調機の整備を行ったことから、達成度「A」とし
て評価した。

ア
イ

3-6-④　夜間暗く危険となっているところの屋外環
境改善のため、外灯を設置する。(8.1-③　再掲)

経年劣化した野外外灯を順次、LED化にすることとして
いたが、本年度は実績がなかった。
(資料3-1-6-4_屋外環境改善のための外灯LED化)

達成度A
本年度は屋外外灯の経年劣化による不具合が見当たら
なかったことから、LED化への対応はしていないが、次
年度以降も環境改善に努めることから、達成度「A」と
して評価した。

ウ
エ

3-6-⑤　吹付アスベストを保有する居室は、定期に
アスベスト粉じん濃度の測定を実施する。(8.1-①-
1　再掲)

機構本部が主体となって行う昨年度実施した内部監査時
の依頼により、2月に吹付アスベストを保有する居室の
測定を行った。
(資料3-1-6-5_アスベスト粉塵濃度測定)

達成度A

ウ
3-6-⑥　各棟の空室となった教員室や実験室の調査
を行い、産学官協働研究室等の学内方針に従い、施
設の有効利用を図る。(8.1-①-1　再掲)

5月末に契約締結した産学官協働研究室(東京化成工業株
式会社)の研究事務室として教員退職後に空室となった
教員室を有効利用した。
(資料3-1-6-6_産学官協働研究室空室有効利用)

達成度A

Ⅲ1　教育に関する目標
　学科においては、5年一貫の教養教育及び実践的工学教育により、創造性豊かな実践的技術者として将来活躍するための基礎的な知識と技術及び生涯にわたり学習する力を育てる。
　また、専攻科においては、より高度で幅広い専門知識や創造力、判断力を身に付け、科学技術の分野でグローバルに活躍できる実践的技術者を育てる。

Ⅲ1(6)　教育環境の整備・活用
　施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を策定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)する
　とともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。
　また、教職員・学生の健康・安全を確保するため、安全衛生管理体制の整備・充実を図る。

ア　教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン導入等のために必要な施設・設備の整備を図る。
イ　施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を行う。
ウ　「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策定し、施設の有効利用を促進する。
エ　労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的方策を立て、実施する。
オ　男女共同参画を推進するため、情報の収集・提供について充実させるとともに、必要な取組みに関する普及を図る。(3.1-(4)教育の質の向上及び改善　再掲)

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ1(6)　教育環境の整備・活用



ア

3-6-⑦　電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設
置、機械工学科棟・マルチメディア棟及び青峰会館
等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフ
リー化を図る。(8.1-①-1　再掲)

電子情報工学科棟･専攻科棟は、建物全面改修時に併せ
てEV設置を検討した。また、機械工学科棟･マルチメ
ディア棟及び青峰会館等は、階段に昇降装置の設置を検
討した。
(資料3-1-6-7_EV･昇降機設置検討)

達成度A
EV設置、昇降機設置は検討段階ではあるが、補正予算
(施設計画(改修予定事業等)年次計画)等で改修が実現
すれば、その設置が可能となることから、達成度「A」
として評価した。

ウ
3-6-⑧　利用率等については、継続的にその向上に
向けた検討を実施し、施設の有効利用に繋げる。
(8.1-①-1　再掲)

本校として数年に一度、施設利用状況調査を行ってお
り、本年度がその調査時期であったため、2月に調査を
実施した。その結果から稼働率の低い居室については、
利用率向上に向けた方策を検討し、来年度実行すること
とした。
(資料3-1-6-8_施設利用状況調査)

達成度A

エ
3-6-⑨　組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続
して行う。(8.1-②　再掲)

組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続して行った。
平成30年度実験実施報告は7件であり、令和元年度の組
換えDNA実験および動物実験を審査し、許可した件数は8
件であった。
(資料3-1-6-9_組換えDNA実験計画書)

達成度A

エ
3-6-⑩　全学科において実験実習科目の実施時の安
全教育に「実験実習安全必携」を活用する。(8.1-
②　再掲)

全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に「実
験実習安全必携」を活用した。
(資料3-1-6-10_実験実習安全必携)

達成度A

エ
3-6-⑪　排水管理WGを中心に学生のみならず、教職
員に対しても実験用薬液等の管理方法･教育を徹底
させる。(8.1-②　再掲)

2/20(水)の教職員会議の場において全教職員向けにアナ
ウンスを実施したことを踏まえて、前期･後期の授業始
まりに排水管理マニュアル等の徹底を図るため、教職員
に対してメール通知(学生指導を含む)を行い、実験用薬
液等の管理方法･教育を徹底させた。
(資料3-1-6-11_排水管理WG管理方法･教育)

達成度A

エ
3-6-⑫　全レベルに対応したバイオハザード指針に
沿って整備した「研究微生物安全管理規則」の運用
を引き続き進める。(8.1-②　再掲)

全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備し
た「研究微生物安全管理規則」の運用を引き続き進め
た。
(資料3-1-6-12_研究微生物安全管理規則)

達成度A

エ
3-6-⑬　安全衛生委員会内で安全パトロールを定期
的に実施し、要改善箇所の対策を講ずる。(8.1-②
再掲)

毎月1回、安全衛生委員会で安全パトロールを実施し、
要改善箇所があった場合は、その対策を講じた。
(資料3-1-6-13_安全衛生委員会議事録)

達成度A

エ
3-6-⑭　教職員に対し、救急救命法講習会を実施す
る。(8.1-②　再掲)

9/27(金)に教職員に対し、救急救命法講習会を実施し
た。
(資料3-1-6-14_救急救命法講習会)

達成度A

エ
3-6-⑮　細菌の取扱いについての規定を整備してい
ないことから、その規則整備の必要性を検討のう
え、必要となった場合は対応する。(8.1-②　再掲)

細菌の取扱いについての規定を整備していないことか
ら、その規則整備の必要性を検討のうえ、必要となった
場合は対応することとした。
(資料3-1-6-15_他機関細菌取扱要領)

達成度A
規定制定までには至らなかったが、学内の実験安全管
理の状況を鑑み、必要となった場合は規定を整備する
と結論付けたことから、達成度「A」として評価した。

オ
3-6-⑯　高専機構のみならず、三重県等の外部機関
が主催するシンポジウムや講演会等に参加し、教職
員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥　再掲)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする
研修講座一覧を教職員に周知し、教職員の参加を促し
た。また、12/10(火)に実施された中勢地区高等学校生
徒指導連絡協議会の講演会を本校で開催した。
(資料3-1-3-9_三重県教育委員会研修会(再掲))

達成度A
教員への参加を促したが、三重県教育委員会が主催す
る講座への派遣には至らなかった。ただし、本校で開
催した講演会の実績があることから、達成度「A」とし
て評価した。



オ

3-5-㉑　女性教職員による交流会及び女子学生の教
育・生活・進路支援として、女子学生の意見や要望
等を聴取するための女子学生交流会を開催し、支援
する。(1.1-(5)-③　再掲)

イノベーション交流プラザ内の男女共同参画エリアを活
用し、交流会を「女性教職員の就業環境改善」を議題と
して、3月末に実施することとしている。
(資料3-1-3-4_男女共同参画室会議(再掲))

達成度B
女性教職員については、3月末に交流会を実施すること
としているが、女子学生に対する交流会を実施できな
かったことから達成度を「B」として評価した。

オ
3-5-㉒　キャリア教育及び就職支援として、女子学
生に「高専女子フォーラム」に参加させる。(1.1-
(5)-③　再掲)

12/21(土)に高専女子フォーラムが開催され、女子学生
のポスター発表を行い、参加企業にアピールする場と
なった。
(資料3-1-1-11_高専女子フォーラムin関西2019(再掲))

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
ウ

4-①　科研費申請スケジュールの説明会、高専機構
主催の科研費講演等、科学研究費補助金等外部資金
獲得のためのサポートを行う。（1.2-②)

機構本部が主催する科研費申請の説明会や富山高専で
開催された科研費獲得のための研究発表会に参加して
頂くなど、科研費等外部資金獲得のためのサポートを
行った。
(資料3-2-1_科研費説明会)

達成度S
機構本部が主催する科研費申請説明会等の他に、他高
専主催の研究発表会へも参加する等、外部資金獲得に
積極的に取組んだ。

エ

4-②　科学研究費補助金の申請率や採択率を向上さ
せるため、機構本部が実施する査読ネットワークの
活用および本校が行う申請書の事前レビューを実施
する。（1.2-②)

科学研究費補助金の申請率や採択率を向上させるた
め、第三ブロック(富山高専主幹)と機構本部が実施す
る査読ネットワークの活用及び本校が行う事前レ
ビューを実施した。
(資料3-2-2_科研費査読ネットワークの活用)

達成度S
年度計画に挙げられた２つの査読の他に、第三ブロッ
ク主催の査読ネットワークも活用するなど、採択率向
上に努めた。

タ
4-③　産学官協働研究室を活用し、共同研究体制の
充実を図る。（1.2-②)

本年度は、地元企業1社、大手企業2社と産学官協働研
究室設立に向けて交渉中であり、これにより将来向け
た共同研究体制の確立を図った。
(資料3-2-3_産学官協働研究室の活用)

達成度A

Ⅲ2　社会連携に関する目標
　教育内容を学術の発展に即応させるため、継続して研究を行う。そのために必要な学術的研究のみならず先進的な研究、学科間を超えた複合・融合領域研究、産学官連携による共同研究・
　受託研究も推進する。これらの研究成果を発表や知的財産化等で広く社会に提供し、人材育成及び地域・産業界に貢献する。
　地域交流・地域連携・産学官連携等を通じて本校の教育研究の成果を社会に還元し、その連携協力に努める。

ア　競争的研究資金の導入等を通して学内研究活動の一層の活性化を図る。また、研究費助成事業の獲得に向けたガイダンスを実施する。
イ　教育内容を学術の発展に応じたものとするため、教員各自の専門的研究を推進する。
ウ　校長裁量経費の活用により、学科横断的な取組み、高等教育機関との連携などから、共同研究を推進する。
エ　本学の研究費獲得の、高専機構全体における位置付けは中位であり、また、安定した研究費獲得とはなっていない現状があることから、特に企業等とのマッチングを図るべく、
　　教員における情報発信に努めるとともに、連携する大学との研究推進に努める。
オ　教育研究フォーラムやシンポジウム等に積極的に参加し、研究成果を発表するとともに他校との教員交流を促進する。
カ　技術者教育等の地域における共通の問題を解決するため、近隣の大学等との連携・協働を推進する。
キ　産学官連携協力を積極的に推進するため、自治体、商工会議所、企業等と連携する共同研究プロジェクトや地域産業・社会に貢献できる研究テーマを創出し、実施する。
ク　SUZUKA産学官交流会が開催する交流フォーラムとサロンへの主体的取組み等、地域における産学官連携協力を積極的に推進する。
ケ　特許取得を奨励・支援するため、学内における知的財産権に関する認識の向上を図る。
コ　研究紀要の質の向上を図るため、査読制度を継続する。
サ　本校の地域貢献活動を企業や社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活動を展開する。
シ　本校の地域交流活動等を社会に明解に伝達できるよう、多様な媒体を用いた広報活動を展開する。
ス　地域の生涯学習機関としての役割を果たすため、公開講座、授業開放、オープンキャンパス事業、出前授業、図書館蔵書等を充実する。
セ　小中学校に対する理科教育支援活動を積極的に推進する。
ソ　広報活動を担うための学内組織である入試広報室を活用し、社会へ向けた体系的で効果的な広報活動を行う。
タ　産学官協働研究室を核とする教育･研究の活性化の拠点とする。
チ　高専機構において構想段階である「地域創生に貢献する全国高専地域イノベーション」に貢献する一拠点としての位置付けを確保する。
ツ　集約された研究設備の利用促進に貢献するセンターとしての役割を担う。
テ　教員の教育、研究、社会貢献等の活動に関するデータベースを充実し、教育の質の改善に活用する。(3.1-(4)教育の質の向上及び改善　再掲)

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ2　社会連携に関する目標



ツ
4-④　共同研究推進センターの学内研究プロジェク
ト登録制度を継続して実施する。（1.2-②)

共同研究推進センターの学内研究プロジェクト登録制
度を継続して実施した。
(資料3-2-4_学内研究プロジェクト登録)

達成度A

エ
カ

4-⑤　高専連携プロジェクトによる長岡技術大学、
豊橋技術大学との共同研究を実施する。（1.2-②)

高専連携教育研究プロジェクトによる長岡技術科学大
学(2件採択)、豊橋技術科学大学(2件採択)との共同研
究を実施した。
(資料3-2-5_高専連携教育研究プロジェクト)

達成度A

オ
カ

4-⑥　高専研究プロジェクトを活用することによ
り、他高専との研究活動を推進する。（1.2-②)

鳥羽商船高専と高専研究プロジェクト(1件採択)を活用
した研究活動を推進に取組んだ。
(資料3-2-6_研究ネットワーク形成事業)

達成度A

ウ
キ
ク

4-⑦　共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入額
を向上させるため、地元企業のみならず、大手企業
とのマッチングを図る。また、SUZUKA産学官交流
会、鈴鹿高専テクノプラザおよび技科大を始めとす
る連携大学とのマッチング調査を推進する。（1.2-
②)

共同研究、受託研究等の受入れ件数や受入額を向上さ
せるため、地元企業のみならず、大手企業とのマッチ
ングを図った。また、SUZUKA産学官交流会主催のサロ
ン、鈴鹿高専テクノプラザ主催の技術者育成および連
携教育プログラムを通じた豊橋技科大とのマッチング
を推進させた。また、近隣の鈴鹿医療科学大学とも医
工連携を通じてマッチングを推進させた。
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチング)

達成度A

サ
シ

4-⑧　ビジネスマッチングの機会であるイベント等
への出展を推奨する。(1.2-②)

ビジネスマッチングの機会であるイノベーションジャ
パン2019に出展した。
(資料3-2-8_イノベーション・ジャパン2019)

達成度A

エ
カ

4-⑨　鈴鹿医療大学との医工連携により、地域課題
解決型の取組みを推進するとともに、高専連携プロ
ジェクトによる技大との連携･協働を図る。（1.2-
②)

鈴鹿医療大学との医工連携による研究会を開催するな
ど、地域課題解決型の取組みを推進した。また、高専
連携プロジェクトによる豊橋技科大(2件採択)と長岡技
科大(2件採択)との連携を図った。
(資料3-2-9_SUMS‐NITS医工連携研究会)
(資料3-2-5_高専連携教育研究プロジェクト(再掲))

達成度S
医工連携による研究会を数回開催し、今後の研究連携
等に関する方針を継続的に議論した。

キ
4-⑩　本校と鈴鹿高専テクノプラザとの共同活動を
活用し、参画企業等からの共同研究等の受け入れを
推進する。（1.2-②)

技術相談等を活用した結果として、鈴鹿高専テクノプ
ラザの企業会員と3件の共同研究を実施した。
(資料3-2-10_鈴鹿高専テクノプラザ共同研究)

達成度A

キ
ク

4-⑪　SUZUKA産学官交流会の会員企業との共同研究
を模索するため、交流フォーラム等を企画し、産学
官連携を推進する。（1.2-②)

SUZUKA産学官交流会の会員企業との共同研究等を実現
するため、2月末に交流フォーラムを開催した。
(資料3-2-11_産学官交流フォーラム)

達成度A

ケ
4-⑫　保有特許の棚卸を継続して実施し、不要な知
的財産であると判断された場合は、科学技術振興機
構(JST)の知財活用支援事業を活用する。（1.2-②)

保有特許の棚卸を継続して実施し、不要な知的財産で
あると判断された場合は、科学技術振興機構(JST)の知
財活用支援事業を活用することとしている。
(資料3-2-12_知的財産の棚卸と適正管理)

達成度A

ケ

4-⑬　学内パテントコンテスト(学生向け)の申請指
導、弁理士を招へいした知的所有権の重要性を学ぶ
各種講義（学生向け）を共に聴講することで、学内
における知的所有権に関する認識の向上を図る。
（1.2-②)

7月上旬に審査を行った学内パテントコンテスト(学生
向け)の指導を行うとともに、7月(本校主催)と10月(機
構本部主催)に弁理士を招へいし、知的所有権の重要性
を学ぶ講義(学生向け)を聴講させ、学内における知的
所有権に関する認識の向上を図った。
(資料3-2-13_パテントコンテスト･知的財産権各種講
義)

達成度A



ケ

4-⑭　(独)工業所有権情報•研修館の知的財産に関
する創造力・実践力・活用力開発事業で構築した知
的財産教育プログラムに加え、低学年における知的
財産教育を充実させることで、知財教育・学習のな
お一層の促進、推進を図る。（1.2-②)

学内パテントコンテストから優秀な作品を選出し、
(独)工業所有権情報•研修館の知的財産に関する創造
力･実践力･活用力開発事業で構築した知的財産教育プ
ログラムに申請し、低学年における知的財産教育を充
実させることで、知財教育・学習のなお一層の促進、
推進を図った。
(資料3-2-14_知的財産教育充実)
(資料3-2-15_知的財産低学年教育)

達成度A

ケ
4-⑮　全学科の低学年を対象とした知的財産教育の
充実を図る。（1.2-②)

学内パテントコンテストから全国パテントコンテスト
に申請させることにより、全学科の低学年を対象とし
た知的財産教育の充実を図った。また、弁理士を講師
に招いて知的財産教育を行うことで、その充実を図っ
た。
(資料3-2-15_知的財産低学年教育(再掲))

達成度A

サ
シ
テ

4-⑯　紀要巻末に教員の研究活動記録および教育研
究実施経費（校長裁量経費）実施報告書を掲載し研
究活動の意識向上を図る。（1.2-③-1)

紀要巻末に教員の研究活動記録および教育研究実施経
費(校長裁量経費)実施報告書を掲載し研究活動の意識
向上に努めた。
(資料3-2-16_紀要第52巻(抜粋))

達成度A

サ
シ

4-⑰　紀要原稿の様式は統一性をより高める。
（1.2-③-1)

読者の視点に立ち、より読みやすい紀要となるよう、
原稿の様式を統一している。
(資料3-2-17_紀要原稿様式)

達成度A

サ
シ

4-⑱　紀要はホームページへの掲載を進める。
（1.2-③-1)

紀要はホームページへの掲載を継続して行った。
(資料3-2-18_鈴鹿高専ホームページ_紀要掲載) 達成度A

コ
4-⑲　外部有識者による査読を実施し、研究紀要の
質を確保する。（1.2-③-1)

外部有識者による査読を実施し、研究紀要の質の向上
に努めた。
(資料3-2-19_紀要査読要項)

達成度A

ク
4-⑳　SUZUKA産学官交流会において、サロンと
フォーラムを企画し実施する。（1.2-①)

SUZUKA産学官交流会において、フォーラムを企画し、2
月末に開催した。
(資料3-2-11_産学官交流フォーラム(再掲))

達成度A

サ
シ
ソ

4-㉑　毎年度1回、研究者データベースである
「researchmap」の更新と本校ホームページの「教
員一覧」の更新を教員に促し、実施する。（1.2-
①)

本年度は6月末までに研究者データベースである
「researchmap」の更新と本校ホームページの「教員一
覧」の更新を教員に実施して頂いた。
(資料3-2-20_研究者データーベース更新)

達成度A

サ
シ

4-㉒　毎年度、「技術だより」を発行する。（1.2-
①)

研究活動推進委員会の担当者で「技術だより」の企画
をし、発行した。
(資料3-2-21_技術だより)

達成度A

サ
シ
ソ

4-㉓　本校のホームページに掲載するとともに、文
教ニュース等に掲載する。(1.2-③-2)

本校のホームページに掲載するとともに、文教ニュー
ス等に掲載した。
(資料3-1-1-2_鈴鹿高専ホームページ_フォト広報(再
掲))

達成度A

サ
シ

4-㉔ 　地元報道機関のみならず、全国紙に掲載で
きるよう、地元報道機関以外にも地域連携等による
取組みを情報提供する。(1.2-③-2)

鈴鹿市記者クラブを通じて地方誌への広報活動を行う
とともに、その他、東海地区の各種報道機関に情報提
供を行い、広報活動に努めた。
(資料3-2-22_地域連携等による取組み掲載)

達成度A



サ
シ
ソ

4-㉕　高専機構ホームページの「教育・広報関連情
報」に地域連携等による取組みを掲載する。(1.2-
③-2)

高専機構ホームページの「教育・広報関連情報」に地
域連携等による取組みをその都度、掲載した。
(資料3-2-23_機構本部ホームページ掲載)

達成度A

ス
セ

4-㉖　鈴鹿市教育委員会を通じて、中学校等に出前
授業を継続して実施する。（1.2-③-2)

本校から対応可能となる公開講座一覧を鈴鹿市教育委
員会へ提示し、教育委員会が鈴鹿市内の中学校と調整
することで、高校授業体験等を継続して実施した。
(資料3-1-1-6_鈴鹿市教育委員会出前授業(再掲))

達成度A

セ
4-㉗　鈴鹿市少年少女発明クラブの活動を積極的に
支援し、本校でも小中学生の発明力向上を支援する
イベント等を実施する。（1.2-③-2)

鈴鹿市少年少女発明クラブの活動を積極的に支援し、
本校でも小中学生の発明力向上を支援するイベントを
10月下旬に開催した。
(資料3-2-24_鈴鹿市少年少女発明クラブ)

達成度A

ス
4-㉘　公開講座、オープンカレッジ、ものづくり体
験教室、鈴鹿市主催のまなベルなどの実施後は、満
足度アンケートを継続的に行う。（1.2-③-2)

公開講座、オープンカレッジ、ものづくり体験教室、
鈴鹿市主催のまなベルなどの実施後は、満足度アン
ケートを継続的に行っており、実施した各科へ来年度
の改善点等を検討頂くため、そのデータをフィード
バックしている。
(資料3-2-25_ものづくり体験教室等アンケート)

達成度A

ス
セ

4-㉙　鈴鹿市以外の県内地域への展開を検討し、実
践の可能性を探る。（1.2-③-2)

志願者数確保の観点から鈴鹿市以外の県内地域への展
開が必要であるとの判断がなされた場合は、その展開
による可能性を探ることとした。
(資料3-2-26_ものづくり体験教室資料送付先)

達成度A
鈴鹿市以外の県内地域への展開が必要である場合、そ
の展開に対応するとの判断がなされたことから、達成
度「A」として評価した。

シ
ソ

4-㉚　広報誌「鈴風」「ポケットガイド」を発行
し、その充実を図る。（1.2-③-1)

広報誌「鈴風」「ポケットガイド」を発行し、その充
実を図った。
(資料3-2-27_鈴鹿高専ポケットガイド2019)

達成度A

サ
シ
ソ

4-㉛　広報誌等は、各種行事等で積極的に配付し、
本校ＰＲに努める。（1.2-③-1)

広報誌等は、各種行事等で積極的に配付し、本校ＰＲ
に努めた。
(資料3-2-27_鈴鹿高専ポケットガイド2019(再掲))

達成度A

サ
シ

4-㉜　要覧に代わるホームページの作成を継続す
る。（1.2-③-1)

要覧に代わるホームページでの対応を既に行ってい
る。
(資料3-2-28_鈴鹿高専ホームページ_要覧掲載)

達成度A

サ
シ
ソ

4-㉝　公式FaceBookの作成を継続し、広報活動に努
める。（1.2-③-1)

公式FaceBookの作成を継続し、広報活動に努めた。
(資料3-1-1-3_FaceBook広報活動(再掲) 達成度A

キ
タ
チ

4-㉞　新たな取組みである産学官協働研究室の役割
を維持できるよう、誘致企業の確保に努める。
(1.2-②)

産学官協働研究室の効率的な運用ができるよう、地元
企業1社、大企業2社と誘致に向けた調整を行った。
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチング(再掲)
(資料3-2-29_産学官協働研究室企業確保)

達成度A

タ
チ
ツ

4-㉟　高専機構の方針に従い、共同研究推進セン
ターの利用促進のための多方面からの整備を行う。
(1.2-②)

機構本部が示す概算要求(施設整備計画)の方針に従
い、共同研究推進センター(材料分析室含む)の利用促
進に向けた整備を行うことで調整中である。
(資料3-2-30_共同研究センター利用促進)

達成度A
整備を行うこととして調整中ではあるが、機構本部が
示す概算要求方針の中で優先順位が高いことから、達
成度「A」として評価した。

サ
ツ

4-㊱　広報活動に努め、技術相談等から研究設備の
利用促進に努める。(1.2-②)

広報活動に努め、技術相談等から研究設備の利用促進
に努めた。
(資料3-2-31_研究設備利用促進)

達成度A



サ
シ
テ

3-4-⑬　本校ホームページに掲載のある「教員一
覧」、研究者データベースである「researchmap」
や「国立高専研究情報ポータル」の情報更新を行
い、研究・技術シーズとして情報発信を行う。
（1.2-①　再掲)

本年度は6月末を期限として、本校ホームページに掲載
のある「教員一覧」、研究者データベースである
「researchmap」や「国立高専研究情報ポータル」の情
報更新を各教員に行って頂き、研究・技術シーズとし
て情報発信を行った。
(資料3-1-4-10_研究者データベース情報発信(再掲))

達成度A

ア
イ
ウ

6-③　科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効利
用等により、教員が積極的に競争的資金の獲得を目
指す環境づくりを行う。(1.2-②　再掲)

富山高専で行われた科研費獲得のための研究発表会や
機構本部主催の科研費説明会(TV会議システム)に参加
し、積極的な外部資金獲得に取組んでいる。また、校
長裁量経費を教員へ配分するに際し、外部資金への申
請を念頭とした公募型で対応した。
(資料3-2-32_競争的資金獲得環境づくり)

達成度S
科研費のみならず、その他外部資金の獲得に向けた環
境づくりに努めた。

オ
カ

6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度も鳥羽商船との連携強化推進委員会として、第1
回目を7月に開催しており、各種業務において連携を推
進した。
(資料3-2-33_鳥羽商船高専連携強化推進委員会)

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア

5-①　学術交流協定を結んでいる海外の教育機関と
交流活動を実施する。（1.3-③-1)
　(1)アメリカ・オハイオ州立大学へ教員・学生を
     派遣する。
　(2)専攻科学生を語学研修のため、カナダ・
     ジョージアンカレッジに派遣する。
　(3)中国・常州信息職業技術学院と教員・学生の
     派遣または受入を行う。

(1)9/15(日)～9/22(日)の期間に13名の学生を派遣した。
(2)8/26(月)～10/21(月)の期間に学生6名を派遣した。
(3)中国･常州信息職業技術学院への教員･学生の派遣は、相
互の調整が付かず、本年度は見送ることとなった。なお、来
年度、中国･常州信息職業技術学院からの教員･学生の受入を
実施予定である。
(資料3-1-2-6_海外研修プログラム（再掲）)
(資料3-3-1_学術交流協定海外教育機関交流活動)

達成度A
中国･常州信息職業技術学院との交流は、諸般の
実情から見送ったが、交流活動は来年度も行うこ
とから、達成度「A」として評価した。

ウ
5-②　テマセク・ポリテクニック技術英語研修等へ
の参加を支援する。（1.3-③-2)

令和元年度は募集がなかったが、平成29年度に学生1名が応
募後に採用され、9/10(日)～9/19(火)の期間にシンガポール
へ派遣した。
(資料3-3-2_テマセク・ポリテクニック技術英語研修等)

達成度A
募集はなかったが、過年度の取組みから募集が
あった時点で支援する体制にあることから、達成
度「A」として評価した。

エ
5-③　在外研究員制度を利用し教員の海外派遣を推
奨する。（1.3-②)

機構本部から在外研究員制度に関する通知があり、本校とし
てその制度を推奨すべく内部調整をしたが、本年度は海外派
遣を見送ることとなった。
(資料3-3-3_在外研究員制度活用)

達成度A
本年度は海外派遣を見送ることとなったが、推奨
はしているので、達成度「A」として評価した。

イ
5-④　機構の海外インターンシップへの参加を推進
する。(1.3-③-1)

募集の都度、継続的に支援をしているが、本年度は、高専機
構主催の海外インターンシッププログラムへの応募はなかっ
た。
(資料3-1-2-20_海外インターンシップ参加推進（再掲）)

達成度A
本年度は応募がなかったが、継続的に支援してお
り、達成度「A」として評価した。

イ
5-⑤ トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム等
への学生の応募を推進する。(1.3-③-3)

機構本部が主催のビデオガイダンスを学生に視聴させ、公募
への対応を推進した。
昨年応募した学生1名が今年、ドイツのハノーファー大学で
8/19(月)～9/30(月)の期間にインターンシップを行った。
(資料3-3-4_トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム)

達成度A
説明会に複数の学生が参加したが、応募までは至
らなかった。本学として本プログラムを推奨して
いることから、達成度「A」として評価した。

Ⅲ3　国際交流に関する目標
　外国の高等教育機関との協定に基づく学生の国際交流を継続発展させ、国際的な視野と知見を備えた技術者の育成を図るとともに、留学生の受入れを積極的に行う。
　また、学生が積極的に海外へ飛び立つ機会を拡充するとともに、教員や学生の国際交流活動を推進する。

ア　学生や教職員の国際交流を促進するため、米国・オハイオ州立大学への学生交流派遣を継続実施するとともに、カナダ・ジョージアンカレッジと中国・常州信息職業技術学院等
　　との国際交流を強化する。
イ　高専機構主催の海外インターンシップにも積極的に学生を派遣する。
ウ　留学生と日本人学生および地域社会、ならびに他高専留学生との交流活動を積極的に支援する。
エ　国際交流センターの取組みを積極的に活用する。
オ　高専機構の受け入れ方針に従い、本校の実態を踏まえたうえで、比率向上に努める。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ3　国際交流に関する目標



イ
5-⑥　他高専が主催する海外インターンシップへの
参加を支援する。(1.3-③-1)

富山高専主催の「北アイルランドインターンシップ」に2名
応募し採用され、8/18(日)～9/16(月)の期間に派遣した。
熊本高専主催の「高専生のための英語キャンプ2019」に1名
応募し採用され、シンガポールに8/19(月)～8/31(土)の期間
に派遣した。
(資料3-1-2-9_グロ-バルエンジニアプログラム充実(再掲))

達成度A

イ
5-⑦　専攻科のグローバルエンジニアプログラム学
生を対象に国際インターンシップの派遣を実施す
る。（1.3-③-1)

津市に本社をおく三重⾦属⼯業株式会社のベトナム生産法人
VIETNAM MIE CO.,LTDに専攻科学生を国際インターンシップ
履修学生として受け入れて頂いた。
(資料3-1-2-10_専攻科国際インターンシップ派遣(再掲))

達成度A

エ
5-⑧　ISTS 2019およびISATE2019について、参加者
を募り、支援を継続する。 （1.3-②)

ISTS 2019については、参加希望を提出したが、選考課程で
落選した。次年度以降も参加者を募り、支援を継続する。ま
た、ISATE2019については、本校からは1名の教員が論文を投
稿し発表した。
(資料3-3-5_ISTS2019の参加学生募集について)
(資料3-3-6_ISATE2019プログラム)

達成度A

オ
5-⑨　全国国立高専による私費外国人留学生対象の
3年次編入学試験の実施に協力する。(1.3-④-1)

計画通りに実施済である。
(資料3-3-7_私費外国人留学生対象3年次編入学試験実施) 達成度A

ウ
5-⑩　留学生の学習補助や学生生活全般のサポート
を行うために、日本人学生によるチューター制度を
継続して行う。(1.3-④-1)

チューター制度は第3学年及び第4学年に在籍する留学生に対
して適用している。また、生物応用化学科の留学生について
は、第4学年次にコース分けが行われるため、複数名の
チューターを付けて、コース分け後の正常なチューター制度
の利用に向けて前年度より継続的に実施している。
(資料3-1-1-13_留学生チューター推薦依頼(再掲))

達成度A

ウ
5-⑪　留学生に対し、日本語を読む・書く・話す・
聞く能力を高める授業を継続して行う。(1.3-④-1)

留学生に対して、日本語教育の授業を最大で週2コマ開講し
ており、留学生の日本語能力向上に寄与した。
(資料3-1-1-14_シラバス(日本語教育ⅠA)(再掲))

達成度A

ウ
5-⑫　専門教育の基礎的な部分を補うために、留学
生の個々の学力を確認しながら、第2学年までの専
門科目の補講を行う。(1.3-④-1)

第3学年に編入学してくる留学生に対して、低学年で学ぶ専
門分野を復習するため、学級担任が中心となって、各学科で
週1コマ実験実習を含めた多角的な講義を行い、留学生の学
力の到達度を確認しながら、他の同学年学生と同水準になる
よう努めている。
(資料3-1-1-15_学年別時間割(留学生)(再掲))

達成度A

ウ
5-⑬　東海地区5高専に在学する外国人留学生に対
する研修会に留学生を参加させる。(1.3-④-1)

12/21(土)に沼津高専主催の研修会に学生6名を参加させた。
(資料3-1-1-16_令和元年度東海地区外国人留学生交流会(再
掲))

達成度A

ウ
5-⑭　留学生関連行事として、実地研修旅行、校長
との懇談会、進路支援相談会、留学生交流会を引き
続き実施する。(1.3-④-1)

1/11(土)に鳥羽商船高専と合同で実地研修旅行を実施した。
また、留学生交流会は、12/20(金)に日本人学生と留学生が
共同して当該会の運営等を実施した。なお、進路支援相談
会･校長との懇談会については、学年末試験終了後に行っ
た。
(資料3-1-1-17_令和元年度留学生交流会(再掲))

達成度A



オ
5-⑮　本科3学年への外国人留学生の受入れのほ
か、本科1年次や専攻科への受入れを推進する。
(1.3-④-1)

来年度は国費留学生として、機械工学科に1名(マレーシ
ア)、生物応用化学科に2名(モンゴル、カンボジア)の受入れ
が決定している。
((資料3-1-1-12_国立高等専門学校編入学試験学生募集要項
[外国人対象](再掲))

達成度A

オ

5-⑯　専攻科への受け入れを推進するため、第3学
年に編入学してくる留学生に対して、低学年で学ぶ
専門分野を復習するため、学級担任が中心となっ
て、各学科で週1コマ実験実習を含めた多角的な講
義を行い、留学生の学力の到達度を確認しながら、
他の同学年学生と同水準になるように努める。
（1.3-④-1)

第3学年に編入学してくる留学生に対して、低学年で学ぶ専
門分野を復習するため、学級担任が中心となって、各学科で
週1コマ実験実習を含めた多角的な講義を行い、留学生の学
力の到達度を確認しながら、他の同学年学生と同水準になる
ように努めている。クラス内順位の結果から、一部の対象学
生を除き、ほぼ同学年学生と同水準に到達していると判断で
きる。
(資料3-1-1-15_学年別時間割(留学生)(再掲))
(資料3-3-8_留学生学力の到達度確認)

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

6-①　本校の運営規則に基づき、各種委員会におけ
るその活動状況について担当委員長から活動実績を
報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-②
再掲)

本校の運営規則に基づき、各種委員会等における活動状況
を中間時点でPDCA推進会議にてチェックし、効果的な学校
運営へ反映させた。
(資料3-1-4-15_令和元年度第1回PDCA推進会議議事要旨(再
掲))

達成度A

ア

6-②　優秀な活動をした教員に対しては、教育研究
奨励賞授与を継続的に行うとともに、研究において
は各教員の個人研究、共同研究に校長裁量経費より
支援する活動も継続的に実施する。(1.1-(3)-⑦
再掲)

優秀な活動をした教員に対しては、教育研究奨励賞授与を
継続的に行うとともに、研究においては各教員の個人研
究、共同研究に校長裁量経費より支援する活動も継続的に
実施した。
(資料3-1-3-14_教育研究奨励賞･校長裁量経費(再掲))

達成度A

ア
6-③　科研費説明会の開催、校長裁量経費の有効利
用等により、教員が積極的に競争的資金の獲得を目
指す環境づくりを行う。(1.2-②　再掲)

富山高専で行われた科研費獲得のための研究発表会や機構
本部主催の科研費説明会(TV会議システム)に参加し、積極
的な外部資金獲得に取組んでいる。また、校長裁量経費を
教員へ配分するに際し、外部資金への申請を念頭とした公
募型で対応した。
(資料3-2-32_競争的資金獲得環境づくり(再掲))

達成度S
年度計画に挙げられた２つのみならず、他高専主催
の研究発表会にも参加する等、その他外部資金の獲
得に向けた環境づくりに努めた。

Ⅲ4　管理運営に関する目標
　校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサイクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会
　の位置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。
　また、本校における教育研究等の活動全般について自己点検・評価を行うとともに、広く外部からの意見を取り入れ、開かれた学校運営を行う。
　さらには、限られた各種資源を戦略的に配分するため、本校の運営方針に基づき、重点的に資源配分する仕組みを整備するとともに、教職員が行う業務の改善に努める。また、事務
  処理の効率化・簡素化並びに事務職員及び技術職員の資質の向上にも努める。
　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、情報システム環境を整備する。

ア　校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。
イ　各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を行うとともに、本校のPDCAサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果を評価
    しつつ改善を図る。
ウ　学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。
エ　内部監査体制を構築し、また他高専等と連携して、監査の強化を図る。
オ　機構本部策定の「公的研究費等に関する不正使用の再発防止策」を確実に実施する。
カ　教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な
    人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。
キ　職員の能力開発と専門性の向上のため、民間等で行う研修を含めた研修会に積極的に参加させる。
ク　学校の課題やリスクに対し、研修や倫理教育等を通じて全教職員の意識向上に取り組む。
ケ　職員の採用・人事交流に当たっては、専門的知識や技能を有する人材を確保する。
コ　再雇用等定年後の雇用について、合理的･効果的な方法を検討し実施する。
サ　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を整備する。
シ　コンプライアンス意識向上に関し、学内における意識啓発を行う。
ス　安全衛生委員会によるパトロールの実施等により、学内の安全管理に取組む。
セ　学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。
ソ　安否確認システムについて、学生および教職員に対して適切に連絡が行くように登録・更新を周知する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ4　管理運営に関する目標



ア
6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度も鳥羽商船との連携強化推進委員会として、第1回
目を7月に開催しており、各種業務において連携を推進し
た。
(資料3-2-33_鳥羽商船高専連携強化推進委員会(再掲))

達成度A

ウ

6-⑤　本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価
及び第三者評価に対応する「自己点検評価一覧」を
活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。
(1.1-(4)-②　再掲)

本校独自の評価基準に基づく自己点検評価及び第三者評価
に対応する「自己点検評価一覧」を活用し、点検評価･改
善を継続的に実施するとともに、自己点検あるいは第三者
評価の際の書類作成を円滑とするため、6/21(金)までに年
度計画の確認、10/11(金)までに中間報告、1月末までに年
度末報告としてPlanシートとCheckシートの作成を各委員
会等で行った。
(資料3-1-4-16_自己点検評価一覧活用(再掲))

達成度A

ウ
6-⑥　点検評価活動に資するため、各種会議等の議
事録について、学内ウェブページへの掲載を継続す
る。(1.1-(4)-②　再掲)

点検評価活動に資するため、各種会議等の議事要旨を学内
ウェブページ(教職員ページ)への掲載を継続している。
(資料3-1-4-17_各種会議等の議事録学内Webページ掲載(再
掲))

達成度A

エ
6-⑦　高専機構の方針に従い、他高専との相互間監
査を通じて、監査の強化を図る。(8.4-②-3、8.4-
③　再掲)

高専機構の通知に従い、本年度は豊田高専における相互監
査(本校受審)となるが、11/29(金)に実施した。その監査
にて指摘を受けた事項は、改善策を樹立したうえで実行し
た。
(資料3-4-1_高専相互会計内部監査)

達成度A

エ
オ

6-⑧　本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公
的研究費等に関する不正使用等の防止に努める。
(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

本校の内部監査と特別監査を11/14(木)に実施した。
本年度に本校の内部監査規則の一部改正を行っており、そ
の改正にてチェックシートを定めたことから、特に公的研
究費等に関する不正使用等の有無について、重点的に確認
をした。
(資料3-4-2_内部監査及び特別監査)

達成度S
昨年度は、監査体制や監査項目の見直しを行ってい
なかったことから、達成度「B」として評価してい
たが、規則を含めて監査項目等の見直しを行ったこ
とから、本年度は達成度「S」として評価した。

カ
6-⑨　教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に
基づき、教員に対し評価を行い、その結果を賞与等
に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

教員の教育業績等に関する評価の取扱い等に基づき、教員
に対し評価を行い、その結果を賞与等に反映させた。
(資料3-1-3-15_学生による教員の評価アンケート(再掲))

達成度A

カ

6-⑩　職員についても独立行政法人国立高等専門学
校機構職員人事評価実施要領を基礎として、本校に
おける職員評価制度を実施するとともに、評価結果
に基づき賞与等に反映させる。(1.1-(3)-⑦　再掲)

職員についても独立行政法人国立高等専門学校機構職員人
事評価実施要領を基礎として、本校における職員評価制度
を実施するとともに、評価結果に基づき賞与等に反映させ
ている。
(資料3-1-3-16_職員人事評価の実施(再掲))

達成度A

キ
6-⑪　事務職員及び技術職員の能力向上を図るた
め、地方自治体、民間等外部団体主催の研修に積極
的に参加する。(8.2-(1)-⑤　再掲)

事務職員及び技術職員の能力向上の一環として、東海･北
陸地区国立高等専門学校技術職員研修会や東海地区国立大
学法人等中堅職員研修を受講した。
(資料3-4-3_事務職員及び技術職員研修)

達成度A

ケ

6-⑫　事務職員等の採用・人事交流にあたっては、
近隣の国立大学法人等との計画的な交流を実施する
ことで多様性のある人材の確保に努める。(8.2-
(1)-⑤　再掲)

事務職員の人事交流として、三重大学から4名、名古屋大
学から1名、愛知教育大学から1名を受入れており、計画的
な交流を実施することで多様性のある人材の確保に努めて
いる。
(資料3-4-4_事務職員採用・人事交流)

達成度A



ケ
6-⑬　高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要
項」に基づき、他高専との人事交流を実施する。
(8.2-(1)-⑤　再掲)

昨年度に引続き、再雇用教員(社会)1名を受け入れること
によって、「高専・両技科大間教員交流制度」や再雇用時
の他高専からの受け入れに積極的に参画し人事交流を進め
ている。
(資料3-1-3-6_高専･両技科大教員交流(再掲))

達成度A

キ
6-⑭　高専機構として実施する新任、中堅、管理職
対象の研修や情報系の研修会に積極的に参加する。
(8.2-(1)-⑤　再掲)

高専機構主催の9月に開催された人事事務担当者説明会や
10月に開催された若手職員研修会など、積極的に参加して
いる。また、国立大学法人等情報化発表会にも情報系の研
修会として参加している。
(資料3-4-5_高専機構主催研修会)

達成度A

コ
6-⑮　再雇用制度を有効活用するため、第3ブロッ
ク内の定年退職者を再雇用教員として受入れ、本校
教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤　再掲)

和歌山高専を定年退職した教員1名を平成30年4月から教養
教育科再雇用教員(嘱託教授)として本校に受け入れ、これ
まで和歌山高専で培ってきた経験をもとに本校教員と交流
を推進した。
(資料3-4-6_再雇用制度(定年退職者人事交流)有効活用)

達成度A

セ
6-⑯　学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目
的とした学生・教職員向けの講習会（セキュリ
ティー講習会等）を継続する。(8.3　再掲)

 学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした学
生・教職員向けの講習会（セキュリティー講習会等）を実
施した。
(資料3-4-7_学内ネットワーク講習会)

達成度A

ク
シ

6-⑰　教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプ
ライアンスに関するセルフチェックを実施する。
(8.4-②-2、8.4-②-3　再掲)

10/16(水)に開催した教職員会議で研究者倫理、研究費の
不正使用防止に関する研修会を開催し、コンプライアンス
に関する意識啓発を図った。また、5/17(金)を期限とし
て、情報セキュリティ強化に関するセルフチェックをWeb
上で行った。
(資料3-4-8_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向上)

達成度A

ス
6-⑱　毎月1回安全衛生委員会を開催し、安全管
理、事故防止に関する具体的方策を必要に応じ検討
し、実行する。(8.1-②　再掲)

毎月1回安全衛生委員会を開催し、安全管理、事故防止に
関する具体的方策を必要に応じ検討し、実行した。
(資料3-4-9_安全衛生委員会議事録)

達成度A

サ
セ

6-⑲　学生向けのネットワークセキュリティ講習
会、或いは教職員向けの講習会を実施する。なお、
情報インシデントへの対応については、運営会議及
び教職員会議での注意喚起のほか機会あるごとに情
報提供等を行う。(8.3　再掲)

4/23（火）に学生向けのネットワークセキュリティ講習
会、9/25(水)に教職員向けのサイバーセキュリティ講習会
を実施した。なお、情報インシデントへの対応について
は、発生した段階で教職員に対するメールによる注意喚
起、運営会議における報告及び教職員会議での注意喚起を
することにより、その都度の情報提供を行った。
(資料3-4-10_情報セキュリティ講習会)

達成度A

ソ
6-⑳　定期的に実施される防災訓練中に安否確認訓
練も行い、学生の安否確認システムへの登録率を把
握する。

7月上旬に実施した防災訓練で安否確認訓練を行うととも
に、学生・教職員の安否確認システム（「すぐメール」）
の登録を徹底した。
(資料3-4-11_防災訓練安否確認)

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度も鳥羽商船との連携強化推進委員会として、第1
回目を7月に開催しており、各種業務において連携を推
進した。
(資料3-2-33_鳥羽商船高専連携強化推進委員会(再掲))

達成度A

ア
7-①　第3ブロック内で人事交流の連携強化に努め
る。(8.2-(1)-⑤　再掲)

鳥羽商船高専及び鈴鹿高専における職員の人事交流に
関する覚書により、双方で職員1名を交流させている。
(資料3-5-1_第3ブロック内人事交流)

達成度A

ア
7-②　第3ブロックの校長会議、事務部長会議等を
通じて、様々な連携･情報交換を行う。(8.4-①-2、
8.4-①-3　再掲)

4月下旬と9月下旬に開催された機構本部主催の校長･事
務部長会議、10月上旬に開催された第3ブロックの校長
会議等を通じて、様々な情報交換を行った。
(資料3-5-2_校長会議･事務部長会議連携･情報交換)

達成度A

Ⅲ5　その他
　校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を構築する。

ア　校長のリーダーシップのもとで近隣高専との連携を考慮しながら、本校の将来像を検討し将来構想計画を策定する。

第4期中期目標　Ⅲ　国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

第4期中期計画　Ⅲ5　その他



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

8-1-①　教育・研究・管理運営等の業務において、
鳥羽商船との連携強化に努めるとともに、第3ブ
ロック内の高専との連携の在り方を探る。(2.1)

本年度も鳥羽商船との連携強化推進委員会として、第1回
目を7月に開催しており、各種業務において連携を推進し
た。また、4月下旬と9月下旬に開催された機構本部主催の
校長･事務部長会議、10月上旬に開催された第3ブロックの
校長会議等を通じて、様々な情報交換を行った。
(資料3-2-33_鳥羽商船高専連携強化推進委員会(再掲))
(資料3-5-2_校長会議･事務部長会議連携･情報交換(再掲))

達成度A

ア
ウ

8-1-②　予算の効率的な運用を策定し、運営費交付
金の縮減に対応する。(2.1)

運営費交付金の縮減に対応(効率化係数による予算配分減
少に対応)するため、昨年度までの運営交付金における予
算配分構成を見直し、教育･研究に重みをおいた予算配分
とした。また、校長裁量経費も教育･研究に重みをおいた
効率的な配分計画へと見直しを行った。
(資料4-1-1_効率的予算策定)

達成度A

ア
イ

8-1-③　管理運営に関する各種委員会の再編による
効率的運用や事務組織との緊密な連携により、一般
管理費の縮減の節約に努める。(2.1)

学内に学校運営･校務分担見直しPTを立ち上げ、各種委員
会の効率的な再編･運用、事務組織との連携を如何にすべ
きかの検討を行った。また、2～3年後を目途に教育体制整
備における教員数削減に耐えうるべく、各種委員会等のス
リム化を図ることとした。
(資料4-1-2_各種委員会再編･効率的運用)

達成度A

イ

8-1-④　新規事業の開拓や既存事業の新たな発展に
向け教職員の積極的な参画を図るとともに、外部資
金の獲得を推進することで一般管理費からの配分を
抑える。(2.1)

文部科学省、経済産業省、科学技術振興機構等が公募して
いる事業に対し、新たな発展に向けた積極的な公募を推進
しており、また、科研費の申請率向上に向けた取組みや共
同研究等(産学官協働研究室含む)の受入れ件数を増やすこ
とへの取組みを強化し、外部資金を獲得することによる一
般管理費からの配分(支出)を押さえるように努めた。
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチング(再掲))
(資料3-2-29_産学官協働研究室企業確保（再掲))
(資料3-2-32_競争的資金獲得環境づくり(再掲))
(資料4-1-3 外部資金獲得推進)

達成度A

Ⅳ1　一般管理費等の効率化
　運営費交付金の減額による支障が発生しないように業務の効率化を図る。

ア　中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基づく運用・調整を行う。
イ　管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額による支障の発生しないよう継続的な努力をする。
ウ　教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な人員
　　配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4　管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅳ　業務運営の効率化に関する事項

第4期中期計画　Ⅳ1　一般管理費等の効率化



イ

8-1-⑤　学内ライフライン整備からの公共下水への
接続に伴う下水道料金の増分を考慮し、本校全体の
光熱水の使用量を平成30年度を基準としてより一層
の節約に努める。(2.1)

来年度からの公共下水への接続に伴う下水道料金の増分を
考慮し、本校全体の光熱水量の使用量を平成30年度を基準
として、より一層の節約に努めることとしている。
(資料4-1-4_光熱水使用量)

達成度B
今年度末の実績を見てからの評価になること、及び
来年度に公共下水への接続となることから、本年度
はその傾向が見えないところもあり、達成度「B」と
して評価した。

イ
9-⑧　高専機構全体の運営交付金が減少となること
に伴い、適切な予算計画を樹立し、無駄のない予算
執行に努める。(3.1　再掲)

高専機構全体の運営費交付金が減少となることに伴い、昨
年度までの運営費交付金における予算配分構成を見直し、
教育･研究に重みをおいた予算配分とした。また、校長裁
量経費も教育･研究に重みをおいた効率的な配分計画へと
見直しを行った。
(資料4-1-5_適切な予算計画樹立)

達成度A

イ
9-⑪　事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化
の促進などを推奨する。(3.1　再掲)

情報共有を必要としない通知文書については、決裁(供閲
等)に付さず、関係者へメール通知するなどして、ペーパ
レス化に取組んだ。なお、電子化の促進については、費用
面を考慮し、本校としての取り決めを定めたうえで、実情
に応じて実施するか否かの判断を行うこととしている。
(資料4-1-6_事務費削減電子化等推奨)

達成度B
電子化の促進については、各係の業務の実情に合わ
せて来年度実施することとしていることから、達成
度「B」として評価した。



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

Ⅳ2　給与水準の適正化
　※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標として定めない。

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期目標として定めない。

第4期中期目標　Ⅳ　業務運営の効率化に関する事項

第4期中期計画　Ⅳ2　給与水準の適正化

※独立行政法人国立高等専門学校機構に属する全高専に係る事項により、本校では中期計画として定めない。



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
8-2-①　原則として一般入札で対応することとし、
真にやむを得ない場合を除き随意契約を行わないこ
とを徹底する。(2.3)

原則として一般入札で対応しており、真にやむを得ない
場合を除き随意契約を行わないことを徹底した。なお、
10月の教職員会議の場において、公的研究費使用に関す
る研修会を開催した。
(資料3-4-8_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向
上(再掲))
(資料4-3-1_機構会計規則)
(資料4-3-2_公的研究費使用マニュアル)

達成度A

Ⅳ3　契約の適正化
　随意契約の適正化を推進し、契約は原則として一般競争入札等によることとする。さらに、引き続き「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について
（平成27年5月25日総務大臣決定）」に基づく取組みを着実に実施することとし、「調達等合理化計画」の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施に努める。

ア　高専機構の規程および規則等を遵守のうえ、契約は原則として一般競争入札等によることとし、入札及び契約の適正な実施に努める。

第4期中期目標　Ⅳ　業務運営の効率化に関する事項

第4期中期計画　Ⅳ3　契約の適正化



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

9-①　共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助
成事業などの外部資金の獲得に積極的に取組み、自
己収入の増加を図る。(3.1)

鈴鹿高専テクノプラザ企業会員との技術相談等からの
マッチング、SUZUKA産学官交流会主催のサロン･フォー
ラム、イノベーションジャパン2019への出展等を通じ
て、共同研究、受託研究、寄附金の獲得に積極的に取
組んだ。また、機構本部が主催する科研費説明会や科
研費獲得のための研究発表会等にも積極的に参加し、
科学研究費助成事業のみならず、その他外部資金の獲
得にも鋭意取組み、自己収入の増加に努力した。
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチング(再掲))
(資料3-2-8_イノベーション・ジャパン2019(再掲))
(資料3-2-32_競争的資金獲得環境づくり(再掲))

達成度A

ア
9-⑧　高専機構全体の運営交付金が減少となること
に伴い、適切な予算計画を樹立し、無駄のない予算
執行に努める。(3.1)

高専機構全体の運営費交付金が減少となることに伴
い、昨年度までの運営費交付金における予算配分構成
を見直し、教育･研究に重みをおいた予算配分とした。
また、校長裁量経費も教育･研究に重みをおいた効率的
な配分計画へと見直しを行った。
(資料4-1-5_適切な予算計画樹立(再掲))

達成度A

イ
9-⑪　事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化
の促進などを推奨する。(3.1)

情報共有を必要としない通知文書については、決裁(供
閲等)に付さず、関係者へメール通知するなどして、
ペーパレス化に取組んだ。なお、電子化の促進につい
ては、費用面を考慮し、本校としての取り決めを定め
たうえで、実情に応じて実施するか否かの判断を行う
こととしている。
(資料4-1-6_事務費削減電子化等推奨(再掲))

達成度B
電子化の促進については、各係の業務の実情に合わせ
て来年度実施することとしていることから、達成度
「B」として評価した。

Ⅴ1　戦略的な予算執行・管理
　管理業務の合理化に努めるとともに、本校の財務運営を適切に行い、教職員の意識改革を図って、固定的経費の節減に努める。

ア　運営費交付金である人件費、物件費等の効率的な執行を行うとともに、適切な財務管理を行う。
イ　教職員の意識改革を図り、事務費、光熱水料費等固定的経費の節減に努める。

第4期中期目標　Ⅴ　財務内容の改善に関する事項

第4期中期計画　Ⅴ1　戦略的な予算執行・管理



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
ウ

9-②　共同研究・受託研究については、技術相談等
を推進することにより、その件数の増に努める。ま
た、 その件数増については、鈴鹿高専テクノプラザ
等を活用するとともに、SUZUKA産学官交流会との連
携をすることにより、実現へと導く。(3.2)

共同研究･受託研究については、技術相談等を推進する
ことにより、その件数の増に鋭意取組んだ。また、 鈴
鹿高専テクノプラザや過年度に共同研究等を行った企
業との技術相談を通じ、その件数増に努めた。さら
に、SUZUKA産学官交流会におけるサロンを活用し、更
なる企業との連携を模索した。
(資料3-2-7_共同研究等受入れマッチング(再掲))

達成度A

ア
イ

9-③　科学研究費補助金等外部資金への応募のため
の学内ガイダンスを実施する。(3.2)

学内ガイダンスを実施する代わりに、機構本部が主催
する科研費説明会や科研費獲得のための研究発表会に
積極的に参加し、申請率の向上に努めた。
(資料3-2-1_科研費説明会(再掲))
(資料3-2-32_競争的資金獲得環境づくり(再掲))

達成度S
機構本部が主催する科研費申請説明会等、外部資金獲
得に積極的に取組んだ。また、科研費のみならず、そ
の他外部資金の獲得に向けた環境づくりに努めた。こ
れにより、学内ガイダンスを実施する以上の効果が得
られた

イ
9-④　科学研究費補助金への申請率80％の達成に向
けて取組みを強化し、採択件数の増に努める。(3.2)

機構本部が主催する科研費説明会や科研費獲得のため
の研究発表会に積極的に参加し、申請率(80%達成)の向
上に努めるとともに、学内査読、第三ブロックによる
査読、機構本部が主体となって行う査読を活用するこ
とにより、採択件数の増にも努めた。
(資料3-2-2_科研費査読ネットワークの活用(再掲))

達成度S
査読ネットワークを活用するなど、採択率向上に努め
るとともに、申請率にあっては91％となり、目標とし
た申請率80%を達成した。

ア
イ

9-⑤　科研費塾、科研説明会、申請書の事前レ
ビュー等の取組みにより、申請率や採択率の向上を
目指す。(3.2)

機構本部が主催する科研費説明会や科研費獲得のため
の研究発表会に積極的に参加し、申請率の向上に努め
るとともに、申請書の事前レビュー(査読)への取組み
により、申請率や採択率の向上を目指した。
(資料3-2-1_科研費説明会(再掲))
(資料3-2-2_科研費査読ネットワークの活用(再掲))

達成度S
機構本部が主催する科研費申請説明会等、外部資金獲
得に積極的に取組んだ。また、査読ネットワークを活
用するなど、採択率向上にも努めた。

ア
9-⑥　奨学寄付金については、可能な限り間接経費
を徴収することとし、自己収入確保の一杖とする。
(3.2)

奨学寄付金については、学生支援に係るもの以外は、
間接経費を徴収し、自己収入確保に努めた。
(資料5-2-1_寄附取扱規則)

達成度A

Ⅴ2　外部資金、寄付金その他自己収入の増加
　員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科学技術振興助成金等の外部研究資金の獲得に積極的に取り組み、その他の自己収入の増加を図る。

ア　共同研究、受託研究、寄附金、科学研究費助成事業などの外部資金の獲得に積極的に取組み、自己収入の増加を図る。
イ　教員の研究活動や産学連携活動等を活性化させることにより、科学研究費助成事業、科学技術振興助成金等外部研究資金の獲得に積極的に取り組むと共に、その他の自己収入についても
　　増加を図る。
ウ　企業との共同研究等を推進し、助成金申請件数の増大を図る。
エ　高専機構全体の運営費交付金の減少に伴い、効果的、並びに効率的な予算執行に努める。
オ　校長裁量経費を活用して、予算の戦略的重点配分を行う。

第4期中期目標　Ⅴ　財務内容の改善に関する事項

第4期中期計画　Ⅴ2　外部資金、寄付金その他自己収入の増加



ア
9-⑦　学生定員を充足し、入学料・授業料等の学納
金収入を確保する。(3.2)

学生定員を充足するため、入試広報における広報用DVD
や中学校教員対象の説明会に保護者、生徒も参加でき
るように見直しをするなど、入学料･授業料等の学納金
収入を確保(授業料収入の確保)に努めた。
(資料3-1-1-5_入試説明会、入試説明・学校学科紹介・
受験相談要項(再掲))

達成度A

エ

9-⑨　予算が厳しい状況にあるため、研究費等の外
部資金の獲得を推奨するとともに、対前年度比の予
算状況を教職員に提示し、更なる学内予算の節減に
努める。(3.2、3.3)

運営費交付金の学内配分方針(教育･研究に重みをおい
た予算配分)を見直し、「令和元年度当初予算配分の基
本方針」及び「令和元年度当初予算配分」を策定した
が、昨年度に引き続き予算が厳しい状況であるため、
個人研究費(教育研究実施経費)をはじめ前年度に比べ
予算の削減となったことなどを教職員に明示し、更な
る節約について協力を求めた。
(資料4-1-1_効率的予算策定(再掲))
(資料4-1-5_適切な予算計画樹立(再掲))

達成度A

オ
9-⑩　校長裁量経費の活用により、学科横断的な取
組み、高等教育機関との連携などから、共同研究を
推進する。(3.2)

教育研究推進費として校長裁量経費を活用し、本校教
員の学科横断的な取組みだけではなく、医工連携協定
を締結している鈴鹿医療科学大学など、他高等教育機
関との共同研究を推進している。また、校長裁量経費
の活用にあっては、科研費などの外部資金へ取組み強
化を念頭において、各教員に予算配算を行った。
(資料5-2-2_校長裁量経費共同研究推進)

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
9-⑫　発生した剰余金は、教育研究活動の充実、学
生の福利厚生の充実、産学連携の推進等の充実に充
てるように、予算配分計画を樹立する。(7)

剰余金が発生した場合には、教育研究活動の充実、学
生の福利厚生の充実、産学連携推進等の充実に充てる
よう、年度当初の予算配分計画を再編成することとし
ている。
(資料6-1_効率的予算策定)

達成度A

　経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。

ア　経費の節減等で発生した余剰金については、次年度に向けた教育研究活動、学生支援並びに公開講座・産学官連携の推進等の準備に充てる。

第4期中期目標　Ⅵ　余剰金の使途

第4期中期計画　Ⅵ　剰余金の使途



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア

3-1-⑪　女子学生の受入の推進に伴い、女子寮1棟
だけでは、定員をオーバーすることも予想されるた
め、男子寮も含め入寮環境の検討を行い、必要に応
じて寮全体の整備計画の検討を図る。(8.1-①-1
再掲)

女子学生の受入推進に伴い、女子寮1棟だけでは定員を
オーバーすることも将来予想されるため、概算要求の
施設整備計画の中で男子寮も含めた入寮環境の検討を
行った。
(資料7-1-1_寮全体整備計画検討)

達成度A

ア
3-6-①　学寮（第2・4青峰寮，青峰寮A）の現状を
調査し、入居率を考慮し、維持管理費の削減を考慮
した整備計画案の作成を行う。(8.1-①-1　再掲)

補正予算(施設計画(改修予定事業等)年次計画)を考慮
しつつ、学寮（第2･4青峰寮、青峰寮A）の現状調査を
行い、維持管理費の削減を考慮した整備計画(案)の作
成を行った。
(資料3-1-6-1_学寮整備計画(案)(再掲))

達成度A

ア
3-6-②　建物管理として雨漏り等を起こしていると
ころがある場合は、補修等を行う。(8.1-①-1　再
掲)

マルティメディア棟で雨漏りを起こしていることか
ら、防水改修を行った。
(資料3-1-6-2_建屋管理雨漏り等補修(再掲))

達成度A

ア
3-6-③　光熱水の削減に向けて、教室等の経年劣化
した照明をLED化および空調機の更新を実施する。
(8.1-①-1　再掲)

教室等の経年劣化した照明を順次、LED化にすることと
していたが、本年度は実績がなかった。また、生物応
用化学科棟(実験棟)2階と3階の空調機を更新した。
(資料3-1-6-3_光熱水削減教室LED･空調機更新(再掲))

達成度A
本年度は教室等の照明の経年劣化による不具合が見当
たらなかったことから、LED化への対応はしていない
が、空調機の整備を行ったことから、達成度「A」とし
て評価した。

ア
3-6-④ 夜間暗く危険となっているところの屋外環
境改善のため、外灯を設置する。(8.1-③　再掲)

経年劣化した野外外灯を順次、LED化にすることとして
いたが、本年度は実績がなかった。
(資料3-1-6-4_屋外環境改善のための外灯LED化(再掲))

達成度A
本年度は屋外外灯の経年劣化による不具合が見当たら
なかったことから、LED化への対応はしていないが、次
年度以降も環境改善に努めることから、達成度「A」と
して評価した。

ア
3-6-⑤　吹付アスベストを保有する居室は、定期に
アスベスト粉じん濃度の測定を実施する。(8.1-①-
1　再掲)

機構本部が主体となって行う昨年度実施した内部監査
時の依頼により、2月に吹付アスベストを保有する居室
の測定を行った。
(資料3-1-6-5_アスベスト粉塵濃度測定(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑥　各棟の空室となった教員室や実験室の調査
を行い、産学官協働研究室等の学内方針に従い、施
設の有効利用を図る。(8.1-①-1　再掲)

5月末に契約締結した産学官協働研究室(東京化成工業
株式会社)の研究事務室として教員退職後に空室となっ
た教員室を有効利用した。
(資料3-1-6-6_産学官協働研究室空室有効利用(再掲))

達成度A

Ⅶ1　施設及び設備に関する計画
　施設設備は本校の教育研究活動の基盤であるとの観点から、長期的な教育環境整備構想を策定し、整備に当たっては、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)
　するとともに、地球環境や都市環境の保全のため、省エネルギー対策を推進する。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
　また、教職員･学生の健康･安全を確保するため、実験・実習・実技に当たっての安全管理体制の整備を図る。

ア　長期的な教育環境整備構想を策定し、環境保全等の社会的要請に十分配慮(障害者への配慮も含む。)するとともに、省エネルギー対策を図る。

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ1　施設及び設備に関する計画



ア

3-6-⑦　電子情報工学科棟・専攻科棟は、ＥＶの設
置、機械工学科棟・マルチメディア棟及び青峰会館
等は、階段に昇降装置の設置を検討し、バリアフ
リー化を図る。(8.1-①-1　再掲)

電子情報工学科棟･専攻科棟は、建物全面改修時に併せ
てEV設置を検討した。また、機械工学科棟･マルチメ
ディア棟及び青峰会館等は、階段に昇降装置の設置を
検討した。
(資料3-1-6-7_EV･昇降機設置検討(再掲))

達成度A
EV設置、昇降機設置は検討段階ではあるが、補正予算
(施設計画(改修予定事業等)年次計画)等で改修が実現
すれば、その設置が可能となることから、達成度「A」
として評価した。

ア
3-6-⑧　利用率等については、継続的にその向上に
向けた検討を実施し、施設の有効利用に繋げる。
(8.1-①-1　再掲)

本校として数年に一度、施設利用状況調査を行ってお
り、本年度がその調査時期であったため、2月に調査を
実施した。その結果から稼働率の低い居室について
は、利用率向上に向けた方策を検討し、来年度実行す
ることとした。
(資料3-1-6-8_施設利用状況調査(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑨　組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続
して行う。(8.1-②　再掲)

組換えDNA実験安全管理規則の運用を継続して行った。
平成30年度実験実施報告は7件であり、令和元年度の組
換えDNA実験および動物実験を審査し、許可した件数は
8件であった。
(資料3-1-6-9_組換えDNA実験安全管理(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑩　全学科において実験実習科目の実施時の安
全教育に「実験実習安全必携」を活用する。(8.1-
②　再掲)

全学科において実験実習科目の実施時の安全教育に
「実験実習安全必携」を活用した。
(資料3-1-6-10_実験実習安全必携(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑪　排水管理WGを中心に学生のみならず、教職
員に対しても実験用薬液等の管理方法･教育を徹底
させる。(8.1-②　再掲)

前期･後期の授業始まりに排水管理マニュアル等の徹底
を図るため、教職員に対してメール通知(学生指導を含
む)を行い、実験用薬液等の管理方法･教育を徹底させ
た。
(資料3-1-6-11_排水管理WG管理方法･教育(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑫　全レベルに対応したバイオハザード指針に
沿って整備した「研究微生物安全管理規則」の運用
を引き続き進める。(8.1-②　再掲)

全レベルに対応したバイオハザード指針に沿って整備
した「研究用微生物安全管理規則」の運用を引き続き
進めた。
(資料3-1-6-12_研究用微生物安全管理規則(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑬　安全衛生委員会内で安全パトロールを定期
的に実施し、要改善箇所の対策を講ずる。(8.1-②
再掲)

毎月1回、安全衛生委員会で安全パトロールを実施し、
要改善箇所があった場合は、その対策を講じた。
(資料3-1-6-13_安全衛生委員会議事録(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑭　教職員に対し、救命法講習会を実施する。
(8.1-②　再掲)

9/27(金)に教職員に対し、救急救命法講習会を実施し
た。
(資料3-1-6-14_救急救命講習会(再掲))

達成度A

ア
3-6-⑮　細菌の取扱いについての規定を整備してい
ないことから、その規則整備の必要性を検討のう
え、必要となった場合は対応する。(8.1-②　再掲)

細菌の取扱いについての規定を整備していないことか
ら、その規則整備の必要性を検討のうえ、必要となっ
た場合は対応することとした。
(資料3-1-6-15_他機関細菌取扱要領(再掲))

達成度A
規定制定までには至らなかったが、学内の実験安全管
理の状況を鑑み、必要となったっ場合は規定を整備す
ると結論付けたことから、達成度「A」として評価し
た

ア
6-⑱　毎月1回安全衛生委員会を開催し、安全管
理、事故防止に関する具体的方策を必要に応じ検討
し、実行する。(8.1-②　再掲)

毎月1回安全衛生委員会を開催し、安全管理、事故防止
に関する具体的方策を必要に応じて検討し、実行し
た。
(資料3-4-9_安全衛生委員会議事録(再掲))

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
3-3-①　本校以外の教育機関、研究機関、企業等で
勤務経験がある等、多様な背景を持つ人材の採用に
努める。(1.1-(3)-①、1.1-(3)-④　再掲)

今年度、教養教育科(社会)、電子情報工学科及び材料工学科の教
員を各1名公募した。選考過程において、左記の項目にも配慮し
た。
(資料3-1-3-1_多用な背景を持つ人材採用(再掲))

達成度A

ア

3-3-④　専門科目については博士の学位等の職業上
の高度な資格をもつ者、理系以外の一般科目につい
ては修士以上の学位をもつ者あるいは高度な実務能
力をもつ者等、優れた教育力を有する者の採用に努
める。(1.1-(3)-④　再掲)

今年度、教養教育科(社会)、電子情報工学科及び材料工学科の教
員を各1名公募した。選考過程において、左記の項目にも配慮し
た。
(資料3-1-3-4 _優れた教育力を有する教員採用(再掲))

達成度A

ア
3-3-⑤　女性教職員の就業環境改善のためにイノ
ベーション交流プラザ内の「男女共同参画エリア」
を活用する。(1.1-(3)-③　再掲)

イノベーション交流プラザ内の男女共同参画エリアを活用し、交
流会を「女性教職員の就業環境改善」を議題として、3月末に実
施することとしている。
(資料3-1-3-4_男女共同参画室会議(再掲))

達成度A
3月末実施ではあるが、確実に交流会を実施す
ることから、達成度を「A」として評価した。

ア

3-5-㉑　女性教職員による交流会及び女子学生の教
育・生活・進路支援として、女子学生の意見や要望
等を聴取するための女子学生交流会を開催し、支援
する。(1.1-(5)-③　再掲)

イノベーション交流プラザ内の男女共同参画エリアを活用し、交
流会を「女性教職員の就業環境改善」を議題として、3月末に実
施することとしている。
(資料3-1-3-4_男女共同参画室会議(再掲))

達成度B
女性教職員については、3月末に交流会を実施
することとしているが、女子学生に対する交
流会を実施できなかったことから達成度を
「B」として評価した。

ウ
3-5-㉒　キャリア教育及び就職支援として、女子学
生に「高専女子フォーラム」に参加させる。(1.1-
(5)-③　再掲)

12/21(土)に高専女子フォーラムが開催され、女子学生のポス
ター発表を行い、参加企業にアピールする場となった。
(資料3-1-1-11_高専女子フォーラムin関西2019(再掲))

達成度A

ウ
3-6-⑯　高専機構のみならず、三重県等の外部機関
が主催するシンポジウムや講演会等に参加し、教職
員の意識向上を図る。(1.1-(3)-⑥　再掲)

三重県教育委員会が主催する高等学校教員を対象とする研修講座
一覧を教職員に周知し、教職員の参加を促した。また、
12/10(火)に実施された中勢地区高等学校生徒指導連絡協議会の
講演会を本校で開催した。
(資料3-1-3-9_三重県教育委員会研修会(再掲))

達成度A
教員への参加を促したが、三重県教育委員会
が主催する講座への派遣には至らなかった。
ただし、本校で開催した講演会の実績がある
ことから、達成度「A」として評価した。

Ⅶ2　人事に関する計画
　公募制を実施することにより、優れた学識と豊かな経験を有する教育研究能力の高い人材の確保に努めるとともに、優れた教育研究力や多様な経験を有する人材を教員として採用する
  ために、外部機関との人事交流を進める。
  また、FD活動を組織的に実施し、優秀な教員の表彰を行うとともに、教員研修や研究会等(国外を含む。)に参加する機会を充実する等、教員の教育力の向上に努める。(3.1-(3)多様
  かつ優れた教員の確保　再掲)

ア　中長期的な観点に立った適切な人員管理を策定するとともに、本校全体の人事方針に基づく運用・調整を行う。(4.1一般管理費等の効率化　再掲)
イ　管理業務を全般的に見直し、業務の合理化と効率的運用を図る等、運営費交付金の減額による支障の発生しないよう継続的な努力をする。(4.1一般管理費等の効率化　再掲)
ウ　教職員の職務状況を客観的に評価し、その評価を全教職員の資質の向上と業務運営の効率化に反映させる。また、学校経営の観点から業務内容と業務量の見直しを行い、適正な
    人員配置（アウトソーシングを含む。）と業務の合理化・効率化を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ2　人事に関する計画



ウ
6-⑪　事務職員及び技術職員の能力向上を図るた
め、地方自治体、民間等外部団体主催の研修に積極
的に参加する。(8.2-(1)-⑤　再掲)

事務職員及び技術職員の能力向上の一環として、東海･北陸地区
国立高等専門学校技術職員研修会や東海地区国立大学法人等中堅
職員研修を受講した。
(資料3-4-3_事務職員及び技術職員研修(再掲))

達成度A

ア

6-⑫　事務職員等の採用・人事交流にあたっては、
近隣の国立大学法人等との計画的な交流を実施する
ことで多様性のある人材の確保に努める。(8.2-
(1)-⑤　再掲)

事務職員の人事交流として、三重大学から4名、名古屋大学から1
名、愛知教育大学から1名を受入れており、計画的な交流を実施
することで多様性のある人材の確保に努めている。
(資料3-4-4_事務職員採用・人事交流(再掲))

達成度A

ア
6-⑬　高専機構制定の「高専間職員交流制度実施要
項」に基づき、他高専との人事交流を実施する。
(8.2-(1)-⑤　再掲)

昨年度に引続き、再雇用教員(社会)1名を受け入れることによっ
て、「高専・両技科大間教員交流制度」や再雇用時の他高専から
の受け入れに積極的に参画し、人事交流を進めている。
(資料3-1-3-6_高専･両技科大教員交流(再掲))

達成度A

イ
6-⑭　高専機構として実施する新任、中堅、管理職
対象の研修や情報系の研修会に積極的に参加する。
(8.2-(1)-⑤　再掲)

高専機構主催の各研修に積極的に参加している。
(資料3-4-5_高専機構主催研修会(再掲)) 達成度A

ア
6-⑮　再雇用制度を有効活用するため、第3ブロッ
ク内の定年退職者を再雇用教員として受入れ、本校
教員との交流を推進する。(8.2-(1)-⑤　再掲)

和歌山高専を定年退職した教員1名を平成30年4月から教養教育科
再雇用教員(嘱託教授)として本校に受け入れ、これまで和歌山高
専で培ってきた経験をもとに本校教員との交流を推進した。
(資料3-4-6_再雇用制度(定年退職者人事交流)有効活用(再掲))

達成度A

ア
7-①　第3ブロック内で人事交流の連携強化に努め
る。(8.2-(1)-⑤　再掲)

鳥羽商船高専及び鈴鹿高専における職員の人事交流に関する覚書
により、双方で職員1名を交流させている。
(資料3-5-1_第3ブロック内人事交流(再掲))

達成度A

イ

8-1-①　教育・研究・管理運営等の業務において、
鳥羽商船との連携強化に努めるとともに、第3ブ
ロック内の高専との連携の在り方を探る。(2.1　再
掲)

本年度も鳥羽商船との連携強化推進委員会として、第1回目を7月
に開催しており、各種業務において連携を推進した。また、4月
下旬と9月下旬に開催された機構本部主催の校長･事務部長会議、
10月上旬に開催された第3ブロックの校長会議等を通じて、様々
な情報交換を行った。
(資料3-2-33_鳥羽商船高専連携強化推進委員会(再掲))
(資料3-5-2_校長会議･事務部長会議連携･情報交換(再掲))

達成度A

イ
9-⑪　事務費の削減のため、ペーパレス化、電子化
の促進などを推奨する。(2.1　再掲)

情報共有を必要としない通知文書については、決裁(供閲等)に付
さず、関係者へメール通知するなどして、ペーパレス化に取組ん
だ。なお、電子化の促進については、費用面を考慮し、本校とし
ての取り決めを定めたうえで、実情に応じて実施するか否かの判
断を行うこととしている。
(資料4-1-6_事務費削減電子化等推奨(再掲))

達成度B
電子化の促進については、各係の業務の実情
に合わせて来年度実施することとしているこ
とから、達成度「B」として評価した。

ウ

10-①　管理運営に関する各種委員会の再編による
効率的運用や事務組織との緊密な連携により、教員
の教育研究に対する質の向上に努める。(2.1　再
掲)

学内に学校運営･校務分担見直しPTを立ち上げ、各種委員会の効
率的な再編･運用、事務組織との連携を如何にすべきかの検討を
行った。また、2～3年後を目途に教育体制整備における教員数削
減に耐えうるべく、各種委員会等のスリム化を図ることとした。
(資料4-1-2_各種委員会再編･効率的運用(再掲))

達成度A

ア
10-②　若手教員の人員確保及び教育力強化のため
に、教員人員枠管理の弾力化を行う。(8.2-(1)-③)

本校における教育体制整備において、若手教員の人員を確保(准
教授、講師)することとしており、その中で教育力強化を図ると
ともに、教員人員枠管理の弾力化を行うこととしている。
(資料3-1-3-8_標準人事枠計画的解消(再掲))

達成度A



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ア
イ

6-⑯　学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目
的とした学生・教職員向けの講習会（セキュリ
ティー講習会等）を継続する。(8.3　再掲)

学内ネットワークの円滑かつ安全な利用を目的とした
学生・教職員向けの講習会（セキュリティー講習会
等）を実施した。
(資料3-4-7_学内ネットワーク講習会(再掲))

達成度A

ア

6-⑲　学生向けのネットワークセキュリティ講習
会、或いは教職員向けの講習会を実施する。なお、
情報インシデントへの対応については、運営会議及
び教職員会議での注意喚起のほか機会あるごとに情
報提供等を行う。(8.3　再掲)

4/23（火）に学生向けのネットワークセキュリティ講
習会、9/25(水)に教職員向けのサイバーセキュリティ
講習会を実施した。なお、情報インシデントへの対応
については、発生した段階で教職員に対するメールに
よる注意喚起、運営会議における報告及び教職員会議
での注意喚起をすることにより、その都度の情報提供
を行った。

達成度A

Ⅶ3　情報セキュリティについて
　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、政府の方針を踏まえ、情報システム環境を整備する。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

ア　業務運営のために必要な情報セキュリティ対策を適切に推進するため、規則や手順等を整備する。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
イ　学生向けのネットワークセキュリティ講習会、或いは教職員向けの講習会を実施する。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ3　情報セキュリティについて



中期
計画

令和元年度　年度計画 対応実績 自己評価と課題

ケ
コ
サ

6-①　本校の運営規則に基づき、各種委員会におけ
るその活動状況について担当委員長から活動実績を
報告させ、効果的な学校運営を行う。(1.1-(4)-②
再掲)

本校の運営規則に基づき、各種委員会等における活動
状況を中間時点でPDCA推進会議(11/8開催)にてチェッ
クし、効果的な学校運営へ反映させた。
(資料3-1-4-15_令和元年度第1回PDCA推進会議議事要旨
(再掲))

達成度A

ケ
6-④　鳥羽商船高専との連携強化推進委員会によ
り、連携を推進する。(1.2-②　再掲)

本年度も鳥羽商船との連携強化推進委員会として、第1
回目を7月に開催しており、各種業務において連携を推
進した。
(資料3-2-33_鳥羽商船高専連携強化推進委員会(再掲))

達成度A

ケ
コ
サ

6-⑤　本校独自の評価基準に基づく、自己点検評価
及び第三者評価に対応する「自己点検評価一覧」を
活用し、点検評価・改善を継続的に実施する。
(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

本校独自の評価基準に基づく自己点検評価及び第三者
評価に対応する「自己点検評価一覧」を活用し、点検
評価･改善を継続的に実施するとともに、自己点検ある
いは第三者評価の際の書類作成を円滑とするため、6月
末までに中間報告としてのPlanシートとCheckシートの
作成を完了し、1月末までに年度末報告としてのPlan
シートとCheckシートの作成を各委員会等で行った。
(資料3-1-4-16_自己点検評価一覧活用(再掲))

達成度A

Ⅶ4　内部統制の充実･強化
　校長のリーダーシップの下に、運営会議を中心とした施策立案、審議執行及び評価監査のサイクルを確立するとともに、迅速かつ効率的な運営を図るため、運営会議及び各種委員会
  の位置付け、機能及び審議・協議事項の明確化を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
 また、これらが有効に機能していること等について、各種委員会等によりモニタリング・検証するとともに、運営諮問会議外部評価委員等による公正かつ独立の立場からの監査機能
 を強化する。

ア 教育の質の向上、健康的な学生生活の保障、地震等災害防止、ユニバーサルデザイン導入等のために必要な施設・設備の整備を図る。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
イ 施設設備のきめ細やかなメンテナンス、校内の環境保全等を目的とした施設整備等を行う。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
ウ 「施設の利用状況及び施設実態の自己点検・評価」、「施設の有効利用計画」を実施策定し、施設の有効利用を促進する。(3.1-(6)教育環境の整備・活用　再掲)
エ 教員組織の活性化と流動化を図るため、本校以外の教育機関、研究機関、企業等での勤務経験がある多様な背景をもつ教員を計画的に採用し、その比率の向上に努める。

また、正規の教員以外の者を客員教授又は客員准教授として、本校の教育又は研究に従事させる。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
オ 専門科目及び理系一般科目については博士の学位や技術士等の職業上の高度の資格をもつ者を、理系以外の一般科目については修士以上の学位を持つ者、高度な実務能力

を持つ者等優れた教育力を有する者を、それぞれ採用し、その比率の向上に努める。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
カ 女性教員の比率向上を図るため、必要な支援策について引き続き検討を行い、働きやすい職場環境の整備に努める。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
キ 教員の個々の力量と学校全体の教育力を高めるため、内地及び外地研究員制度の活用、教員研修、国際研究集会への参加、学術交流、他高専との人事交流等を推進する。

(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
ク 教員の教育能力の向上を目的としてFD活動を積極的、具体的に促進する。(3.1-(3)多様かつ優れた教員の確保　再掲)
ケ 校長のリーダーシップのもと迅速かつ効率的な学校運営を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
コ 各種委員会の位置付け、機能及び審議事項を明確にし、効果的かつ効率的な学校運営を行うとともに、本校のＰＤＣＡサイクルシステムに基づいて委員会活動の成果・効果

を評価しつつ改善を図る。(3.4管理運営に関する目標　再掲)
サ 学校の管理運営に関する不断の点検評価と継続的な改善を行う。(3.4管理運営に関する目標　再掲)

第4期中期目標　Ⅶ　その他業務運営に関する事項

第4期中期計画　Ⅶ4　内部統制の充実･強化



コ
6-⑥　点検評価活動に資するため、各種会議等の議
事録について、学内ウェブページへの掲載を継続す
る。(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

点検評価活動に資するため、各種会議等の議事要旨を
学内ウェブページ(教職員ページ)への掲載を継続して
いる。
(資料3-1-4-17_各種会議等の議事録学内Webページ掲載
(再掲))

達成度A

サ
6-⑦　高専機構の方針に従い、他高専との相互間監
査を通じて、監査の強化を図る。(8.4-②-3、8.4-
③　再掲)

高専機構の通知に従い、本年度は豊田高専との相互監
査(本校受審)のため、11/29(金)に実施した。その監査
にて指摘を受けた事項は、改善策を樹立したうえで実
行した。
(資料3-4-1_高専相互会計内部監査(再掲))

達成度A

サ
6-⑧　本校の内部監査と特別監査を継続実施し、公
的研究費等に関する不正使用等の防止に努める。
(8.4-②-3、8.4-③　再掲)

本校の内部監査と特別監査を11/14(木)に実施した。
本年度に本校の内部監査規則の一部改正を行ってお
り、その改正にてチェックシートを定めたことから、
特に公的研究費等に関する不正使用等の有無につい
て、重点的に確認をした。
(資料3-4-2_内部監査及び特別監査(再掲))

達成度S
昨年度は、監査体制や監査項目の見直しを行っていな
かったことから、達成度「B」として評価していたが、
規則を含めて監査項目等の見直しを行ったことから、
本年度は達成度「S」として評価した。

ケ
サ

6-⑰　教職員会議等で意識啓発を行うほか、コンプ
ライアンスに関するセルフチェックを実施する。
(8.4-②-2、8.4-②-3　再掲)

10/16(水)に開催した教職員会議で研究者倫理、研究費
の不正使用防止に関する研修会を開催し、コンプライ
アンスに関する意識啓発を図った。また、5/17(金)を
期限として、情報セキュリティ強化に関するセルフ
チェックをWeb上で行った。
(資料3-4-8_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向
上(再掲))

達成度A

サ
7-②　第3ブロックの校長会議、事務部長会議等を
通じて、様々な連携･情報交換を行う。(8.4-①-2、
8.4-①-3　再掲)

4月下旬と9月下旬に開催された機構本部主催の校長･事
務部長会議、10月上旬に開催された第3ブロックの校長
会議等を通じて、様々な情報交換を行った。
(資料3-5-2_校長会議･事務部長会議連携･情報交換(再
掲))

達成度A

サ
8-2-①　原則として一般入札で対応することとし、
真にやむを得ない場合を除き随意契約を行わないこ
とを徹底する。(2.3　再掲)

原則として一般入札で対応しており、真にやむを得な
い場合を除き随意契約を行わないことを徹底した。な
お、10月の教職員会議の場において、公的研究費使用
に関する研修会を開催した。
(資料3-4-8_意識啓発及び情報セキュリティ強化意識向
上(再掲))
(資料4-3-1_機構会計規則(再掲))
(資料4-3-2_公的研究費使用マニュアル(再掲))

達成度A



鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議規則 

平成 27 年 12 月 9 日 

規 則 第 1 0 0 号 

 

鈴鹿工業高等専門学校運営諮問会議規則 

 

（設置） 

第１条 独立行政法人国立高等専門学校機構鈴鹿工業高等専門学校（以下「本校」と

いう。）に、本校の学校運営の充実・発展に資することを目的として、運営諮問会議

（以下「諮問会議」という。）を置く。 

（任務） 

第２条 諮問会議は、次の各号に掲げる事項について、校長の諮問に応じて審議・評

価し、校長に対して提言、助言又は勧告等を行う。 

 (1) 本校の教育研究上の目的を達成するための基本的な計画に関する重要事項 

 (2) 本校の教育研究活動等の状況について、本校が行う点検・評価に関する重要事  

項 

 (3) その他本校の運営に関する重要事項 

（組織） 

第３条 諮問会議は、校長が委嘱した次の各号に掲げる若干名の委員で組織する。 

(1) 学外委員 

 ア  高等教育機関及び研究機関に在職する者 

 イ 産業界及び地方公共団体等の関係者 

 ウ 本校の卒業生 

 エ その他本校に関し学識及び経験を有する者 

(2) 学内委員 

 ア  校長 

 イ 副校長 

 ウ 事務部長 

 エ その他校長が必要と認めた主事 

２ 前項第１号の委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生

じた場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（議長） 

第４条 諮問会議に議長を置き、校長をもってあてる。 

２ 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行す

る。 

（諮問会議の開催） 

第５条 諮問会議は、校長が招集する。 

２ 諮問会議は、少なくとも年１回開催するものとする。 

３ 諮問会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。 

４ 諮問会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことがで

きる。 

（守秘義務） 

第６条 委員は、その役割を遂行する上で知り得た情報を漏えいしてはならない。 



（庶務） 

第７条 諮問会議の庶務は、総務課において処理する。 

（補則） 

第８条 この規則に定めるもののほか、諮問会議の運営に関し必要な事項は、諮問会

議が定める。 

附 則 

１ この規則は、平成 27 年 12 月 9 日から施行する。 

２ 鈴鹿工業高等専門学校外部評価委員会規則（平成 16 年 9 月 6 日制定鈴鹿工業高等

専門学校規則第 67 号）は、廃止する。 
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